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地方公営企業法の適用に関する実務研究会 報告書の考え方 

 

１．本研究会の目的と最終報告に至る経過 
 

本研究会は、平成 26年６月の発足以降、地方公営企業法の財務規定等の適

用による公営企業会計導入に係る以下のような動きを踏まえて、財務規定等の

適用に当たっての実務的な取扱いについて整理を行ってきたところである。 

 

 ・ 平成 26年３月に取りまとめられた「地方公営企業法の適用に関する研究

会」報告書において、財務規定等の適用範囲の拡大を円滑かつ着実に進め

るため、移行事務、移行体制の整備に係る支援強化等が必要とされている。

特に、財務規定等の適用により必要となる固定資産情報の整理、固定資産

台帳の整備等には、一定程度の費用や手間がかかることが想定されること

を前提として、整備手法、台帳記載方法、活用方法等について検討を行い、

マニュアル等でその手順を示すことが必要との指摘がなされている。 

 

 ・ 「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（骨太の方針 2014）（平成 26年

６月 24日閣議決定）において、地方財政の透明性・予見可能性の向上によ

る財政マネジメントの強化や地方財政改革の推進等のために「現在、公営

企業会計を適用していない簡易水道事業、下水道事業等に対して同会計の

適用を促進する。」「公営企業等については、公営企業の経営に係る新たな

考え方や第三セクター等の経営改革に関するガイドラインを示すことをは

じめ適切な支援を行い、公営企業・第三セクター等の徹底した効率化・経

営健全化等を図る。」「地方公共団体における PPP/PFIの推進を支援するた

め、固定資産台帳を含む地方公会計や公営企業会計の整備推進等を通じ、

地域企業を含めた民間事業者による PPP/PFI事業への参入を促進する。」旨

が明記されている。 

 

・ 総務省が前記「骨太の方針 2014」等を踏まえて発出した「公営企業の経

営に当たっての留意事項について」（平成 26年８月 29日付け総務省自治財

政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）において、

経営環境が厳しさを増す中で、地方公営企業が必要な住民サービスを安定的

に継続するためには、地方公営企業法の全部又は一部を積極的に適用するこ

と、中でも、簡易水道事業及び下水道事業については、基本的に公営企業会

計を導入することが必要であること等を要請している。 
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・ 総務省が平成 26年８月 29日に公表した「公営企業会計の適用拡大に向け

たロードマップ」（以下「ロードマップ」という。）において、平成 27年度

から平成 31 年度までを公営企業会計の適用拡大の集中取組期間と位置付け、

下水道事業及び簡易水道事業を重点事業として、人口３万人以上の地方公共

団体については同期間中に移行することとしている。 

また、人口３万人未満の地方公共団体においてもできる限り移行するとと

もに、その他の事業についても、地方公共団体の実情に応じて移行を推進す

ることとしている。 

なお、総務省においては、平成 27年１月にこれらの点について地方公共

団体に対して正式に要請を行うこととしている。 

 

審議の結果、本研究会は平成 26年 10月に「中間まとめ」（別紙２）を取り

まとめた。この中で、地方公共団体が、公営企業会計を適用していない地方公

営企業、特に下水道事業及び簡易水道事業について、公営企業会計を適用する

ために必要な事務の全体像や規模、中でも事務負担が多いとされる固定資産情

報の整備について、先行団体の多様な状況についても留意した上で、基本的な

考え方、標準的な水準、手順・留意点等を示したところである。 

  本研究会が「中間まとめ」において示している考え方は、移行事務の全体

像や固定資産台帳の整備についての基本的な考え方等として、今後も妥当す

るものである。 

 

２．マニュアルの取りまとめ 
 

 その一方で、「中間まとめ」は、地方公共団体が「ロードマップ」等を踏ま

えて、速やかに固定資産台帳の整備をはじめとする移行事務の作業量を把握し

た上で、必要な人員、予算等の確保をはじめとする公営企業会計適用の諸準備

に着手することを促すことを主たる目的として取りまとめ、地方公共団体に発

出している。 

このため、公営企業会計適用に関する検討に着手してから適用完了までの具

体的な業務の処理方法、留意点等や、固定資産台帳を整備する際の登録単位・

記載項目等の具体的な取扱い等について、必ずしも詳細に記載されているもの

ではない。 

これらの点について、「中間まとめ」においては、「本研究会の今後の検討予

定」として、「中間まとめ」で示した固定資産台帳等の整備についての登録単
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位・記載項目等の考え方、標準的な水準等について、より具体的な取扱いを示

すために、調査・検討を行うこととしている。 

また、地方公共団体が「ロードマップ」を踏まえて、下水道事業及び簡易水

道事業を中心に公営企業会計適用の円滑な推進を可能とする必要があること

から、適用に関する検討に着手する際には、どのような準備を行い、どのよう

な点から検討を開始すれば良いのかなど、適用完了までの業務の流れ（手順、

留意点等）について分かりやすい形でマニュアルとして取りまとめるなど、引

き続き調査・検討を行うこととしている。 

 

 これらの点を踏まえて、今般、「中間まとめ」において示された考え方を基

に、「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」（別紙１）を取りまとめたと

ころである。 

 現在、公営企業会計を適用していない公営企業に地方公営企業法の全部又は

一部を適用する手順については、下水道事業は昭和 63年３月に策定された「下

水道事業における地方公営企業法適用マニュアル」（自治省策定）において、

簡易水道事業は平成 15年３月に策定された「簡易水道事業法適化マニュアル」

（総務省策定）において、それぞれ詳細に示されているところである。 

両マニュアルとも、移行事務の全体像等については、現在も妥当と考えられ

る内容が示されているが、策定から相当程度の年数が経過しており、その間に

様々な制度改正等が行われている。 

 今般取りまとめた「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」は、両マニ

ュアルをより汎用性のある形で統合し、「中間まとめ」において示された考え

方を踏まえるとともに、現在の制度や知見・技術、社会・経済情勢等により適

合した新たなマニュアルを企図したものである。 

 

 本研究会は、この「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」を示すこと

により、最終的な報告とする。 

 

３．簡易マニュアル 
 

 本マニュアルは、移行事務等について、できる限り分かりやすい記述に努め

ているが、地方公共団体の職員に公営企業会計の適用についての知見がなく、

初めて取り組む場合であっても、取組の第一歩を円滑に踏み出すことが可能と

なるように、一段の工夫が必要と考えられる。 
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このため、「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」の内容を基に、公

営企業会計の適用に取り組む地方公共団体が、移行事務の全体像を概ね把握す

るとともに、当面、まず着手するべき事務の内容等を分かりやすく取りまとめ

た「地方公営企業法の適用に関する簡易マニュアル」を総務省において作成す

ることが適当であると考えられる。 

 

４．様式例等 
 

 「中間まとめ」においては、総務省の地方公共団体に対する支援として、公

営企業会計の適用に取り組む地方公共団体が先行団体・先進事例等を参考とす

ることが円滑な形で可能となるように、情報提供のあり方等の対応を検討する

べきであること、また、「中間まとめ」において示された標準的な水準等を踏

まえて、固定資産台帳への登録単位・記載項目などのより具体的な取扱い等に

ついて、固定資産台帳の様式例の改定、質疑応答集の公表等に取り組むべきで

あること等を指摘している。 

 

 このうち、固定資産台帳の様式例は、現在は「地方公営企業の会計規程（例）

について」(平成 24年 10月 19日総財公第 98号自治財政局公営企業課長通知）

の中で、「別表第十九号」として、総務省より各地方公共団体に対して示され

ている。 

総務省においては、同通知の「別表第十九号」について、「中間まとめ」に

おいて示された考え方を基に、社会・経済情勢の変化等を踏まえて、より充実、

発展させることが必要と考えられる。 

また、今後、地方公共団体が公営企業会計を適用する場合には、総務省が示

す新たな様式例を参考として、固定資産台帳を整備することが適当と考えられ

る。 

 

５．総務省の取組 
 

 総務省においては、公営企業会計移行に取り組む地方公共団体を支援するた

めに、本研究会の検討成果を十分に活用するとともに、「地方公営企業法の適

用に関する簡易マニュアル」「固定資産台帳の様式（例）」「先行事例集」「質疑

応答集」等を適切に作成・周知することが望まれる。 

これらの取組により、本研究会の検討結果をより具体的に示すことが可能と

なり、ひいては、地方公共団体の公営企業会計適用の取組をより一層円滑化す

ることに資するものと考えられる。 
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 加えて、総務省においては、「中間まとめ」に示されているように、上記の

取組以外にも、公営企業会計の適用に取り組む地方公共団体を支援するために、

財政面の支援、研修機会の提供等の適切な施策について、これまで以上に強力

な取組を、継続的に行うことが必要である。 

  特に、平成 27年１月に行う公営企業会計の適用拡大に向けた要請に際して、

適用に取り組むべき地方公共団体、取り組むべき内容等を明確化し、円滑に

着手することができるように、必要な助言や情報提供、関係規程の整備・改

廃等を行うべきである。 

 

６．都道府県の取組 
 

 また、都道府県にあっては、自らの流域下水道への公営企業会計の適用はも

とより、適用に取り組む市町村に対して、連絡会議の設置や研修の実施、事務

や発注等の共同化の推進、先進事例の紹介、知見を有する人材のあっせん（ア

ドバイザーの派遣等）をはじめとする実効性のある支援を行うことが必要であ

る。 

 

７．結び 
 

 総務省、都道府県の取組を受けて、公営企業会計の適用に取り組むべき地方

公共団体等の関係者が、本研究会の検討成果を十分に活用し、適切な取組を進

められることを期待する。 



地方公営企業法の適用に関する 

マニュアル 

平 成 2 7 年 １ 月 

地方公営企業法の適用に関する実務研究会 

別紙１ 
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 本マニュアルで用いた法令等の略記は、次のとおりである。 

 

       法・・・・・・・・・地方公営企業法 

       令・・・・・・・・・地方公営企業法施行令 

       則・・・・・・・・・地方公営企業法施行規則 

       自治法・・・・・・・地方自治法 

       自治令・・・・・・・地方自治法施行令 

       地財法・・・・・・・地方財政法 

       再評価則・・・・・・地方公営企業資産再評価規則 
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序章 はじめに 

 

法非適用事業に法適用を行う手順については、これまで、「下水道事業における地方公営

企業法適用マニュアル」（昭和63年３月）や「簡易水道事業法適化マニュアル」（平成15年

３月）において示されていたところですが、いずれも策定から相当の年数が経過し、その間

に地方公営企業会計基準の見直しのほか、様々な制度改正や新技術の導入等が行われている

ところです。 

 このため、本マニュアルにおいては、既存の両マニュアルを基礎に、新たな制度改正等に

対応する改訂を行うとともに、実務的に最も課題となる固定資産台帳の整備に関する解説の

充実を図ることとしました。 

また、本マニュアルは、すべての種類の法非適用事業が法適用する際に活用可能な内容と

したところです。図表等の例は、簡易水道事業や下水道事業を想定したものとしております

が、基本的な移行事務の流れなどは、各事業に共通のものとなっております。加えて、移行

事務を担う実務担当者の「分かりやすさ」に配慮し、構成・内容面での工夫を試みたところ

です。 

このような考え方に基づき、本マニュアルを策定したところですが、序章では、まず導入

部として、実務担当者の理解に資するよう、法適用後の公営企業会計の概要と移行事務の各

段階について述べていきます。 

 

１ はじめに 

 

  現在、法非適用事業である事業に、地方公営企業会計（以下「公営企業会計」という。）

を導入していく場合、従来の官公庁会計からの移行事務を行い、適用後は直ちに公営企業

会計による会計処理を行っていく必要があります。 

  このため、実務を担う各事業の事務担当者の方にとっては、公営企業会計についての知

識を得ることが重要となりますが、現状の官公庁会計に比べ、「難しい」あるいは「理解

しづらい」という印象を持たれることが多いようです。 

  公営企業会計は、民間の企業会計と同様に、発生主義・複式簿記を採用しており、官公

庁会計が現金主義・単式簿記であることと比較し、基本的な考え方や仕組みが大きく異な

っています（公営企業会計と官公庁会計の相違点については第６章参照）。このことが

「難しい」等の印象に影響を与えていると考えられます。 

一方で、多くの地方公共団体では、上水道事業や交通事業など、既に数十年にわたり、

公営企業会計を実施してきている事業もあり、会計方式の一つとして定着しているとも言

えます。 

  法適用後の会計処理を見通すと、あらかじめ、移行事務の準備段階で、一定の会計知識

を得ておくことが望ましいところですが、最低限の会計知識でも、対応が可能とも考えら

れます。 

  このため、本章では、公営企業会計における予算・決算の体系と日常の会計処理方法や
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それらの関係について、概要を述べた上で、公営企業会計を活用した経営を行っていくス

テップについて触れていきます。 

 

２ 公営企業会計において作成する財務諸表 

 

  公営企業会計では、経営の能率化に重点を置いていることから、官公庁会計と異なり、

「予算で支出を縛る」という方法ではなく、予算とともに決算にも重点を置き、予算・決

算書類として、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書等の財務諸表を作成

することとなります。 

  これらを作成することにより、当該事業年度にどの程度の収益（料金収入等）があった

か、どの程度の費用がかかったか、その結果、利益あるいは損失がどの程度であったかと

いった当該事業の経営成績（フロー）のほか、年度末時点で当該事業が保有している資産

や負債がどの程度かといった当該事業の財政状態（ストック）などが把握できるようにな

ります。 

  なお、予算において作成する財務諸表は、決算額ではなく見込額となることから「予定

貸借対照表」「予定損益計算書」「予定キャッシュ・フロー計算書」とされています。 
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（１）貸借対照表（省略してＢ／Ｓ（Balance Sheet）と呼称されます） 

 

財務諸表の中で代表的なものが貸借対照表で、一般にバランスシートと呼ばれます。 

貸借対照表は、一定の時点における当該事業が保有するすべての財産を総括的に表示

したものです。その要素としては、資産、負債及び資本がありますが、資産は当該事業

の経営の活動手段である資金の運用形態（例：土地、建物、現金等）を示し、負債・資

本においてはその資産がどのようにして得られたかという調達源泉（例：資本金、企業

債等）を示しています。これにより、当該事業の財政状態を把握することが可能となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金　額 金　額

339,993,447 135,807,640
10,129,996 482,400
12,559,256 729,000

244,856,815
41,063,839
2,349,011 3,076,940
3,455,130 160,800
1,725,000 3,490,494

39,420,000 8,000
▲ 15,565,600 32,000

570,000 50,000
235,000 105,000
70,000
35,000

230,000 921,000
20,000 ▲ 614,000

20,000

6,713,194
8,300,698

▲ 209,000
2,885,201

25,000
32,781,668
32,742,868

38,800
4,724,049

100,000
4,624,049

資 産 合 計 358,298,540 負 債 ・ 資 本 合 計 358,298,540

貯 蔵 品

減 債 積 立 金
当年度未処分利益剰余金

資 本 合 計 214,049,266

再 評 価 積 立 金
受 贈財 産評 価額

利 益 剰 余 金

剰 余 金 37,505,717

資 本 剰 余 金
前 払 費 用

【資本の部】 金　額

未 収 金
資 本 金 176,543,549

貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 17,715,093

現 金 ・ 預 金

収 益 化 累 計 額

負 債 合 計 144,249,274

投 資 そ の 他 の 資 産

地 上 権
繰 延 収 益 307,000

特 許 権
施 設 利 用 権 長 期 前 受 金

投 資 有 価 証 券

減 価償 却累 計額 前 受 金
無 形 固 定 資 産 引 当 金

借 地 権 そ の 他 流 動 負 債

工具、器具及び備品 リ ー ス 債 務
リ ー ス 資 産 未 払 金
建 設 仮 勘 定 未 払 費 用

構 築 物
流 動 負 債 6,923,234

機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具 企 業 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債
土 地 リ ー ス 債 務
建 物 引 当 金

固 定 資 産 340,583,447 固 定 負 債 137,019,040

平成○○年度××市下水道事業貸借対照表（イメージ）
（平 成 △ △ 年 ３ 月 3 1 日）

【資産の部】 【負債の部】

資産の部 負債の部 

資本の部 

左半分は「企業の持ちもの」 

企業の財産がどのような状態で、

いくらあるか把握できます。 

右半分は「資産の源泉」 

企業の財産がどのような財源でつ

くられたか把握できます。 

土地、建物、権利、

現金・預金など企業

の所有財産が記載さ

れています。 

企業債など支払義務

があるものなどが記

載されています。 

資本金や事業で得ら

れた利益など返す必

要のない資金が記載

されています。 

※ 公営企業会計では報告式を採用しているが、イメージを表すため、上記の例は勘定式で表示している。 

※ 減価償却累計額については、本来は資産区分ごとにその控除項目として記載することになっているが、上

図ではシンプルに表すため、合計額を一括して表示している。 
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（２）損益計算書（省略してＰ／Ｌ（Profit and Loss statement）と呼称されます） 

 

損益計算書は、一事業年度における当該事業の経営成績を明らかにするために、その

期間中に得たすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生

の由来を表示した報告書です。 

損益計算書により、当該事業がいかなる経営活動によって、どれだけの経営成績を上

げたかを知り、それに基づいて過去の経営を分析し、また将来の方針を立てることが可

能となります。 

貸借対照表が一定の時点における財政状態を表しているのに対し、損益計算書は一定

の期間の経営状況を表していることから、「Ｂ／Ｓはストックを、Ｐ／Ｌはフローを表

す」と説明されることがあります。 

 

  

 

61,341,600
57,624,600
3,413,000

304,000

50,629,100
12,871,300
11,777,400
3,490,000

13,565,600
8,146,800

605,000
173,000

10,712,500

1,052,164
213,140
614,000
225,024

7,799,700
7,708,200

91,500

3,964,964

70,000
70,000

50,000
50,000

3,984,964

639,085

0

4,624,049

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

５  特別利益
固定資産売却益

６  特別損失
減損損失

当 年 度 純 利 益

前年度繰越利益剰余金

経 常 利 益

減価償却費
資産減耗費
その他営業費用

営 業 利 益

３  営業外収益
受取利息及び配当金
長期前受金戻入
雑収益

４  営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出

総係費

平成○○年度××市下水道事業損益計算書（イメージ）
（平成○○年４月１日から平成△△年３月31日まで）

１  営業収益
下水道使用料
受託工事収益
その他営業収益

２  営業費用
汚水費
雨水費
受託工事費

①営業利益 

通常の業務活動の損益の結果

が表示されます。 

②経常利益 

通常の業務活動に関する損益

に加えて資金調達等に関する

損益の結果が表示されます。 

③純利益 

１年間の全ての損益の結果が

表示されます。 

３つの段階で利益を把握 

  利益 ＝ 収益 ― 費用 
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（３）キャッシュ・フロー計算書（省略してＣ／Ｆ（Cash Flow statement）と呼称されます） 

 

キャッシュ・フロー計算書は、一事業年度の資金収支の状況を、一定の活動区分別に

表示した報告書です。公営企業会計は、発生主義によるため、収益・費用を認識する時

期と現金の収入・支出が発生する時期とに差異が生じることになりますが、キャッシ

ュ・フロー計算書により、現金の収入・支出に関する情報を得ることが可能となります。 

 

  

＜キャッシュ・フロー計算書の読み方の例＞ 

 

3,984,964
8,146,800

50,000
▲ 614,000
7,708,200

557,000
▲ 70,000

▲ 2,541,698
2,062,074
▲ 30,959

779,000
▲ 25,000
▲ 10,000

19,996,381
▲ 7,708,200

業務活動によるキャッシュ・フロー 12,288,181

▲ 38,396,800
300,000

▲ 65,000

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 38,161,800

25,000,000
▲ 3,076,940

3,500,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,423,060

▲ 450,559

7,163,753

6,713,194

減損損失

企業債による収入
企業債の償還による支出

出資金による収入

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

たな卸資産の増減額（▲は増加）
引当金の増減額（▲は減少）
その他流動資産の増減額（▲は増加）
その他流動負債の増減額（▲は減少）
小計

支払利息及び企業債取扱諸費

長期前受金戻入額
支払利息及び企業債取扱諸費
固定資産除却損
固定資産売却損益（▲は益）
未収金の増減額（▲は増加）
未払金の増減額（▲は減少）

平成○○年度××市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（イメージ）
（平成○○年４月１日から平成△△年３月31日まで）  ※間接法

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益
減価償却費

業務活動 投資活動 財務活動 概要

パターン① プラス
マイナス

（△）
マイナス

（△）

本業の業績は概ね良好であり、有利子負債残高を減少さ
せつつ建設改良に係る投資も実施しているため、比較的良
好な経営状況にあると想定される。

パターン② プラス
マイナス

（△）
プラス

本業の業績は概ね良好であるが、建設改良に係る投資財
源を有利子負債に依存し、かつその残高が増加しているた
め、今後の返済負担増加が想定される。

パターン③
マイナス

（△）
マイナス

（△）
プラス

本業の業績が厳しく、建設改良に係る投資財源に加え、日
常の運転資金も有利子負債に依存している可能性がある
など、資金繰りが非常にタイトになっていると想定される。

業務活動によるキャッシュ・フロー 

通常の業務活動の実施による

資金の収支や投資活動、財務

活動以外の収支が表示されま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

増資、減資による収支や資金

調達、返済に関する収支が表

示されます。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

通常の業務活動の基礎となる

固定資産の取得及び売却の収

支が表示されます。 



序章 はじめに 
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３ 日常の会計処理と財務諸表との関係 

 

  法適用後の公営企業会計における会計処理と２で述べた財務諸表とが、どのような関係

にあるかについて、その概略を説明していきます。 

  決算時に作成する財務諸表は、日々の取引の記録がその基礎となります。まず、日常の

会計処理として、日々発生する取引を伝票等により記録します。次に、この伝票等を日別

に分類集計する日計表を作成し、さらにその結果を総勘定元帳に転記していきます。 

決算時期には、この総勘定元帳の勘定科目ごとに残高を算出し、それらを集計する残高

試算表を作成します。これに所要の決算整理を行ったものが貸借対照表と損益計算書の基

礎となります。 

  また、キャッシュ・フロー計算書は、当事業年度の損益計算書や当事業年度と前事業年

度の貸借対照表の数値の増減などをもとに作成することになります（間接法の場合）。 

  これまで述べてきたように、財務諸表は相互に関連するものであり、その点を理解する

ことが重要です。例えば、貸借対照表と損益計算書の当年度未処分利益剰余金は一致する

ものであり、キャッシュ・フロー計算書の資金期首残高と資金期末残高は、それぞれ前年

度末貸借対照表と当年度末貸借対照表の現金・預金と一致することになります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

＜決算処理業務＞ 

損益計算書（Ｐ／Ｌ） 

残高試算表 

貸借対照表（Ｂ／Ｓ） 

キャッシュ・フロー計算書 

（Ｃ／Ｆ）  ※間接法 

当年度未処分利益剰余金 

当年度未処分利益剰余金 

資金期末残高 

現金預金 
資産 

費用 収益 

負債 

資本 

資産 負債 

資本 

費用 収益 

財務諸表 

伝票等 総勘定元帳 取引 

 

＜日常処理業務＞ 

予算 

決算整理 

日計表 



 

 

 

 8 

４ 移行事務の準備・移行事務・法適用後の経営への活用 

（法適用のホップ・ステップ・ジャンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３までで公営企業会計における財務諸表や日常の会計処理などについて説明してきまし

たが、法適用に関する移行事務の準備や移行事務を円滑に実施する上では、実務担当者が

このような基礎的な知識を理解しておくことが重要です。 

  移行事務の準備（ホップ）はまさに準備段階であるため、法や会計等の基礎的な知識で

足りるとも考えられますが、移行事務（ステップ）は法適用後の経営判断の基礎となる情

報を整理する段階なので、より正確な会計知識とその理解が求められます。また、実務担

当者だけではなく、すべての関係職員が公営企業会計について理解を深める段階でもあり

ます。 

  さらに、法適用後（ジャンプ）は、公営企業会計を駆使し、経営に応用していく段階に

なりますので、各事業に携わる職員は、公営企業会計に関する知識を土台として、経営基

盤の強化や財政マネジメントの向上に取り組んでいくこととなります。 

  法適用は、それ自体が目的ではなく、その後の経営健全化のための手段となるものです。

経営トップを含めた組織全体が公営企業会計導入の必要性とメリットを意識し、的確な準

備と適切な移行事務を通じて円滑に公営企業会計へ移行していくことが求められます。 

  本マニュアルは、概ね以下の構成となっており、目的に応じて重点的に参照していただ

けるよう工夫をしています。それぞれの段階で、必要に応じ参照していただくことも可能

です。また、平成27年度から平成31年度までの集中取組期間において法適用の重点事業と

している下水道事業、簡易水道事業は勿論のこと、その他の事業の法適用にも十分に活用

できる内容となっています。 

 

＜本マニュアルの構成＞ 

 

タイトル 　内容 ページ

第１章 地方公営企業法の適用の必要性等 法適用の必要性、メリットなど Ｐ10～

第２章 移行事務の準備
対象事業、全部適用・財務適用の検討、既存資料の把握、委託
の活用の検討など

Ｐ16～

第３章 移行事務 予定開始貸借対照表の作成、新予算の編成、打切決算など Ｐ28～

第４章 固定資産台帳の整備に関する考え方
固定資産台帳への登録単位・登録項目、不明資産の取扱い、減
価償却など

Ｐ50～

第５章 固定資産台帳の整備に関する手順
工事により取得した資産の法適用時点の帳簿原価（取得価額）
等の把握手順

Ｐ68～

第６章 公営企業会計に関する留意事項 公営企業会計と官公庁会計の相違点 、リース資産、補塡財源 Ｐ78～

第７章 参考資料 法適用団体一覧、各種様式など Ｐ88～

移行事務の準備 

移行事務 

経営基盤の強化 
財政マネジメントの向上 

 
中長期的な経営の基本計画 

「経営戦略」 

２章 

３～５章 

法適用後 

ホップ 

ステップ 

ジャンプ 
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第１章 地方公営企業法の適用の必要性等 

 

１ 地方公営企業法の概要 

 

地方公共団体は、一般的な行政活動のほか、水の供給や公共輸送の確保、医療の提供、

下水の処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活

動を行っています。こうした事業を行うために地方公共団体が経営する企業活動を総称し

て「地方公営企業」と呼びます。 

地方公営企業は、あくまでも当該地方公共団体の事務の一部である以上、地方公共団体

の組織及び運営の基本法である地方自治法や、地方公共団体の財政に関する基本法である

地方財政法、地方公共団体の職員に関する基本法である地方公務員法の規定が原則として

適用されます。 

しかし、主として警察、消防、教育、土木等の一般行政事務を規律することを目的とし

て設けられているこれらの規定を、水道、交通、病院等の事業に全面的に適用したのでは、

効率的・機動的な事業運営を行うことが期待できない面もあります。 

そこで、これらの法律のうち効率的・機動的な事業運営を行う上で障害となる規定の適

用を排除し、それに代わって事業の実態に即した法規範として制定されたのが、「地方公

営企業法」です。これにより、地方公営企業が企業としての経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉の増進を図るように運営されることが期待されています。 

 

２ 地方公営企業法を適用する事業 

 

法は、公営企業に一律に適用されるのではなく、特定の事業のみに適用されます。法適

用には、法律上当然に適用される場合（当然適用）と地方公共団体の自主的な決定によっ

て適用される場合（任意適用）の２種類があり、また、適用される規定の範囲について、

法の規定の全部を適用する場合（全部適用）と法の規定のうち第３章を中心とする財務・

会計に関する規定（法第３条～第６条、第17条～第35条、第40条～第41条及び附則第２項、

第３項の規定。以下「財務規定等」という。）のみを適用する場合（財務適用）がありま

す。 

  法の現行の適用関係を整理すると、次のとおりです。 

  第一に、地方公共団体が、①水道事業（簡易水道事業を除く。）、②工業用水道事業、

③軌道事業、④自動車運送事業、⑤鉄道事業、⑥電気事業、⑦ガス事業の７事業（以下

「法定事業」という。）を経営する場合には、それらの事業には法の規定の全部が当然に

適用されます（法第２条第１項）。 

  第二に、病院事業については、法の規定のうち財務規定等が当然に適用されます。なお、

条例で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を適用することも可能であり、こ

の場合には、結果的に法の規定の全部が適用されることとなります（法第２条第２項及び

第３項、令第１条第１項）。 



第１章 地方公営企業法の適用の必要性等 
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  第三に、法定事業及び病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う

収入をもって充てるものについては、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は一

部（財務規定等）を適用することができるとされています（法第２条第３項、令第１条第

２項）。 

 

＜法の適用範囲＞ 

 

 

 

３ 地方公営企業法の財務規定等による特例の主な内容 

 

地方公共団体の経営する企業が、企業としての経済性を発揮するとともにその本来の目

的である公共の福祉の増進に向けて運営されるよう、法は、一般会計等とは異なり、民間

企業の会計基準に近い形で財務諸表等を作成する独自の制度（公営企業会計制度）として、

以下のような財務規定等による特例を設けています。 

 

（１）経営成績、財政状態の把握 

① 発生主義・複式簿記の採用（法第20条） 

公営企業の経済的活動を正確に把握し、的確な経営方針を樹立するため、また住民に

対して企業活動の状況を報告するためには、その損益及び財産の状態を適切に把握する

必要があります。そのため、現金の収入及び支出の事実に着目して経理する官公庁会計

方式（現金主義）ではなく、現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生という事実

に基づいて経理を行うという発生主義を採用しています。 
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また、複式簿記の採用により、取引のある度に貸方・借方に等しい金額を計上するた

め、貸方と借方の合計も必ず同額になります。よって、完成された財務諸表により計算

の正確さを確かめることができ、会計処理の自己検証が可能となります。 

 

② 損益取引と資本取引との区分（法第20条、令第９条） 

   公営企業会計においては、管理運営に係る取引（損益取引）と建設改良等に係る取引

（資本取引）を区分して経理することにより、当該事業年度の経営成績を正確に把握す

ることとなっています。 

 

③ 経営成績、財政状態の早期把握（法第30条） 

   公営企業会計の決算については、出納整理期間がないこと等を理由に、５月31日まで

に地方公共団体の長に提出しなければならないこととされており、一般会計等に比べて

決算の確定が３ヶ月早くなっています。そのため、決算実績を早期に把握でき、直ちに

その結果を経営の参考にすることができます。 

 

（２）企業経営の弾力化 

① 予算の弾力条項（法第24条第３項） 

一般会計等では、予算に計上されない経費の支出を行うことや予算に計上された額を

超えて支出することはできませんが（自治法第210条）、公営企業会計の場合、企業経

営を経済情勢に応じて能率的に行うことができるよう、業務量の増加に伴い収益が増加

する場合においては、当該業務に直接必要な経費に限り、予算超過の支出が認められて

います。 

 

② 能率的・機動的な経営のための資産管理の特例（法第33条、第40条、令第26条の５） 

企業用資産の管理行為を地方公共団体の一般の財産の管理に比べてより機動的、弾力

的に行うことができるようにするため、財産管理に関する特例を以下のように定めてい

ます。 

ⅰ：企業用資産の取得、管理及び処分については議会の個別議決は必要ではなく、その

代わり、特に重要な資産の取得及び処分については、予算で定めなければならないと

しています。 

ⅱ：行政財産の目的外使用に係る使用料については、条例で定めることを要せず、管理

者が定めることができることとしています。 

ⅲ：一般会計等では、土地を貸し付ける場合を一定の場合に限定している（自治法第

238条の４）のに対して、公営企業の場合は、企業の経済性を発揮する観点から、当

該公営企業の収益の確保に寄与する場合には、幅広く貸付けが認められています。 

 

 

 



第１章 地方公営企業法の適用の必要性等 
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４ 地方公営企業法適用の必要性 

 

現在、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等に

より、公営企業の経営環境は厳しさを増しています。 

こうした公営企業を取り巻く環境の変化に伴い、公営企業に対して、事業・サービスの

普及・拡大が求められていた時代から、事業・サービスがもたらす便益を確保するために、

耐震化等のニーズに応えつつ、インフラなどの経営資源を効率的・効果的に管理・活用す

る事業経営が求められる時代に移り変わりつつあります。 

したがって、的確な損益・資産の把握がなされず、老朽化等に伴い必要な投資も行われ

ない場合には、事業の継続を維持できない事態も想定されます。 

公営企業を継続して経営し、住民生活に必要不可欠なサービスを持続的に提供していく

ためには、自らの経営・資産等の状況を的確に把握し、経営基盤の計画的な強化（更新投

資の優先度の把握、施設・設備への投資の合理化や適切な維持・管理、財源の更なる確保、

徹底した効率化等）と財政マネジメントの向上（料金で回収すべき経費や将来必要な投資

経費を踏まえた適正な料金算定等）等に取り組まなければなりません。 

そのため、その前提として公営企業会計を導入し、事業の経営成績（損益情報）や財政

状態（ストック情報）を基礎とした経営状況を的確に把握するとともに、経済性が発揮さ

れているかを検証するため、他団体との比較等を効果的に行う必要があります。 

このように、地方公共団体が提供する住民サービスを将来にわたって継続するため、経

営状況を踏まえて的確な経営改善や経営判断を行い、より機動的で柔軟な経営を行うこと

を通じ、地方公営企業の経営の質と効率性を向上させることが期待されており、法の財務

規定等を適用する必要性が増しています。 

 

 

５ 地方公営企業法適用のメリット 

 

（１）損益情報・ストック情報の把握による適切な経営戦略の策定 

財務規定等の適用により、管理運営に係る取引（損益取引）と建設改良等に係る取引

（資本取引）が区分して経理されます。経営成績を適正に示すことや利益・損失の確定

を適切に行うことができるため、その分析を通じて中長期的な経営の基本計画である

「経営戦略」の策定に必要な基礎的情報を得ることができます。また、減価償却費が導

入され、金額ベースでの資産の老朽化の状態の的確な把握が可能となり、更新計画等の

策定に役立ちます。 

加えて、期間損益計算による原価が明確化することで、施設の更新財源も含め収益の

あるべき水準を踏まえた、適正で説得力のある料金の算定に役立てることが可能となり

ます。 
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（２）企業間での経営状況の比較 

公営企業会計の導入により、他の類似の公営企業や民間企業との比較が可能となるこ

とから、経営成績や財政状態をより正確に評価・判断することができます。 

 

（３）経営の自由度向上による経営の効率化とサービス向上 

予算を超える弾力的な支出、効率的・機動的な資産管理が可能となるなど、財務規定

等の適用により経営の自由度が向上し、住民ニーズへの迅速な対応や、経営の効率化、

サービスの向上につながります。 

 

（４）住民や議会によるガバナンスの向上 

比較可能で財務状況を把握しやすい会計の採用、決算の早期化など開示の充実がなさ

れ、住民や議会によるガバナンスの向上が期待されます。 

 

（５）企業会計に精通し経営マインドを持った人材の育成 

発生主義など企業会計的な財務処理の知識やノウハウを持った有為な人材が地方公共

団体全体で育成されることが期待されます。また、減価償却費を含めたコストとそれに

対する収益や、資産と負債の最適化を意識することにより、最少の経費で最大の効果の

発揮を図る、経営マインドを持った人材の育成が期待されます。 
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第２章 移行事務の準備 

 

法適用するためには、そのプロセスとして、固定資産台帳の整備、条例・規則等の制定・

改正、新予算の編成、システム構築などの様々な事務が必要となります。 

 「地方公営企業法の適用に関する研究会報告書」（平成26年３月）によれば、法適用に要

した期間と職員数は、平均でそれぞれ２年７か月、3.5人であり、一定程度の時間と手間を

要するものとなっています。 

広範な分野にわたることから、移行事務の何から手を付けたらいいのか分からないという

声が聞かれます。委託を活用して事務の効率化を図ろうとしても、基礎的な情報の把握不足

で受託者とうまく話を進めることができないというケースもあるようです。 

最初のつまずきはその後の事務に大きく影響を及ぼします。移行事務の準備については、

移行事務の全体像を把握するとともに、個別の事務の進め方等をあらかじめ検討するもので

あるため、職員による対応を基本とすることが望ましいと言えます。また、各事業の実情に

応じて、移行事務を委託する場合においても、その期間や経費を適正なものとするよう、職

員が移行事務の準備を適切に行うことは意義があるものと考えられます。このようなことか

ら、以下では移行事務の準備として考えられる10項目について説明をしますので、まずは、

それらについて把握・検討を行い、移行事務実施に向けての準備を行います（移行事務の詳

細については、第３章、第４章、第５章を参照）。 

 具体的な移行事務に入る前の準備段階ですので、実際の移行事務の中で方針が変更になる

場合もありますが、移行事務の準備を着実に行うことにより、スムーズに移行事務をスター

トすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜移行事務の準備 10項目＞ 

１ 事務内容とスケジュールの把握    ６ 制定・改正を要する条例・規則等の把握 

２ 対象事業の検討           ７ 関係部局の把握 

３ 全部適用・財務適用の検討      ８ 各種システムの状況の把握 

４ 既存資料の状況の把握        ９ 先行事例研究・職員研修 

５ 固定資産台帳への資産登録単位の検討 10 委託の活用の検討 

＜法適用に要した期間（実績）＞ ＜法適用に要した職員数（実績）＞ 

「地方公営企業法の適用に関する研究会報告書」（平成26年3月）Ｐ39、40 
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１ 事務内容とスケジュールの把握  

 

法適用に係る事務内容及び概略のスケジュール（Ｐ18）は次のとおりです。事務の分量

としては、固定資産台帳の整備が大きな割合を占めていますが、その他の事務も着実に実

施していく必要があります。なお、予定開始貸借対照表の作成までには固定資産台帳の整

備を完了し、財務会計システムについても運用可能な状態にしておくことが必要です。 

 

＜法適用に係る事務内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移行事務の準備 
（第２章） 

 

１ 事務内容とスケジュールの把握     ６ 制定・改正を要する条例・規則等の把握 
２ 対象事業の検討            ７ 関係部局の把握 
３ 全部適用・財務適用の検討       ８ 各種システムの状況の把握 
４ 既存資料の状況の把握         ９ 先行事例研究・職員研修 
５ 固定資産台帳への資産登録単位の検討    10  委託の活用の検討 

移行事務 
（第３章） 

 

関係部局との調整及び組織・体制の検討 

 

 

職員研修 

 

 

条例・規則等の制定・改正 

 

 

出納取扱金融機関等の指定と告示 

 

 

勘定科目等の設定 

 

 

予定開始貸借対照表の作成 

 

 

新予算の編成 

 

 

打切決算 

 

 

税務署への届出 

 

 

総務省への報告 

     

固定資産台帳の整備 
（第４章、第５章） 

 

台帳整備の準備 

 

 

資産情報の整理 

 

手順１ 年度別決算情報の作成 

手順２ 建設改良関係の決算情報の抽出 

手順３ 税抜き処理及び財源の圧縮処理 

手順４ 工事関連情報及び工事別資産明細の作成 

手順５ 間接費の各工事等への配分 

手順６ 受益者負担金等の各工事等への配分 

手順７ 各工事等への情報集約 

手順８ 法適用時における資産の価額等の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種システムの整備 
（第３章） 

各種システムにおける取扱いの決定 

     

既存システムの活用   新システムの導入 

・関係部局との調整       ・システム構成の検討 

・仕様変更の検討     ・必要な機能の選定 

             ・仕様の決定 

移行事務（第３章、第４章、第５章） 

 
（※台帳整備、システム整備以外） 
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＜法適用に係る概略スケジュールの例＞ 

 

　移行事務の準備

12月 1月

事務区分

事務工程

２～３年前

１年前 適用年度

4月 5月 6月 7月

事務内容とスケジュールの把握

8月 9月 10月 11月 2月 3月 4月 5月 6月

台帳整備の準備

対象事業の検討

全部適用・財務適用の検討

既存資料の状況の把握

固定資産台帳への資産登録単位の検討

制定・改正を要する条例・規則等の把握

関係部局の把握

各種システムの状況の把握

先行事例研究・職員研修

委託の活用の検討

　固定資産台帳の整備

　・資料の収集等

　・スケジュールの作成

　・体制の検討等

　・その他（仮調査など）

資産情報の整理

　移行事務

関係部局との調整及び組織・体制の検討

職員研修

条例・規則等の制定・改正

出納取扱金融機関の指定と告示

勘定科目等の設定

　各種システムの整備

予定開始貸借対照表の作成

新予算の編成

打切決算

税務署への届出

総務省への報告

システム運用

既存システムの活用

新システムの導入
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２ 対象事業の検討 

 

法適用に当たり、まずは法を適用する対象事業を検討しなければなりません。 

同一団体内で複数の類似した事業を行っている場合は、それらを一体的に法適用するの

か、一部の事業を法適用するのかを決定する必要があります。 

事業等の背景や特性、組織・体制等のあり方などにも十分に配慮し、法適用する対象事

業を決定します。 

  なお、下水道事業については、公共下水道（特定環境保全公共下水道及び特定公共下水

道を含む）及び流域下水道のみならず、集落排水施設及び合併処理浄化槽についても、そ

のほとんどが公共下水道と併せて実施されていることから、できる限り対象事業に含める

ことが望ましいと考えられます。 

 

３ 全部適用・財務適用の検討 

   

  法適用に当たり、全部適用とするか、財務適用とするかのいずれかを選択する必要があ

ります。なお、任意の規定のみを選んで適用することはできません。 

  全部適用と財務適用の事務執行体制上の相違点は、次のとおりです。どちらを選択する

かにより、必要な事務手続等が異なりますので、事業の実情に適した選択を行う必要があ

ります。 

＜任意適用事業における全部適用と財務適用の比較＞ 

 

　
・

・
・

・ 　

・

・

・

・

一般会計部門の職員と同様に地方公務
員法の適用を受ける。

法の財務規定等に基づき、一般会計等
と異なる企業会計方式により財政状況を
把握する。

法第３条～第６条、第17条～第35条、第
40条～第41条、附則第２項、第３項（財
務規定等）

同左

地方公務員法が一部適用除外となり、
労働組合法、最低賃金法、労働基準法
の一部が適用対象となる（法第39条第１
項）。

・

項目 全部適用 財務適用

適用される規定

組織体制

会計方式

原則として管理者を設置する。ただし、
条例の定めにより管理者を置かないこと
ができる（法第７条）。その場合の管理者
の権限は長が行う（法第８条第２項）。
管理者は、職員の任免、予算原案の作
成、決算の調製、契約、出納その他の会
計事務の執行等、地方公営企業の業務
の執行に関する権限を有し、自らの判断
と責任において事業運営を行う（法第９
条）。ただし、一部の権限（予算調製、議
案提出、決算審査等）は長に留保される
（法第８条第１項）。

法の全ての規定・

管理者の権限は地方公共団体の長が
行う。ただし、管理者の権限のうち出納
その他の会計事務及び決算に係るもの
については、その全部又は一部を会計
管理者に委任できる（法第34条の２）。

職員の身分

企業職員として、管理者の権限の属する
事務の執行を補助する（法第15条）。
地方公営企業労働関係法の適用を受け
る（法第36条）。

・
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＜事務執行体制の比較＞ 

 

 

 

４ 既存資料の状況の把握 

 

  固定資産台帳等の整備を行うため、資産情報の整理をすることとなりますが、それに先

立って、過去に作成された決算資料等の保存状況等を把握する必要があります。 

資料がどの程度保存されているかによって、資産情報の整理のための事務量等が変わっ

てきます。資料が滅失している場合には、現物を確認した上で、資産の取得時期、帳簿原

価（取得価額）を推計していく作業等が発生します。資料は、紙ベースだけでなくデータ

として残っている場合もありますので、どの資料が、どの期間分、どの場所にあるかを把

握しておきます。 

なお、合併団体では、旧団体ごとに資料の保存状態に違いがある場合が多いので留意が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長

管理者
（→企業出納員）

長
（→企業出納員）

予算調製
長

(管理者が原案作成)
長 長

決算調製 管理者 長 長 会計管理者

長
（→企業出納員）

長→会計管理者
（→出納員）

出納及び
会計事務

項目

人事給与、
契約等

管理者 長 長 長

全部適用 財務適用

管理者設置 管理者非設置
会計事務等を会計管

理者に委託しない
会計事務等を会計管

理者に委託する
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＜把握すべき主な既存資料＞ 

 

 

５ 固定資産台帳への資産登録単位の検討 

 

  移行事務では、固定資産台帳を整備（第４章、第５章参照）しますが、保有する資産を

どのような単位で固定資産台帳に登録していくか、具体の事務を行う前に検討する必要が

あります。 

 資産の登録単位については、基本的に「①固定資産の種別及び取得年度に応じた単位」

＋「②自らの固定資産の実情、老朽化等を把握するために必要な単位」とすることが標準

となります（Ｐ54参照）。 

 ただし、移行時に限り、実施可能性、固定資産台帳の整備に要する経費や期間等を考慮

し、過去に取得した固定資産の情報の把握が困難な場合には、「①固定資産の種別及び取

得年度に応じた単位」のみで登録する簡易的な手法を採用することができます。 

 

＜固定資産台帳への登録単位＞ 

 

６　無形固定資産関連資料

把握対象資料 使用目的 備考

決
算
関
係
資
料

１　決算書及び附属資料
（事業開始以降） 年度別決算情報（P70）、年度別建設

改良決算情報（P71）、年度別建設改
良決算情報（税抜き）（P72）の作成

２　予算書（直近年度）
法適用前年度は決算が出ていな
いため、決算書の代わりに使用

３　消費税等申告関連資料
年度別建設改良決算情報の税抜き処
理（P72）

４　決算統計資料 決算書の補完 参考資料

３　備品台帳

工
事
関
係

資
料

１　工事台帳
（事業開始以降）

年度別工事情報の作成（P73）

２　設計図書 工事別資産明細情報の作成（P73） 工事台帳の補完資料

１　下水道台帳等 資産の状況の確認等 他事業はそれに代わるもの

７　補助金関係資料
工事関連情報及び工事別資産明細の
作成における補助金額の把握（P73）

資
産
関
係
資
料

無形固定資産の取得価額等の把握
（P52）

水利権、流域下水道施設利用権
など

備品の取得価額等の把握（P52）

４　土地台帳 土地の取得価額等の把握（P52）

５　受贈資産関連資料
受贈資産の取得価額等の把握
（P53）

無償譲渡された資産

２　完成図書 資産の状況の確認等

標準 移行時

①固定資産の種別及び取得年度に応じた単位
＋

②自らの固定資産の実情、老朽化等を把握する
ために必要な単位

①固定資産の種別及び取得年度に応じた単位
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６ 制定・改正を要する条例・規則等の把握 

 

法適用により様々な条例・規則等の制定・改正が必要となります。また、全部適用か財

務適用かにより、制定・改正を要する条例・規則等は異なりますので、条例・規程例（第

７章参照）や既に法適用を実施した団体の条例・規則等を参考に、制定・改正が必要な条

例・規則等をリスト化するなどして、事前に把握しておくことが必要です。 

なお、他団体の条例・規則等については、各団体のホームページなどに掲載の例規集等

から入手することができますが、人口規模や事業規模が類似する団体の条例・規則等を参

考に把握することが有用です。 

また、条例・規則等のほか、パブリックコメント手続要綱などの各種要綱の改正等が必

要な場合もありますので、あわせて把握しておきます。 

制定・改正を要する条例・規則等の具体例は、次のとおりです。 
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＜制定・改正を要する条例・規則等の例＞ 

 

 

根拠法令等
全部
適用

財務
適用

備　　考

①
公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項について
定める条例

法第４条 ○ ○

②
管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置
く場合、その旨の条例

法第７条ただし書 ○
該当する場
合のみ

③ 企業管理規程 法第10条 ○

・ 必要な分課の設置に関するもの 法第９条第１号 ○

・ 企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関するもの 法第９条第２号 ○

・ 企業の会計事務の処理に関するもの 則第２条 ○

・ 入札保証金及び契約保証金の率又は額 令第21条の15 ○

④
管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に
関する条例

法第14条 ○

⑤
任免についてあらかじめ長の同意を必要とする企業の主要な
職員を定める規則

法第15条第1項た
だし書

○
必要がある
場合のみ

⑥
二以上の事業を通じて一の特別会計とする場合には、その旨
の条例

法第17条ただし書 ○
該当する場
合のみ

⑦ 予算の調製及び議決 法第24条第２項 ○ ○

⑧
企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金
融機関の指定

法第27条ただし書 ○ ○

⑨
予算で定めなければならない重要な資産の取得又は処分を定
める条例

法第33条第２項 ○ ○
必要がある
場合のみ

⑩
職員の賠償責任の全部又は一部の免除のうち議会の同意を
得なければならないものを定める条例

法第34条 ○ ○
必要がある
場合のみ

⑪ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 法第38条第４項 ○

⑫
地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職の長
の指定

法第39条第２項 ○

⑬

企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方
公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、
訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁並びに法律上地
方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定のうち議会
の議決を経なければならないものを定める条例

法第40条第２項 ○ ○
必要がある
場合のみ

⑭ 企業の業務状況を説明する書類に関する条例
法第40条の２第１
項

○ ○

⑮ 企業出納員及び現金取扱員の任命
法第34条の２及び
第28条第２項

○

⑯
企業の会計事務の処理の特例に関する規則（会計規程に相当
するもの）

法第34条の２及び
則第２条

○

⑰
出納その他の会計事務及び決算の事務の全部又は一部を会
計管理者に行わせる場合には、その旨の条例

法第34条の２ただ
し書

○

制定・改正等を行わなければならない条例・規則等の名称



 

 

 

 24 

７ 関係部局の把握 

 

法適用により、現行の条例・規則や経理方法等が大幅に変わるため、担当部局だけでは

なく、関係部局とも様々な調整を行う必要があります。また、移行事務については通常の

事務と並行して行うことになるため、効率的に行わなければなりません。 

  調整に当たっては、関係部局ごとに内容を整理するとともに、調整時期等を把握してお

くと、遅滞なく、かつ、網羅的に行うことができます。 

  関係部局との主な調整事項の例については、次のとおりです。 

 

＜関係部局との主な調整事項の例＞ 

 

 

８ 各種システムの状況の把握 

 

法適用により、公営企業会計への移行をはじめ、様々な事務の取扱いが変更になること

が考えられるため、法適用前に既存の各種システムの把握とそれらの法適用後の運用につ

いて検討を行う必要があります。 

財務会計システムについては、固定資産管理を含め、公営企業会計に対応したシステム

に移行する必要がありますが、導入までに相当な期間を要する可能性がありますので、特

に慎重な検討が必要です。なお、水道事業などで使用しているシステムがあれば、そのシ

ステムの活用、又は一部仕様の変更も検討します。 

関係部局 協議事項

財政部局

一般会計繰入金（負担金、補助金、出資金）
予算編成
勘定科目、予算科目の検討
打切決算
決算統計、財政状況の公表
法適用前の地方債、一時借入金の整理
法適用後の起債管理、元利償還金の支払い

会計・監査部局

既存の公営企業組織との統合・分割その他部局

総務部局

条例・規則等の制定・改正
組織・体制
職員の人事・給与
退職手当（退職給付引当金）の負担
契約事務
財務会計システム等の導入

（財務適用の場合）会計管理者への委任範囲
出納取扱金融機関
財産、備品管理
打切決算
例月出納検査
決算審査



第２章 移行事務の準備 
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その他のシステムについても、従前どおり利用できるのか、あるいは一部仕様変更や新

たなシステムの導入が必要なのか等を把握し、移行事務の際にスムーズにシステム整備に

着手できるように備える必要があります。 

 

＜各事業で運用されている既存の各種システムの例＞ 

 
  

９ 先行事例研究・職員研修 

   

以上述べてきた移行事務の準備に当たっては、既に法適用を実施した他の地方公共団体

（第７章参照）の事例を研究し、これを活用することが効率的であると考えられます。先

行団体においては、これまでの経験による多くのノウハウを有していることから、とりわ

けシステムの導入、条例・規則等など、細部にわたる手続については、先行団体の事例を

参考に、それぞれの団体が最も適切な手法を選択することが望ましいと言えます。 

なお、その際は、参考にする他団体の規模について留意する必要があります。例えば、

人口３万人規模の団体が、人口30万人規模の団体を参考にしようとしても、準備期間の長

さや費用の点等であまり参考にならないと考えられるためです。 

  また、移行事務及び法適用後に日常業務を行う際には、担当職員の公営企業会計等に関

する知識が必須となります。そのため、移行事務の期間中に実施する職員研修の実施方法

や研修メニューについて、あらかじめ検討しておくことが有用です。 

検討に当たっては、国や関係機関が行う外部研修の活用や都道府県や先行団体との連携

を図ることも有用と考えられます。 

なお、自団体内で既に法適用となっている上水道等の公営企業がある場合は、人事交流

等も含め積極的にその知見を活用することが望ましいと考えられます。 

 

財務会計システム（固定資産管
理）との連携を検討

従前どおり

人事給与システム

企業会計方式の財務会計システ
ムを導入

従前どおり

従前どおり
職員の人事・給与、出退勤の管理
を行うシステム

管路情報システム

料金管理システム

埋設管路の管理を行うシステム

料金の管理を行うシステム

文書管理システム
簿冊管理、電子決裁等を行うシス
テム

従前どおり（組織・体制の変更に
よる一部仕様の変更）

例規システム 条例・規則等のデータベース
従前どおり（法適用にあたり制
定・改正した例規を反映）

システム 概要 法適用後の取扱例

財務会計システム

契約管理システム

官公庁会計方式による財務管理シ
ステム

契約などの執行管理を行うシステ
ム
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10 委託の活用の検討 

 

ここまで、法適用に当たって把握・検討を行う事項について説明してきましたが、会計

処理の変更や資産情報の整理については、資料の把握や整理事項が多岐に及ぶことから、

短期間に職員だけで事務を行うことが難しいことが考えられます。そのような場合は、業

務委託を活用するのも一つの手法です。 

  しかしながら、移行事務のすべてを委託すると費用が多額となること、また、法適用後

の事務は職員が主体的に担わなければならないことなどから、職員で対応する部分と委託

を活用する部分を仕分けすることが重要となります。 

仕分けの例としては、資産データの整理を委託により実施し、そのデータ等を活用する

予定開始貸借対照表の作成、条例・規則等の見直しといった事務については職員が行うと

いう方法や、資料の保存状態がよく資産の額の把握が容易な事業、規模が小さいため資産

の数が少ない事業などにおいては、移行事務自体はすべて職員で行い、事務に関する助言

や資料のチェックを委託するという方法などが考えられます。 

上記のような仕分けを行ってもなお移行事務の多くを委託せざるを得ない場合であって

も、成果品の受領と検査を行うだけではなく、委託の作業工程等について中間報告を徴収

するなどしてその過程を把握しておくことが重要となります。 

  上記の仕分けなどを踏まえ、委託を活用する場合には、委託料を予算化する必要が生じ

ます。その際には、委託業者から見積りを取得するなどして所要額を積算することとなり

ますが、法適用に向けての事務の全体像を整理しておくことによって、委託業者との折衝

を適切に行うことができますので、上記１～９の項目については、事前にしっかりと把

握・検討を行います。 

  なお、「４ 既存資料の状況の把握」「５ 固定資産台帳への資産登録単位の検討」につ

いては、その把握・検討の精度によって委託料の積算が大きく変動しますので、委託を活

用する場合には特に留意が必要となります。
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第３章 移行事務 

 

 第２章で把握・検討した内容を踏まえながら、順次移行事務を進めていきます。本章では、

新予算の編成、各種事務手続等の移行事務について具体的な内容を説明していきますが、一

定程度の時間と手間を要するほか、項目も多岐にわたるため、段取り良く効率的に進めてい

く必要があります。また、全部適用とするか、財務適用とするかの選択によって必要な手続

が異なる項目もありますので、十分に確認の上、事務を進めていきます。 

 

１ 関係部局との調整及び組織・体制の検討 

 

  移行事務の準備で把握した関係部局との調整事項について、具体的に関係部局と内容や

スケジュール等の調整を進めていきます。調整内容の例については、次のとおりです。 

  団体内に既に公営企業を担当する部局がある場合や、法適用を行う事業の選択によって

は、組織の統合（上水道担当課と下水道担当課の統合など）又は分割の検討が必要になる

こともありますので、組織や体制についても並行して調整を行わなければなりません。 

  また、関係部局との協力体制をさらに強化するため、担当部局を中心とした庁内横断的

なプロジェクト・チームを編成するのも一つの方法です。企業会計、文書事務、法制執務

等に精通した職員を移行事務の担当者として配置することも重要です。 

  なお、計画的かつ円滑に移行事務を行うため、法適用までの間の各事務の担当者とその

役割を明確にする必要があります。場合によっては、その期間中の人事異動は最小限にと

どめるなどの配慮も必要です。 
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＜関係部局との調整事項と調整内容の例＞ 

 

 

２ 職員研修 

 

  移行事務及び法適用後に日常業務を行う際には、適切な事業経営を行っていくため、公

営企業会計等に関する知識が必須となります。そこで、法適用に際し、担当職員の知識向

上及び意識啓発のために、研修を実施する必要があります。 

内容としては、まずは公営企業会計の基礎などから始め、その後は実務を意識した内容

を中心とし、日常の会計処理や予算決算、システム処理などに発展していけば効果的です。

また、必要に応じて外部で行われる財務関係の研修などに参加することも一つの方法です。 

職員研修については、関係部局の職員に当事者意識を持ってもらうためにも、内容に応

じて対象職員と開催時期を考慮し、機会を捉えて随時実施していきます。 

 

関係部局 調整事項 調整内容

一般会計繰入金（負担金、補
助金、出資金）

法適用後の資金繰り等の調整のため、一般会計繰入の方法、時
期等について協議する。

予算編成 法適用年度の当初予算の編成内容やスケジュールを確認する。

勘定科目、予算科目の検討
予算編成までに必要な勘定科目と予算科目の設定について、決
算統計等との対応も考慮して作成する。

打切決算
決算統計、財政状況の公表

法適用に伴う経過措置等を検討するため、法適用前の事業会計
の打切決算処理及び決算統計や財政状況の公表方法について
協議する。

法適用前の地方債、一時借入
金の整理

法適用前の起債、一時借入金の手続を協議し、資金調達の対応
方針を検討する。

法適用後の起債管理、元利償
還金の支払い

法適用後も従来どおりの管理とするかどうか等、起債の管理方法
等の変更点について協議する。

条例・規則等の制定・改正
担当部署と改正案等の調整が必要なため、制定・改正が必要な
条例・規則等をあらかじめ協議し、条例案の議会提案スケジュー
ル等を調整する。

組織・体制
事務分掌や権限の委任の範囲について協議する。また、法適用
時に組織統合等を行う場合は、その内容についても協議する。

職員の人事・給与 法適用後の権限の委任や事務執行体制について協議する。

退職手当（退職給付引当金）の
負担

法適用後の退職給付引当金計上のため、職員の退職手当の負
担方法等について協議する。

契約事務 法適用後の権限の委任や事務執行体制について協議する。

財務会計システム等の導入
他のシステムとの調整が必要かどうか等を検討するため、財務会
計システム等の導入について協議する。

（財務適用の場合）会計管理者
への委任範囲

出納事務等の会計管理者への委任範囲について協議する。

出納取扱金融機関
現金の出納・収納事務を取り扱わせる金融機関の指定について
協議する。

財産、備品管理 所有財産及び備品の移管、経費負担等について協議する。

打切決算
一時借入金の処理の確認等のため、打切決算処理について協議
する。

例月出納検査
内容や提出書類の確認のため、例月出納検査について協議す
る。

決算審査 決算審査実施における変更点について協議する。

その他部局
既存の公営企業組織との統
合・分割

団体内に他の公営企業組織がある場合、組織の統合・分割の必
要性等について協議する。

財政部局

総務部局

会計・監査
部局



 

 

 

 30 

＜職員研修の例＞ 

 
 

３ 出納その他の会計事務 

 

法第９条第11号には、管理者の担任事務として「出納その他の会計事務を行うこと」と

定められており、出納その他の会計事務は、管理者の責任と権限によって一元的に執行す

ることとされています。 

なお、管理者の設置の有無や法の適用範囲により若干取扱いが異なりますので、次の点

に留意が必要です。 

 

（１）全部適用の場合 

   管理者を置く場合は、法第９条により、管理者の担任事務となりますが、管理者を置

かない場合は、法第８条第２項により、地方公共団体の長が行います。 

   しかしながら、管理者の有無にかかわらず、当該事務を会計管理者に委任することは

できません。また、事務処理についても管理者の事務の執行を補助する企業職員で処理

すべきであり、当該事務を一般会計部門の職員に行わせることはできません。ただし、

一般会計部門の職員に企業職員を兼務させて事務を処理させることは可能です。 

 

（２）財務適用の場合 

   法第34条の２により、管理者の権限は地方公共団体の長が行いますが、同条ただし書

により、出納その他の会計事務及び決算に係る事務については、条例で定めるところに

よりその全部又は一部を会計管理者に委任することができます。その場合には、従前ど

おり一般会計部門で行うことができます。 

   委任する場合は、組織・体制や人員配置等について会計担当部局と調整を行い、委任

の範囲を確定する必要があります。 

項目 内容

公営企業会計

地方公営企業法の概要
損益取引と資本取引
単式簿記と複式簿記
現金主義と発生主義
公営企業会計の予算・決算
固定資産管理と減価償却

システム

日常業務

出納処理
固定資産の管理
消費税の取扱いと申告
例月出納検査・決算審査
決算整理と財務諸表の作成

伝票発行と決裁手続
予算編成
決算整理
財務諸表作成に必要なデータの抽出
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４ 契約事務、人事・給与 

 

（１）全部適用の場合 

管理者を置く場合は、管理者がその事務を行いますが、管理者を置かない場合は、法

第８条第２項により、地方公共団体の長が行います。 

   管理者を置く場合、当該事務を地方公共団体の長に委任することはできません。また、

事務処理についても管理者の事務の執行を補助する企業職員で処理すべきであり、当該

事務を一般会計部門の職員に行わせることはできません。ただし、一般会計部門の職員

に企業職員を兼務させて事務を処理させることは差し支えありません。 

 

（２）財務適用の場合 

   財務適用の場合は、地方公共団体の長の権限に属することとなりますので、従前どお

り一般会計部門で事務を行うことができます。 

 

５ 条例・規則等の制定・改正 

 

  第２章で把握した制定・改正を要する条例・規則等について、具体的に制定・改正内容

を検討していきます。なお、法適用に伴い必要となる条例・規則等の制定・改正をはじめ、

法適用に必要な手続については、法の適用の日の前に行うことができますが、法適用後に

管理者を設置する場合であっても法適用前には管理者がいないため、管理者の行うべき権

限は、長が行います（令第８条）。 

  条例・規則等において規定すべき内容については、「地方公営企業の会計規程（例）に

ついて」（平成24年10月19日付け総財公第98号）等の条例・規程例や既に法適用を実施し

た他団体の条例・規則等が参考になります。また、団体内で既に他の公営企業を経営して

いる場合は、その条例・規則等を参考にすることで、効率的に作業を行うことができます。 

 

６ 出納取扱金融機関等の指定と告示 

 

 出納事務は原則として管理者（財務適用の場合は地方公共団体の長）が行いますが、必

要がある場合は、長の同意を得て指定した銀行等の金融機関に公金の収納及び支払事務の

一部を取り扱わせ、又は公金の収納の事務の一部を取り扱わせることができます（法第27

条）。 

 この場合、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を「出納取扱金融機関」、

収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を「収納取扱金融機関」といい、自治法上の「指

定金融機関」に相当する制度となっています。また、これらの金融機関における公金の取

扱いの適正を期するため、管理者や監査委員による検査を行うことができることも指定金

融機関の制度と同様です。 

他方、指定金融機関は、自治令第168条の規定により、一の団体に複数の指定金融機関

を置くことはできないのに対し、出納取扱金融機関についてはこのような規定がないため、
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複数の出納取扱金融機関を設置することができることとされています。しかしながら、実

際の運用に当たっては、事務の複雑化を避ける意味から、出納取扱金融機関についてもで

きる限り一つとすることが望ましいといえます。 

収納取扱金融機関については、利用者の料金納入の利便性等を考慮して複数設置するこ

とも意味があるといえます。 

なお、複数の出納取扱金融機関を設けた場合には、管理者はそのうちの一つを「総括出

納取扱金融機関」に定める必要があります。 

 また、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を定めた場合は、その旨を告示しなけれ

ばなりません（令第22条の２第３項）。告示例については、次のとおりです。 

 

○○市△△事業の業務に係る公金の出納事務の一部を 

取り扱わせる金融機関の指定 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令

（昭和27年政令第403号）第22条の２第１項及び第２項の規定に基づき、○○市△△事業

の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納

の事務の一部を取り扱わせる収納金融機関を次のとおり指定する。 

 平成×年×月××日 

○○市長 ○○ ○○  

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関 指定した者 取扱店舗 

出納取扱金融機関 株式会社○○銀行 △△支店 

収納取扱金融機関 株式会社××銀行 □□支店 
 

 

７ 各種システムの整備 

 

第２章で述べたように、既存の各種システムの取扱い等について把握した後、具体的に

システムの整備について調整を進めていきます。 

水道事業などで使用している既存のシステムを、一部仕様変更するなどにより対応が可

能な場合は、その手法が効率的と考えられますが、関係部局と運用方法等を調整する必要

があります。 

一方、新たにシステムを導入する場合は、システムをどのような仕様にするか等につい

て検討しなければなりません。現在、様々なパッケージソフトが提供されていますので、

各種システムの整備 

各種システムにおける取扱いの決定 

     

 

既存システムの活用      新システムの導入  

・関係部局との調整  ・システム構成の検討  

・仕様変更の検討  ・必要な機能の選定  

 ・仕様の決定  
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特徴と必要な機能を十分に検証し、各団体の組織・体制や運用方法に適した仕様がどのよ

うなものかを確定させる必要があります。また、各種システムを所管する部局との調整も、

必要に応じ、並行して行います。システムの整備や維持管理は、一定程度の費用がかかる

ため、事業規模や業務量に合わせて効率的に行えるよう、費用の確保を含め、十分に検討

を行う必要があります。 

また、財務会計システムについては、固定資産台帳の整備や減価償却費の計算等に使用

するほか、予算入力時に勘定科目や予算科目等の登録等を行うため、予定開始貸借対照表

の作成や予算編成に着手するまでには運用可能な状態にしておく必要があり、早めに準備

を行わなければなりません。特に、新たに財務会計システムを導入する場合は、仕様確定

等に時間を要するため、導入までのスケジュールを作成し、計画的にすすめていくことが

重要です。 

  実際の運用に当たり支障が生じた機能の修正等を行うことができるよう、各事業の組

織・体制や日常業務の執行体制に合わせて、随時カスタマイズが可能となるような仕様と

することなどが必要です。 

財務会計システムの構成及び機能の例は、次のとおりです。 

 

 

＜財務会計システムの構成の例＞ 

 

 

 

 

 

システムの仕様 ・公営企業会計の会計処理に則ったシステムとする。

メンテナンス
・システム障害などに備え、データのバックアップや復旧
ができるようにする。

項目 内容（例）

システムの構築

・クライアントサーバ方式とする。
・パッケージの利用を前提とし、期間や費用、維持管理等
の効率化を図る。
・機能の追加は、パッケージのバージョンアップにて対応
可能とする。

運用後の維持管理

・運用後も必要に応じて端末やライセンス数の増減や仕
様変更が容易に行えるようにする。
・契約管理システム等サブシステムの拡張が、導入済み
システムの稼動に影響なくスムーズに行える。

データの出力
・システムのデータを利用し必要書類が作成できるよう、
任意の項目のデータを外部ファイルに出力できるようにす
る。

セキュリティ対策 ・ウイルスや不正アクセスへの対策を講じる。
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＜財務会計システムの機能の例＞ 

 

固定資産管理

・資産取得時の情報管理
・資産の分類と耐用年数の管理
・工事契約額の管理
・資産取得に充てた財源の管理
・減価償却費と長期前受金戻入額の算出
・減価償却累計額と長期前受金収益化累計額の管理

企業債管理
・借入年度、借入額、償還年限、利率、償還方法の管理
・各年度の償還額の算出

決算管理（月次決算含む）

・総勘定元帳の作成、管理
・日計表の作成
・決算報告書の作成
・損益計算書、貸借対照表作成データの抽出
・剰余金計算書又は欠損金計算書の作成データの抽出
・収益費用明細書（決算附属書類）の作成
・消費税計算書作成データの抽出
・合計残高試算表（例月出納検査用）の作成
・キャッシュ・フロー計算書作成データの抽出
・予算執行状況表（節レベルまたは事業別）の作成
・比較損益計算書・貸借対照表の作成
・経営分析表の作成データの抽出

項目 機能（例）

予算編成・予算書作成

日常的な執行管理

・予算単価の設定
・予算要求情報の入力
・見積要求書の作成
・前年度予算要求内容の修正
・予算要求書、査定資料等への前年度決算見込額の登録、表示
・予算要求書、査定資料等への前々年度決算額の表示
・予算査定の登録
・消費税計算書作成データの抽出
・予算の実施計画書（目レベル）の作成データ抽出
・キャッシュ・フロー計算書作成のための現金・預金データの抽出
・予算における仕訳作成（当年度末予定貸借対照表用）
・予算における決算見込の仕訳作成（前年度末予定貸借対照表・損
益計算書用）

・支出負担行為処理
・複数科目による予定支出負担行為処理
・支出負担行為額、執行額（未払計上額）、支出済額の管理
・支出負担行為レベルでの予算残額管理
・細節・細々節レベルでの予算残額管理
・予算流用、予備費充当、予算繰越処理
・収入調定額（未収計上額）、収入済額の管理
・収入・支出予算差引簿の作成、管理
・支払予定日の登録
・支払伝票の作成
・振替伝票の作成
・口座振替払の管理
・資金前渡、前金払、精算・戻入処理
・科目更正処理
・調定処理
・収入伝票、納入通知書の作成
・収納（消込）処理
・特定収入額の管理及び納税計算への反映
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８ 勘定科目等の設定 

 

公営企業会計では、日々の取引を会計処理の原則に従って収益、費用、資産、負債及び

資本の増減、異動を仕訳記帳するための計算の区分として、勘定科目を設定する必要があ

ります。 

どのような勘定科目を設定するかについては、事業の実態に応じて決定すべきですが、

任意適用事業においては則第２章（第３条～第７条）及び則別表第１号に定める勘定科目

表の区分並びに民間事業の勘定科目の区分を考慮するとともに、「地方公営企業法の適用

を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月19日付け総財公

第99号）及び「地方公営企業の会計規程（例）について」（平成24年10月19日付け総財公

第98号）に準じて、会計規程等で定めます。 

設定した勘定科目に基づき、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表を作成することにな

るため、科目名、各科目の区分の基準、内容、整理方法及び科目の配列方法は、明確に定

めなければなりません。 

また、新予算編成の際に必要となる予算科目についても併せて検討する必要があります。

予算科目については、前年度予算を公営企業会計方式に作り替えてみることで、どのよう

な予算科目が必要かを検討すると、漏れなく定めることができます。他団体の事例なども

参考にすることが有用です。 

 

９ 予定開始貸借対照表の作成（固定資産台帳の整備等） 

 

法適用日から発生主義に基づく経理や帳簿整理が行われることになるため、適用の日現

在における「予定開始貸借対照表」を作成しておく必要があります。 

貸借対照表は、事業開始から蓄積してきた財産の状況を表すものであり、法適用前の情

報を事前に整理しなければ作成できません。したがって、様々な資料から情報を整理し、

資産、負債及び資本の額をそれぞれ把握していきます。 

貸借対照表自体は決算書類ですが、予算の説明資料として法適用する事業年度末の見込

みである予定貸借対照表を作成する必要があることなどから移行事務の中で整理する必要

があります。 

手順としては、資産と負債の額を把握した後、｛資産－負債＝資本｝の算式により、資

本の額を把握していきます。 

なお、予定開始貸借対照表は、法適用前に作成し、予算の提出時に議会に参考資料とし

て提出することが適当です。また、打切決算の確定後、予定開始貸借対照表から変動が生

じた科目については数値を置き換え、法適用事業年度の開始時点における貸借対照表（開

始貸借対照表）として確定させます。 
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＜予定開始貸借対照表の額の把握イメージ＞ 

 

 

 

（１）資産の額 

   資産は、「固定資産」、「流動資産」及び「繰延資産」の３つに分類されます。「固

定資産」と「流動資産」の区分は、原則として１年という期間を設定し、その期間内に

換金できる資産を「流動資産」、それ以外のものを「固定資産」とするワン・イヤー・

ルールの原則が適用されています。 

 

  資産の分類を図示すると次のとおりです。 

 

 

 

 

① 固定資産 

固定資産は、具体的な物である「有形固定資産」、法律上の権利等を示す「無形固定

資産の部 負債の部
１　固定資産 ４　固定負債
（１） 有形固定資産 （１） 企業債

イ　土地 （２） 他会計借入金
ロ　建物 （３） その他固定負債
ハ　構築物
ニ　リース資産 ５　流動負債

（１） 企業債
（２） 無形固定資産 （２） 一時借入金

イ　借地権 （３） 未払金
ロ　施設利用権
ハ　リース資産 ６　繰延収益

（１） 長期前受金
（３） 投資その他資産

イ　投資有価証券

ロ　出資金
資本の部

２　流動資産 ７　資本金
（１） 現金預金
（２） 未収金 ８　剰余金
（３） 有価証券 （１） 資本剰余金

３　繰延資産

○○市××事業予定開始貸借対照表
（平成○○年○月○○日）

土地、建物及び附属設備、構築物、鉄道車両、工具、リース資産

固 定 資 産 無 形 固 定 資 産

当 座 資 産
資 産

た な 卸 資 産

繰 延 資 産

流 動 資 産

鉄道事業に係る災害損失（繰延経理するものとされた災害損失に限る）

現金及び預金、受取手形、未収金等

貯蔵品、製品、原材料費

有 形 固 定 資 産

投資その他の資産

前払費用（貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に
費用化されるものに限る）、前払金、未収収益等

そ の 他 流 動 資 産

器具及び備品、自動車その他の陸上運搬具、建設仮勘定等

営業権、借地権、地上権、特許権、ソフトウェア、リース資産等

前払費用（流動資産に属する前払費用を除く）
投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金、長期前払消費税

固定資産台帳の整備により
額を把握。法適用の作業の
中で最も手間がかかる作
業。 
詳細は第４章、第５章を参
照。 

 

預金通帳や証書、料金シス
テム等からの情報により額
を把握。 

鉄道事業に係る災害（鉄道
事業法で国土交通大臣の許
可を受けた場合に限る。）
による損失のみであり、計
上なし。 

財務会計システム等から
の情報により額を把握。 

固定資産台帳の作成の中
であわせて把握。 

資本の額を｛資産－負債
＝資本｝の算式により算
出。さらに資本金を｛資
本－資本剰余金＝資本
金｝により算出。 

決算書、契約書等からの情
報により額を把握。 
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資産」及び「投資その他の資産」からなります。 

「投資その他の資産」は、投資有価証券、長期貸付金、基金等であり、決算書、契約

書等からその額を把握することができますが、「有形固定資産」及び「無形固定資産」

については、法適用時の財政状態を明らかにするほか、正確な期間損益計算を行えるよ

うにするため、固定資産台帳を整備することにより資産の額を把握する必要があります。 

固定資産台帳の整備手順等については、第４章、第５章で詳しく説明しますが、過去

の決算書及びその附属資料、工事台帳や補助金関係書類等の資料等から、一定の資産単

位ごとに法適用時（開始時）の帳簿原価（取得価額）を把握していきます。 

耐用年数が１年未満又は取得価額10万円未満の消耗性工具、器具、備品で使用中のも

のは、原則として資産には該当しませんが、これらのものも企業の財産ですので、適正

な管理を行う必要があります。 

なお、予定開始貸借対照表の作成段階では法適用前年度分については決算前であり決

算書はありませんので決算見込額を用いることになります。また、法適用年度に入り、

固定資産、未収金、未払金、資本金などを確定値に置き換えた開始貸借対照表を作成す

る必要がある点に留意が必要です。 

 

法適用の移行事務の中で、固定資産台帳の整備が最も手間のかかる業務と考えられ、

全体の７割～８割を占めるとの指摘もされています。作業の手順を十分に把握し計画的

に進めることが重要となります。 

 

② 流動資産 

流動資産は、現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は売却されることによって

現金に代えることができる資産等です。具体的には、現金、預金、未収金等が該当しま

す。 

現金については手許現金など、預金については預金通帳や証書、料金等の未収金につ

いては料金システム等を基礎にその額を把握します。 

 

③ 繰延資産 

  繰延資産として計上が認められるものは、鉄道事業に係る災害（鉄道事業法で国土交

通大臣の許可を受けた場合に限る。）による損失のみとなっているため、特段の作業は

ありません。なお、繰延資産とは、公営企業会計基準の見直しにより、繰延勘定が廃止

されたことにより新設されたもので、ある年度において支払った金額について、その効

果が翌年度以降に継続する場合に、その残存している効果を見積もって、その部分を資

産として繰り延べることができるものです。 

 

（２）負債の額 

  負債は、「固定負債」、「流動負債」及び「繰延収益」に分類されます。 

  「固定負債」とは支払期限が１年を超えて到来するものをいい、「流動負債」とは支

払期限が１年以内に到来するものをいいます。「固定資産」と「流動資産」を区別する
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場合と同様、いわゆるワン・イヤー・ルールの原則が適用されています。 

   負債分類を図示すると次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 固定負債・流動負債 

  前述のとおり支払期限が１年を超えて到来する債務を「固定負債」、支払期限が１年

以内に到来する債務を「流動負債」といいます。 

  固定負債は、企業債、他会計借入金などからなり、流動負債は、１年以内に償還期限

が到来する企業債や他会計借入金のほか、未払金などからなります。 

  固定負債・流動負債については、既存の財務会計システムなどの情報によりその額を

把握します。 

  なお、打切決算により不用額とされた歳出予算額のうち、当該予算に基づく工事が完

成し、又は購入物品の受入れが終了する等、支出未済となっているものは、未払金とし

て整理することとなります。（Ｐ40参照） 

 

② 繰延収益（長期前受金） 

   繰延収益（長期前受金）は、公営企業会計基準の見直しにより新設されたもので、償

却資産の取得に伴い交付される国庫補助金、一般会計負担金等を計上することとされて

います。固定負債・流動負債が後日他人に対して支払うべき金額債務のことをいうのに

対し、長期前受金は減価償却資産をどのような財源で賄ったかを明確にしていくための

ものであり（令第26条第２項、則第21条第２項）、いわば会計上の概念です。 

   長期前受金については、固定資産台帳の整備にあわせてその額を把握していきます。 

   

（３）資本の額 

   資本の額は、把握した資産及び負債の額から｛資産－負債＝資本｝の算式により算定

します。 

固 定 負 債

負 債
流 動 負 債

繰 延 収 益

企業債
他会計借入金
引当金（１年以内に使用されないもの）
ファイナンス・リース取引におけるリース債務
その他の固定負債

長期前受金

一時借入金
企業債
他会計借入金
未払金
未払費用
前受金
前受収益
引当金（資産に係る引当金及び１年以内に使用されていないと
　　　　　認められるものを除く）
ファイナンス・リース取引におけるリース債務
その他流動負債
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さらに、資本を資本金と剰余金（資本剰余金）に区分するため、まずは資本剰余金の

額を把握し、資本の額から資本剰余金の額を控除することによって資本金の額を算出し

ます。 

   資本剰余金は、償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金等の額及

び再評価則により再評価した固定資産の帳簿原価（取得価額）と再評価額との差額にな

ります。固定資産台帳の整備にあわせてその額を把握していきます。 

 

10 新予算の編成 

 

（１）公営企業会計の予算と基本概念 

公営企業会計の予算は、事業の効率的運営に重点が置かれ、支出の規制に重点が置か

れた拘束性の強い一般会計等予算と異なったものとなっています。企業の経済性の発揮

を図るため、収入を可能とする効率的な支出を見積もるという観点に立ち、予算を編成

することが必要です。 

   また、公営企業会計の予算では、一定の収入（収益）をあげるための支出（費用）の

増など、収入と支出が密接に結びついています。 

 

（２）予算の調製権及び原案の作成時期 

   公営企業会計の予算は、管理者が原案を作成し、これをもとにして地方公共団体の長

が予算の調製を行うこととされています（法第８条第１項第１号、第24条第２項）。財

務適用の場合は、管理者の権限は長が行うので、予算の調製の手続は、一般会計部門と

同じです（法第34条の２）。 

   長が予算を議会へ提出する期限は、自治法第211条第１項により、都道府県及び指定

都市は年度開始30日前、その他の市町村は20日前までとなっており、法適用前と変更は

ありません。管理者はこれを考慮して、当初予算の原案を長の定める提出時期までに作

成する必要があります。 

 

（３）予算の記載事項及び様式 

   予算に記載すべき事項については、次のとおりです（令第17条第１項各号）。様式に

ついては、則第45条及び別記第１号に定められており、各条文の形式をもって示すいわ

ゆる文言形式となっています。 
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＜予算の記載事項と予算様式との対応＞ 

 

 

また、令第17条第２項により、予定収入及び支出は、経常的な営業収支予算である収

益的収入支出予算（いわゆる３条予算）と、いわば建設収支予算である資本的収入支出

予算（いわゆる４条予算）とに区分し、予算の内容を明確にすることとされています。 

 

（４）特例的収入・支出予算 

令第４条第１項により、法の適用の日の前日の属する会計年度は、同日をもって終了

し、当該会計年度に属する出納は、同日をもって閉鎖されるため、出納整理期間は存在

せず、すべての出納は法の適用の日の前日をもって打ち切られることになります。この

場合、同条第４項により、法の適用の日の前日の属する会計年度以前の会計年度におい

て発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用の日の属する事業年度の

債権又は債務として整理し、予定開始貸借対照表の資産（未収金）又は負債（未払金）

に計上するとともに、予算に別条を設け、第４条の２として次のとおり処理します。 

17条1項
各号 項目 内容 予算様式

1 業務の予定量
当該年度の活動の基本的目標として業務の予定
量を定める。記載項目は、他団体の例を参考に、
主要建設改良事業の概要等を記載する。

第２条

予定収入及び予定支出の金額
（収益的収入・支出）

当該年度の経営活動に伴い発生が予定されるす
べての収益とそれに対応するすべての費用を計上
する。

第３条

予定収入及び予定支出の金額
（資本的収入・支出）

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する場
合は、その不足額を企業内に留保している資金で
補塡するが、その補塡財源の内訳についても括弧
書きで記載する。

第４条

3 継続費
予算科目の款項区分、事業名、総額、年度及び年
割額を記載する。

第５条

4 債務負担行為
債務負担行為の内容、期間及び年度ごとの限度
額を記載する。

第６条

5 企業債
企業債発行の目的、限度額、起債の方法、利率及
び償還の方法を記載する。

第７条

6 一時借入金の限度額
限度額には、起債前借は含まないが、他会計から
の一時借入金は含む。

第８条

7
予定支出の各項の経費の金額
の流用

各款又は各項の間における流用を許すべき項目
について定める。

第９条

8
議会の議決を経なければ流用
することのできない経費

職員給与費、交際費以外の項目についても流用
禁止項目として定めてもよい。

第10条

9
一般会計又は他の特別会計か
らの補助金

３条及び４条予算に含まれる補助金について、補
助を行う会計名、金額およびその理由を記載す
る。

第11条

10 利益剰余金の処分
処分予定の利益剰余金について、使途と金額を記
載する。

第12条

11 たな卸資産購入限度額
当該年度内に購入するたな卸資産の購入限度額
を記載する。

第13条

12 重要な資産の取得及び処分
条例で基準を定めた重要な資産の取得及び処分
について、その種類、名称、処分の態様を記載す
る。

第14条

2
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（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属する債

権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ××千円及び△△千

円である。 

   未収金又は未払金となったものは、発生主義による予算経理では既に執行済として法

適用後の予算には計上されず、一方、現金主義による官公庁会計方式では未執行であっ

て、決算上も執行済として記載されないため、このような経過措置が設けられているも

のです。 

 

（５）予算に関する説明書の作成 

予算原案と併せて、予算に関する説明書を作成し長に提出しなければなりません（法

第25条）。予算に関する説明書における作成書類は次のとおりです（令第17条の２）。

様式については、則別記第２号から第５号まで、第10号、第13号及び第15号に定められ

ています。 

   なお、則第35条により、予算に関する説明書には同条各号に規定する事項のうちそれ

ぞれ関係するものを注記しなければなりません。注記の方法及び内容については、則第

36条から第44条までに定められています。 

 

＜予算に関する説明書＞ 

 

 

（６）消費税等に関する計算 

   法適用事業の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の経理処理方法に

ついては、本来の売上げや仕入れ、経費などと消費税等を完全に分離し、仮払勘定や仮

受勘定で処理する、税抜処理方式によらなければなりません（則第19条）。そのため、

貸借対照表や損益計算書等の財務諸表については、税抜きで作成します。ただし、予算

17条の2
各号 項目 内容 様式

1 予算の実施計画
３条予算及び４条予算について、目の科目ごとの
金額を記載する。

別記第２号様式

2
予定キャッシュ・フロー
計算書

当該事業年度の現金収支について、業務活動、投
資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローに区
分して記載する。

則第46条第２項
別記第15号様式

3 給与費明細書
３条予算及び４条予算に計上した職員給与費の内
訳を記載する。

別記第３号様式

4 継続費に関する調書 予算に定めた継続費の明細を作成する。 別記第４号様式

5
債務負担行為に関する
調書

予算に定めた債務負担行為の明細を作成する。 別記第５号様式

当該事業年度の予定貸
借対照表

当該事業年度末の予定貸借対照表を作成する。
則第46条第３項
別記第13号様式

前事業年度の予定損益
計算書

前事業年度末の予定損益計算書を作成する。法
適用初年度については作成不要。

則第46条第３項
別記第10号様式

前事業年度の予定貸借
対照表

前事業年度末の予定貸借対照表を作成する。法
適用初年度については作成不要だが、代わりに法
適用日の予定開始貸借対照表を作成する。

則第46条第３項
別記第13号様式

6
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については総計予算主義の観点等から、税込みで計上します。 

 

（７）地方公営企業会計制度の見直し項目の確認 

   公営企業会計基準の見直しにより、資本制度や会計基準等について、現行の民間企業

会計原則の考え方を取り入れた会計制度の変更が行われました。新予算の編成に当たっ

ては、この見直し項目については特に留意する必要があります。主な留意点については

次のとおりです。 

 

① 長期前受金の収益化 

これまで補助金等により取得した固定資産のうち償却資産については、当該資産の取

得に要した価額からその取得のために充てた補助金等相当額を控除した金額を帳簿原価

（取得価額）又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出する、いわゆる

「みなし償却」が認められていましたが、会計基準の見直しにより廃止されました。 

これに伴い新たに「長期前受金」が設けられ、償却資産の取得又は改良に充てるため

の補助金等を収入した場合は、その収入額に相当する金額を「長期前受金」として繰延

収益に計上し（令第26条第１項及び則第21条第１項）、補助金等を充当して取得した固

定資産の補助金等相当額部分についても減価償却を行うこととされました（令第26条第

２項）。 

長期前受金として計上した繰延収益については、補助金等により取得又は改良した償

却資産の減価償却、除却又は減損処理を行う際に、それらの見合い分を「長期前受金戻

入」として収益化します。 

収益化した額は、収益的収入（長期前受金戻入）として３条予算に計上し（令第26条

第２項）、同額を「長期前受金収益化累計額」に加算します。 

 

② 引当金 

引当金とは、「①将来の特定の費用又は損失であって、②その発生が当期以前の事象

に起因し、③発生の可能性が高く、かつ、④その金額を合理的に見積もることができる」

の４つの要件に合致する場合に、当該年度の負担に属する金額を当該年度の費用又は損

失として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部等に記載するも

のです。 

４つの要件に合致する将来見込まれる損失・費用を見積もり、１年以内に支払が見込

まれるものを流動負債とし、１年以内に支払が見込まれないものを固定負債とします。

ただし、貸倒引当金については、資産の控除項目として計上します。 

想定される引当金は、退職給付引当金を含め次のとおりです。それ以外の引当金につ

いても、引当金の４要件を踏まえ、該当するものを計上します。 
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＜引当金の例＞ 

 

 

11 打切決算 

 

  法適用に当たり、法適用日の前日をもって従前の特別会計の会計年度を終了させ、打切

決算を行う必要があります（令第４条）。 

  打切決算は従前の決算方式により会計管理者が行うこととなりますが、決算後に公営企

業会計に切り替わるため、いくつかの特例的な経過措置があります。措置が必要な項目は

次のとおりです。 

 

（１）一時借入れについての措置 

   法適用日の前日の属する会計年度の決算について歳入不足額を生じた場合において、

自治法第235条の３第１項の規定による一時借入金があって償還することができないと

きは、その償還することができない金額を限度として借り換えることができることとさ

れています（令第４条第２項及び法第29条第２項ただし書）。この借り換えた一時借入

金は、予定開始貸借対照表上の一時借入金として整理し、法適用日の属する事業年度内

に借入金以外の収入をもって償還しなければなりません（令第４条第３項）。 

 

（２）予算繰越等の経過措置 

   法適用日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、自治法に基づく会

項目 内容

退職給付引当金

職員が将来退職した場合に支給すべき退職手当の支払に備
え、引当金として計上する。
退職手当組合に加入している場合は、退職給付債務から退職
手当組合への組合積立額（公営企業分）を控除した額を引き当
てる。退職手当組合への負担金は引当金に含めず、拠出時に
負担金として費用計上を行う。

修繕引当金
所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が
何らかの理由で行われなかった場合、その修繕に備えて計上さ
れるものをいう。

特別修繕引当金
数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計
上される引当金で、法令上の義務付けがあるなど修繕費の発
生が合理的に見込まれるものをいう。

賞与引当金

翌年度に支払われる予定の期末・勤勉手当等のうち、当年度負
担相当額について計上される引当金。例えば、12月から翌年５
月の６ヶ月間を支給対象期間として翌年６月に期末・勤勉手当を
支給する場合、12月から３月の４ヶ月分については当年度に負
担すべき費用と考え、６月に支払が予定されている期末・勤勉
手当の６分の４（４ヶ月分）について引当金を計上する。

貸倒引当金
未収金、貸付金等の債権について、回収することが困難と予想
される額を見積り、引当金を計上する。
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計において繰越明許費（建設改良に係るものに限る。）及び事故繰越として翌年度に繰

り越すこととしたものについては、法適用日の属する事業年度に限り使用することがで

きます（令第４条第５項）。 

   なお、継続費については、このような経過措置は明記されていませんが、自治法上の

会計における継続費と公営企業会計における継続費とは、いずれもその根拠規定は自治

法第212条なので、両会計間において引き続いて繰り越して使用することができるもの

です。 

  また、債務負担行為についても、経過措置は明記されていませんが、継続費の場合と

同様に、自治法第214条を根拠規定とするものですので、自治法上の会計においてなさ

れた債務負担行為の効果は、そのまま公営企業会計に引き継がれます。 

  

（３）出納閉鎖と決算作成 

 法適用日の前日の属する会計年度の出納は、同日をもって閉鎖し、当該会計年度の決

算は従前の例により行うことになります（令第４条第１項本文後段）。 

 したがって、出納整理期間は存在せず、同日をもってすべての出納は打ち切られるこ

ととなり（打切決算）、会計管理者は、証書類とともに出納閉鎖後３ヶ月以内に決算を

長に提出しなければなりません（自治法第233条第１項）。 

   また、打切決算に当たり、法適用日の前日の属する会計年度の歳入が歳出に不足する

場合は繰上充用ができないため、歳入不足額として決算に計上します（令第４条第１項

ただし書）。逆に歳入歳出差引額が生じる場合は、次の例により処理します。 

 

平成○年度●●市歳入歳出決算書（××事業特別会計） 

  歳入（地方自治法施行規則別記様式による） 

  歳出（同上） 

  歳入歳出差額▲▲円 

   なお、この残額は、××事業について地方公営企業法が適用されたことに伴

い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。 

 

（４）会計年度及び事業年度についての特例 

法適用日の属する事業年度は、法第19条の規定にかかわらず、法の適用の日から始ま

り、同日の属する会計年度の末日に終了します。また、法適用日の前日の属する会計年

度は、自治法第208条第１項（会計年度及びその独立の原則）の規定にかかわらず、同

日をもって終了することとなります（令第４条第１項）。 

 

（５）重要な資産の取得及び処分についての経過措置 

   法適用日の前にその取得及び処分について議会の議決を経ている資産で、法適用日の

前日までに取得又は処分が終わらなかったものについては、法適用日の属する事業年度

に限り、新たに予算に定めることなく、当該議決に基づいて当該資産の取得及び処分を

することができます（令第４条第６項）。 
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（６）職員の賠償責任に関する経過措置 

   法適用日前の事実に基づく職員の賠償責任については、自治法第243条の２に定める

手続によります（令第４条第７項）。 

 

12 税務署への届出 

 

  法適用に伴い、現在の特別会計を廃止し、新たな事業会計を設置することになるため、

消費税法第57条第１項第３号及び同条第２項により、税務署に事業廃止届出書及び消費税

の新設法人に該当する旨の届出書を提出する必要があります。 

 

（１）事業廃止届出書 

  現行の会計を閉鎖したことをもって、法適用後速やかに事業廃止届出書を提出します。

農業集落排水施設を法適用公共下水道事業に統合したり、簡易水道事業を上水道事業に

統合するなど、他事業を併せて一つの会計とする場合は、消費税法第57条第１項第５号

により、合併による法人の消滅届出書を提出します。 

 

（２）消費税の新設法人に該当する旨の届出書 

  法適用する場合は、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出します。なお、開

始貸借対照表が確定した段階で、資本金の額が予定開始貸借対照表と異なる金額となる

場合があるため、留意が必要です。 

 

（３）法適用後の消費税の申告・納付期限 

  消費税法及び同法施行令において国、地方公共団体等の消費税の申告・納付期限の特

例が設けられていますが、法適用事業の消費税の申告・納付期限については、消費税法

施行令第76条第２項第３号により課税期間（事業年度）終了後３か月以内とされており、

法適用前の期限が同項第２号により終了後６か月以内であったことと比較し、納付期限

が早くなることに注意が必要です。 

 

13 総務省への報告 

 

（１）適用状況の異動報告 

法を適用した場合は、令第28条により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなけれ

ばなりません。報告は、則別記第20号様式により、都道府県又は指定都市（都道府県又

は指定都市の加入する一部事務組合を含む。）においては総務大臣に、その他の地方公

共団体においては都道府県知事を経由して総務大臣に提出します。 

 

（２）資産の再評価についての報告 

   開始貸借対照表の作成に当たり、資産の帳簿価額を決定する際、昭和27年３月31日以

前に取得した資産については再評価則により再評価を行わなければなりません。 



 

 

 

 46 

   再評価を行った資産がある場合、長はその内容を記載した報告書を再評価日後３ヶ月

以内に総務大臣へ提出しなければなりません（令附則第10項）。 

 

14 事務の引継ぎ 

 

  法適用に伴い、長、会計管理者及び管理者相互間の事務の引継ぎが必要となります（令

第７条）。 

 

（１）全部適用の場合 

   法非適用事業の場合、業務を執行するのは、一般事務については長、出納及び決算の

事務については会計管理者です。しかし、法を全部適用することとなった場合には、一

般事務のうち法第８条第１項各号に掲げる事務（以下「基本的事務」という。）につい

ては長にそのまま留保されますが、一般事務のうち基本的事務を除くもの並びに出納及

び決算の事務については、すべて管理者の権限となるので（法第８条第１項及び第９

条）、法適用に伴い、長又は会計管理者から管理者への事務の引継ぎが必要となります。 

   ただし、法第７条ただし書の規定により管理者を置かない場合は、管理者の権限は長

が行いますので（法第８条第２項）、長の事務の引継ぎは不要となり、決算及び会計の

事務について会計管理者から長への事務の引継ぎを行えばよいこととなります。 

 

（２）財務適用の場合 

  財務適用の場合は、一般事務並びに決算及び会計の事務はすべて長の権限となるので

（法第34条の２）、出納及び決算の事務について会計管理者から長への事務の引継ぎが

必要となります。 

  ただし、法第34条の２ただし書の規定により出納及び決算の事務の全部又は一部を会

計管理者に行わせることとしたときには、その会計管理者が行うこととなる出納及び決

算の事務については事務の引継ぎは不要となります。 

 

（３）事務の引継ぎの期限 

   長、会計管理者及び管理者相互間の事務の引継ぎは、その必要が生じた日、つまり法

適用の日から10日以内に行わなければなりません（令第７条）。 

 

（４）事務の引継ぎの手続 

  事務の引継ぎの手続は、（３）の期限のほかに特に規定はありませんが、規定のない

事項については、自治令に規定されている長又は会計管理者相互間の事務の引継ぎの手

順に準じて行うことが適当と考えられます。 

 例えば、自治法第159条、自治令第124条及び第128条によると、事務の引継ぎにおい

ては、引継ぎをする者は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手

の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対す

る意見その他の事項を記載しなければならないとされています。 
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   その他、出納事務についての事務の引継ぎにおいては、引継ぎをする者において現金、

書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月

日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、

帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならないとされてい

ます。 
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第４章 固定資産台帳の整備に関する考え方 

 

第４章、続く第５章では、「第３章 移行事務 ９ 予定開始貸借対照表の作成」のうち、

有形固定資産及び無形固定資産の額の把握方法等について説明していきます。 

 

（固定資産台帳整備の必要性） 

有形固定資産及び無形固定資産の額の整理は、固定資産台帳を整備することにより行いま

すが、具体の整備手法等に入る前に、固定資産台帳を整備する必要性、意義・目的等につい

て説明します。 

固定資産台帳を整備する目的としては、主として以下の二つの理由が挙げられます。 

第一に、現在の価値や減価償却額といった固定資産についての情報（固定資産情報）が、

公営企業の経営情報（損益情報・ストック情報）の重要な要素の一つであり、財務諸表（貸

借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）等）を作成し、経営情報を正確に把握するために必要

不可欠な情報であるためです。 

第１章に既述のとおり、公営企業会計（財務規定等）を適用する目的は、公営企業の経営

や資産の状況等を的確に把握し、経営基盤の強化に適切に取り組むための基礎情報とするこ

とです。固定資産の現在の価値、帳簿原価、取得年度、耐用年数、減価償却額等が適切に把

握されていなくては、財務諸表を作成することができず、経営状況も資産の状況も把握する

ことができません。このため、これらの固定資産情報を適切な形で取りまとめた帳簿である

固定資産台帳を整備することが必要となります。 

特に留意するべき点として、料金により経費を賄うことが原則である公営企業においては、

固定資産を整備するために行った投資について、その固定資産が価値を有する期間、適切な

形で費用としての期間配分を行い、配分された費用を料金算定に反映させることが望まれま

す。このため、固定資産台帳に求められる役割が、より重いものとなっています。法第20条

第２項が、地方公営企業は、「その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び

負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一

定の評価基準に従つて、整理しなければならない」としているのは、このことが大きな理由

です。 

第二に、固定資産の現状を的確に把握すること自体が、経営基盤の強化に有効であること

が挙げられます。 

公営企業は、基本的に施設・設備が存在しなくては住民サービスを継続することができま

せん。このため、施設・設備を維持・管理し、老朽化した場合には更新することが求められ

ます。これらを適切に行うためには、固定資産の現状の把握を要しますので、固定資産情報

を適切な形で取りまとめた帳簿である固定資産台帳を整備することが必要です。 

全体的な傾向として、高度経済成長期以降に集中的に整備された施設・設備の老朽化が急

速に進みつつある一方で、人口減少等により料金収入の減少が見られる公営企業においては、

将来にわたり住民サービスを安定的に継続する施設・設備の更新に、限られた財源で取り組

んでいかなければなりません。このため、固定資産台帳を適切に整備することが求められて
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います。 

 

（固定資産台帳の整備水準についての考え方） 

経営状況を適切に把握し、料金対象原価を正確に算定するという観点からは、精緻な水準

で固定資産台帳を整備するほど良いという考え方もあり得ます。しかし、固定資産の現状を

把握するためには、更新等を行う際の判断に資するよう、概ねの現状が把握できる水準で整

備すれば目的は果たせます。さらに、他の台帳等で代替が可能な情報が存在し、その情報と

突合することができるのであれば、わざわざ同じ情報を固定資産台帳に掲載する必要はあり

ません。 

言うまでもなく、固定資産台帳は、整備すればそれで終わりというものではなく、公営企

業会計に移行後も適切に固定資産情報の更新を行うことが必要となります。整備、そして更

新のコスト（人的コスト（手間）、財政的コスト（経費））を勘案すれば、精緻であるほど

良い、ということにはなりません。法適用時においては、過度に精緻な固定資産台帳を作成

するのではなく、固定資産台帳を活用する目的に照らして、必要な情報を適切に把握するこ

とが可能となる合理的な水準で作成することが必要と考えられます。 

 

（固定資産の整備手法） 

前述のとおり（Ｐ50）、有形固定資産及び無形固定資産の額の整理は、固定資産台帳を整

備することにより行います。 

具体的には、決算書及びその附属資料や工事台帳等の情報を整理し、資産の取得時点の額

である帳簿原価（取得価額）を把握することで法適用時の額を整理していきます。 

ただし、建物、構築物、機械装置、車両運搬具などの償却資産については、資産取得時か

ら減価償却が行われてきたものとして算定した資産の帳簿価額（帳簿原価－減価償却累計相

当額）をもって法適用時の帳簿原価（取得価額）とします。減価償却については、本章 ７ 

減価償却を参照してください（Ｐ63）。 

固定資産台帳の整備は、移行事務の中で最も手間のかかる作業の一つであるとともに、そ

の手法が分かりづらい部分でもあります。 

実際の作業では、ある程度の公営企業会計の知識も必要となりますので、同一団体内で上

水道事業など他の法適用事業を経営している団体では、公営企業会計に精通している職員を

法適用担当職員として配置するなどの方法も有効と考えられます。 

既に法適用を実施した団体では、工事台帳や設計書等の情報の把握や整理のため、これら

の書類を作成している技術系の職員を担当に加えたところもあります。必要に応じて様々な

知識を持った職員に協力してもらえる体制を整えておくことも重要です。 

また、各団体の実情によりますが、更新や活用のコストを考えれば、固定資産台帳は電子

化（システム化）する方が合理的と考えられます。 

なお、既に法を適用している地方公共団体（先行団体）にあっても、本マニュアルに記載

されている情報を参考として、固定資産台帳のより一層の充実・精度向上等に取り組むこと

が期待されます。 
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１ 有形固定資産・無形固定資産 

 

  有形固定資産は、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等

の有体物で、取得の形態としては、その大部分を占める建設工事や購入のほかに交換、受

贈等があります。 

無形固定資産とは、営業活動の基礎となるような、財産的価値のある法律上又は事実上

の権利で、具体的には、水利権、地上権、借地権、特許権、ソフトウェア、施設利用権、

ダム使用権、電話加入権等が該当します。なお、資産計上は、有償で取得されたものに限

られます。 

 無形固定資産については、決算書、契約書など個別契約時の書類などからその額を把握

できますが、有形固定資産については、資産の種類や取得の形態等により帳簿原価（取得

価額）の把握の方法等が異なりますので留意が必要です。 

 

２ 有形固定資産の帳簿原価（取得価額）の把握に当たっての留意事項 

 

（１）土地 

  土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費（建物又は構築物に直

接関係のあるものを除く。）及び測量費の合計額を帳簿原価（取得価額）とします。具

体的には、決算事項別明細書の公有財産購入費で購入されたものを固定資産台帳に計上

します。 

 

（２）工事 

   工事により取得した資産の帳簿原価（取得価額）は、工事に要した一切の費用である

工事価額（工事請負費、附帯工事費、間接費の合計額）を個別の資産に分割することに

より把握します。 

下水道事業、簡易水道事業等は、工事により取得した資産が大半を占めていることか

ら、そのような資産の帳簿原価（取得価額）を把握することが固定資産台帳の整備作業

の中心となります。具体的な手順は、第５章を参照してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）工具、器具及び備品 

  工具、機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、金庫、机等の備品

のうち、耐用年数１年以上、かつ、帳簿原価（取得価額）が10万円以上のものを計上し

工事請負費 

附帯工事費 

間接費 

工事に要した

一切の費用 

工
事
価
額 

資産Ａ 取得価額 

資産Ｂ 取得価額 

資産Ｃ 取得価額 

工事内訳

「￥ 
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ます。 

  物品の管理担当課等が整理している備品台帳等から帳簿原価（取得価額）を把握しま

す。 

 

（４）車両運搬具 

   事業のために取得、管理している車両等を計上します。車両等の管理担当課等が整理

している車両台帳等から帳簿原価（取得価額）を把握します。 

 

（５）リース資産 

   リース取引は法形式的にはあくまでも賃貸借契約ですが、このうち一部の取引（ファ

イナンス・リース取引）については、賃借人がリース会社に資金調達を肩代わりしても

らい、その資金で物件を自ら購入しているのと同視できることから、原則として、賃貸

借ではなく、「売買＋資金調達」と捉え、リース物件を資産として計上します。 

   帳簿原価（取得価額）については、リース契約締結時に合意されたリース料総額から

これに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除した、元本相当部分とすることを原

則としています。リース取引の分類等については、第６章を参照してください。 

 

（６）交換 

   交換は、自己所有の資産を譲渡し、その代償として固定資産を取得することです。原

則として、交換直前の当該資産の帳簿価額に交換差金を加減したものを交換によって取

得した資産の帳簿原価（取得価額）とします。 

 

（７）受贈（無償譲受） 

宅地開発等で整備された施設を民間から譲り受けた場合など、無償で譲り受けた資産

については、資産の帳簿原価（取得価額）が明らかである場合や明らかでなくとも資料

等により容易に推測できる場合には、それらを帳簿原価（取得価額）とします。該当す

る資料がない場合には、再調達見込価額などを算定することにより把握します。 

 

（８）割賦購入 

  契約と同時に所有権が移転する場合は問題ありませんが、割賦金の完済時に所有権が

移転する場合であっても、契約と同時に当該資産が引き渡され、事業の用に供されるこ

とになるため、減価償却並びに維持管理を必要とします。よって、会計事実と法律的手

続とは異なりますが、会計処理上は資産として計上する必要があります。 

 

３ 固定資産の財源の把握 

 

  固定資産台帳に登録する資産については、帳簿原価（取得価額）のほか、補助金等の財

源についても資産ごとに把握します。 

  建物、構築物、機械装置、車両運搬具などの償却資産については、その取得又は改良の
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ために充てられた補助金等の収入を「長期前受金」として繰延収益に計上し、当該償却資

産の減価償却等にあわせて見合い分が「長期前受金戻入」として順次収益化されていくこ

ととなります。また、土地などの非償却資産（減価償却しない資産）については、補助金

等の収入を資本剰余金として予定開始貸借対照表に計上することとなります。 

 

４ 固定資産台帳への登録単位 

 

  固定資産台帳に登録する資産の単位（登録単位）については、固定資産台帳を整備する

趣旨、目的等に照らして、財務諸表（B/S、P/L）等）を正確に作成し、資産の現状把握が

合理的な水準で可能となるよう設定する必要があります。償却資産については、次のとお

りです。 

土地などの非償却資産についても、償却資産に準じて登録単位を設定します。 

 

（１）標準的な登録単位  

登録単位については、貸借対照表を作成するための保有資産の現在の経済的価値の把

握と、損益計算書を作成するための投資資金の期間配分額の算定を適切に行うことが可

能となることを基本として、資産の現状把握が合理的な水準で行うことができるように

設定する必要があります。  

登録単位は、後述する記載項目とともに、固定資産台帳の整備・更新に要する費用、

人員、期間等に及ぼす影響が強く、必要以上に精緻な水準で設定した場合には、地方公

共団体は固定資産台帳の整備・更新に膨大な費用、人員、期間等を要することとなりま

す。 

このため、固定資産台帳を整備することの趣旨、目的に反しない範囲で、実施可能性

に配慮した登録単位とすることが必要です。  

固定資産台帳への登録単位については、下記のとおり設定することが標準となります。  

 

① 固定資産の種別及び取得年度に応じた単位  

固定資産は、資産種別ごと及び取得年度ごとに台帳に登録します。 

資産種別とは、則別表第２号及び第３号並びに「地方公営企業法の適用を受ける簡易

水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月19日付け総財公第99号）別

紙２の「細目」に対応した、耐用年数をもとにした分類です。 

耐用年数や取得年度が異なる資産を同一の単位で登録した場合には、減価償却の額を

適切に算定できないため、貸借対照表や損益計算書を作成することが困難となります。

したがって、これらを区分して登録することが固定資産台帳整備の必要不可欠な条件と

なります。 

これは、固定資産の耐用年数及び取得年度に応じて分類すれば、貸借対照表や損益計

算書を適切に作成することが可能となるということでもあります。このため、固定資産

の種別が異なっていても、耐用年数、取得年度が同じである固定資産は、一体的に固定

資産台帳に登録しても、財務諸表の作成には支障はありません。ただし、資産の現状把
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握を合理的に行うということについても留意する必要があることから、耐用年数、取得

年度が同じであることに加えて、管理を一体的に行っている固定資産については、固定

資産台帳への登録も一体的に取り扱うことが妥当と考えられます。具体的な例としては、

一体的に管理している下水道の管渠と人孔と枡（複数のものを一体的に管理している場

合を含む。）、簡易水道の浄水設備と配水設備等が挙げられます。実際には、固定資産

の状況や管理の実情等を踏まえて、固定資産台帳に一体的に記載することが妥当である

か、個別・具体的に判断する必要があります。 

 

② 各事業において自らの固定資産の実情、老朽化等を把握するために必要な単位 

  上記①の分類に加えて、各事業において自らの固定資産の実情、老朽化等を把握する

ために必要な水準と考えられる、より合理的な分類区分（例：工事、取替、設計、管理、

区域、管種等）を設定し、当該区分で分類します。 

上記①の分類を前提として、固定資産の現状を適切に把握することが可能となる登録

単位を設定することが必要でありますが、公営企業における固定資産の整備・管理等の

実態は多様です。従って、将来の更新投資の必要性・規模等の基礎情報を把握すること

が可能な水準の登録単位について、全国一律で合理的な分類区分を設定することは困難

です。 

このため、各事業において自らの整備・管理の実情等を踏まえて、固定資産台帳を活

用する用途や固定資産台帳のメンテナンス等も考慮しつつ、合理的な分類区分を設定し、

それに応じて固定資産を分類することが妥当となります。例えば、固定資産台帳を、固

定資産の維持・管理業務等の委託を行うための基礎資料として活用するのであれば、工

事単位や取替単位、管理単位での整備・更新を行うことが適切となるでしょう。 

あわせて、分類区分を設定するに当たっては、固定資産台帳を整備・更新する（固定

資産情報を固定資産台帳に入力する）手順にも留意した区分とすることが合理的と考え

られます。 

なお、固定資産情報、特に、形態や能力、帳簿原価や財源等の情報を適切かつ簡便に

把握するためには、一の工事により取得された固定資産を耐用年数が異なるものごとに

分類した上で、契約関係書類を基に価額や財源等の情報を把握し、固定資産台帳に記載

するという手順が合理的と考えられます（第５章参照）。一の工事により取得された固

定資産は、当然に同じ取得年度に属しますから、このような手順で整備された固定資産

台帳においては、固定資産が資産種別ごと及び取得年度ごとに分類され、かつ、工事単

位でも分類されていることになります。②の分類を工事単位で行うこととしている場合

には、この時点で分類が完了しますし、別の単位で分類することとしている場合には、

さらに分類（場合によっては別の工事で取得した固定資産と一体的に固定資産台帳に記

載）を進めていくことになります。 

 

（２）移行時の取扱い 

移行時においては、それまでに整備した膨大な固定資産について、固定資産台帳への

登録を行わなければなりません。これは、往々にして移行事務の中でも最も事務量の大
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きなものとなります。 

このため、実施可能性、固定資産台帳整備に要する経費や期間等を考慮し、過去に取

得した固定資産の情報の把握が困難な状況等にある事業においては、固定資産の種別及

び取得年度に応じた分類（上記①の分類）のみを行うという簡易的な手法を採用するこ

ともやむを得ないものと考えます。  

しかしながら、これはあくまで移行時の取扱いであり、法適用後に取得した固定資産

については標準どおりに記載し、長期的には適切な水準で固定資産台帳が整備されるよ

うに留意することが必要です。 

 

５ 固定資産台帳への記載項目 

 

（１）標準的な記載項目 

   固定資産台帳への記載項目についても、登録単位と同様、貸借対照表・損益計算書の

作成を適正に行うために必要な固定資産情報を記載することを基本として、さらに保有

資産の状況（施設の老朽化等の現状）を合理的な水準で把握するために必要な固定資産

情報を記載することができるように設定することが必要となります。このような考え方

に基づいて、総務省として、標準的に固定資産台帳に記載することが必要であると考え

られる項目について、「地方公営企業の会計規程（例）について」（平成24年10月19日

付け総財公第98号）中、別表第19号（固定資産台帳）において示しているところです

（固定資産台帳の様式（例）（Ｐ62参照））。 

   なお、記載を追加することで固定資産台帳のさらなる活用に資する情報もありますし、

逆に他の台帳との連携等により記載を省略することが可能な情報もありますので、各地

方公共団体の実情等に応じた検討が必要となります。 

また、登録単位と同様、固定資産台帳を活用する用途や固定資産台帳のメンテナンス

等も考慮しつつ、合理的な項目を設定することが必要です。 

ここでは固定資産台帳の標準的な記載項目について４つの分類に分けて説明します。 

 

① 固定資産台帳において個別の固定資産を特定するとともに、その現状を把握するため

に必要な項目 

 

⑴ 番号 

番号は、固定資産台帳に記載されている情報を管理するのに必要な項目である

ほか、他の台帳等との突合を行う際にも必要となります。活用しやすい台帳とす

るためには記載情報の構成（体系）を合理的なものとすることが必要ですが、番

号管理はそのための必須要素です。記載情報の構成（体系）によっては、枝番を

付して管理することも考えられます。 

⑵ 資産名称 

⑶ 所在地（保管場所） 

資産の名称や所在地は、記載されている資産を特定するために必要な情報です。
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固定資産台帳を活用した固定資産の維持・管理を行うための必須情報となります

（他の台帳等との連携等により把握できる場合には省略することも可能です。）。 

⑷ 固定資産番号・工事番号・契約番号・図面番号 

⑸ 構造・形状寸法・能力・用途 

固定資産番号・工事番号・契約番号・図面番号、構造・形状寸法・能力・用途

等は、記載されている資産の情報です。固定資産台帳を活用した固定資産の維

持・管理を適切に行うために有用な情報です（他の台帳等との連携等により把握

できる場合や、何らかの事情でこれらの情報が把握できない場合には省略するこ

とも可能です。）。 

⑹ リース区分 

リース資産を適切に把握・管理するために必要な情報です（Ｐ53参照）。 

 

上記項目に加え、所属、詳細な数量や面積、地目、階数、耐震化の有無等を固定資産

台帳に記載することにより資産の現状把握をより精緻に行うことができますので、法適

用後の固定資産台帳の活用方法やメンテナンスの負担等も踏まえて検討することが必要

です。 

一方で、一部の記載項目については、他の台帳等との連携・コード化等に取り組むこ

とにより、固定資産台帳の一覧性を損なわない範囲で記載を省略することが可能です。

例えば、下水道台帳、管路情報システム等との連携により「構造・形状寸法・能力・用

途」の記載を、工事台帳（設計図書）等との連携により「工事番号・契約番号・図面番

号」の記載を省略することが考えられます。 

また、固定資産台帳への登録単位によっては、記載すべき項目に差異が生じることも

あり得ますので、状況に応じた対応が必要です。例えば、登録単位を管理ごと、区域ご

とにまとめて設定した場合には、個別の管渠や管路の構造・形状寸法・能力を詳細に記

載することは困難ですので、その場合はこれらの情報は省略することとなります。 

 

 

② 資産の現在の経済的価値の把握、投資資金の期間配分額（減価償却費）の算定のため

に必要な項目  

 

⑴ 帳簿価額 

固定資産の現在の帳簿価額（会計上の価値）です。通常は、取得時の価額（帳

簿原価）から現在までの減価償却額（減価償却累計額）を控除した額となります。

財務諸表を構成する要素の一つです。 
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＜法適用時の帳簿原価（取得価額）の算出＞ 

 
 

⑵ 取得年月日（供用開始年月日） 

固定資産を取得した年月日と供用を開始した年月日です。取得から供用までに

多少の期間がある場合には、両者は別の年月日となります。当該固定資産を取得

後に公営企業会計に移行した場合には、移行日を取得年月日とすることになりま

す。減価償却は取得年月日から行われますので、取得年月日は財務諸表を作成す

る上での必須情報の一つです。 

⑶ 取得原因 

固定資産を取得した理由です。工事、購入、交換、受贈等が一般的な取得原因

となります。 

⑷ 帳簿原価 

⑸ 取得財源 

固定資産の取得に要した価額とその財源内訳です。当該固定資産を取得後に公

営企業会計に移行した場合には、移行時における価額とその財源内訳となります

（基本的に、最初に取得に要した価額から公営企業会計移行時までの減価償却相

当額を控除した価額となります（詳細は第５章参照）。）。帳簿原価と耐用年数

を基に毎年度の減価償却額が決定され、取得財源のうち長期前受金の額と耐用年

数を基に毎年度の戻入額（収益化額）が決定されることから、帳簿原価と取得財

源は財務諸表を作成する上での必須情報の一つです。 

⑹ 耐用年数 

固定資産の耐用年数です。実際の耐用年数ではなく、会計上の耐用年数であり、

公営企業においては則別表第２号及び第３号並びに「地方公営企業法の適用を受

ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月19日付け総

財公第99号）別紙２の「細目」に記載されている年数となります。当該固定資産

を取得後に公営企業会計に移行した場合には、移行時における残耐用年数となり

ます（最初に取得した時の耐用年数から公営企業会計移行時までの経過年数を控

除した年数となります。）。減価償却額や長期前受金の戻入額（収益化額）を決

める際には耐用年数の情報が必要となるため、耐用年数も財務諸表を作成する上

○非償却資産 

 法適用時の帳簿原価（取得価額）＝ 取得時の帳簿原価（取得価額） 
 

○償却資産 

 法適用時の帳簿原価（取得価額）＝ 取得時の帳簿原価（取得価額）－ 減価償却累計相当額 

 （例） 取得年月            平成 22 年 3 月 
     取得時の帳簿原価（取得価額）   1,000 千円 
     耐用年数                10 年 
     法適用年月          平成 27 年 4 月 
             

  1,000 千円  × 0.9 × 0.100 × 5 ＝ 450 千円 ← 減価償却累計相当額 

 

  

  1,000 千円 － 450 千円 ＝ 550 千円 ← 法適用時の帳簿原価（取得価額） 

 

取得時の 

帳簿原価（取得価額） 

残存価額 

を除く 
償却率 

経過 

年数 

取得時の 

帳簿原価（取得価額） 

減価償却 

累計相当額 
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での必須情報の一つです。 

⑺ 減価償却率 

⑻ 減価償却額 

毎年度、減価償却を行う率と額です。帳簿原価と耐用年数を基に算出すること

になりますが、計算方法は資産の種別に応じて定額法、定率法等が存在します。

詳細は「７ 減価償却」を参照してください。 

⑼ 減価償却累計額 

取得時から現在までの減価償却額の累計額です。当該固定資産の取得後に公営

企業会計に移行した場合には、移行時から現在までの減価償却累計額となります

（取得時に要した価額（帳簿原価）から減価償却累計額を控除した額が帳簿価額

です。）。 

⑽ 整理科目（項・目・節） 

固定資産の勘定科目です。則別表第１号及び「地方公営企業法の適用を受ける

簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月19日付け総財公

第99号）別紙２の勘定科目表を基に分類した項・目・節を記載します。 

⑾ 除売却情報 

固定資産の除却や売却を行った場合にその旨を記載します。固定資産の除却や

売却を行った場合であっても、当該固定資産の固定資産台帳を破棄するのではな

く、除売却情報として記載し、固定資産台帳を残しておくことが有用です 

 

これらの項目は、固定資産台帳の整備目的である貸借対照表や損益計算書の作成を適

正に行うために必要な情報であるとともに、固定資産の老朽化の状況等を把握するため

にも有益な情報です。 

また、上記の項目に加えて、現有する固定資産の老朽化の状況等を容易に把握し、合

理的な維持・管理、更新を行うための参考情報として、固定資産の整備（取得）から法

適用時までの老朽化の度合い（固定資産の取得に要した価額と公営企業会計移行時の価

額（帳簿原価）の差額）を把握するために必要な情報を記載することも有用と考えられ

ます。 

その他、セグメント情報、減損グループ、会計区分、予算執行科目、財産区分（行政

財産・普通財産）、売却可能区分・時価（売却価額や再調達価額）等を記載することに

より、資産の経済的価値・現状等をより適切に反映した固定資産台帳を整備することが

可能となります。 

なお、他の情報を用いれば容易に算出することが可能であり、固定資産台帳をシステ

ム化している場合などには必ずしも固定資産台帳に記載する必要がないと考えられる項

目もあります（例：「帳簿原価-減価償却累計額=帳簿価額」「（定額法採用時の）減価

償却額×経過年数（取得年月日から現在までの年数）=減価償却累計額」）。しかしな

がら、固定資産台帳により固定資産の現状を把握するとともに、固定資産台帳における

固定資産情報の一覧性を確保するという観点からは、容易に算出可能な項目であっても、

固定資産台帳に記載することが必要であり、役立つものと考えられます。 
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③ 期間配分額（長期前受金戻入）算定のために必要な項目  

 

⑴ 長期前受金帳簿原価 

長期前受金の最初の金額です。当該固定資産を整備するための財源とした補助

金等の金額となります。 

⑵ 長期前受金戻入額 

毎年度、長期前受金を戻入（収益化）する金額であり、減価償却の見合分とな

ります。 

⑶ 長期前受金収益化累計額 

  これまでに長期前受金を戻入（収益化）した総額です。 

  長期前受金の最初の金額と現在の金額の差額となります。 

⑷ 長期前受金帳簿価額 

  長期前受金の現在の金額です。 

貸借対照表上、負債に計上される金額であり、長期前受金の最初の金額と収益

化累計額の差額です。 

 

ただし、補助金台帳等の別の帳簿等との連携により長期前受金戻入額等を把握するこ

とが可能である場合には、上記の項目を固定資産台帳に記載しなくても構いません。 

 

④ 資産の経済的価値等に異動が生じた場合にその内容を正確に把握するために必要な項目  

 

⑴ 増減が生じた年月日 

⑵ 増減理由（修繕・改修等を行っている場合にはその内容を含む。） 

⑶ 増減額 

⑷ 増減内訳 

これらの情報は、固定資産の帳簿価額が、いつ、どのような理由で、どれだけ

の額変わったのかを表す情報です。減価償却、修繕・改修、改良、除売却等によ

る増減について、継続的に記載することが必要です。 

 

上記の項目に加え、固定資産情報を異動させない修繕、改修等を行った場合にも、そ

の内容を付記することにより、固定資産の現状をより精緻に把握することが可能となり

ます。 

 

（２）移行時の取扱い 

   固定資産台帳への登録単位と同様に、移行時においては、過去に取得した固定資産の

情報が十分に把握できない等の状況にある事業は、実施可能性にも配慮し、貸借対照

表・損益計算書を合理的と考えられる水準で作成するために必要な項目（取得年月日、

帳簿原価（移行時には帳簿価額と同額となります。）、減価償却累計額、取得財源、耐
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用年数、帳簿価額等）についてのみ記載して、それ以外の項目のうち記載が困難な項目

については省略することもやむを得ないものと考えます。 

   なお、移行後に取得した固定資産については、標準どおりに記載し、長期的には適切

な水準で固定資産台帳が整備されるように留意すべきことも、固定資産台帳への登録単

位と同様です。 

 

６ 不明資産の取扱い 

 

固定資産のうち、取得時期又は帳簿原価（取得価額）が不明な資産については、固定資

産台帳の正確性を確保するため、また、財務規定による各事業間の経営等の比較を可能と

するため、統一的な基準により、取得時期、帳簿原価（当該固定資産の取得に要した額）

等を推定・推計し設定することが必要となります。  

このため、取得時期、帳簿原価（取得価額）の推定・推計に当たっては、再評価則第６

条（取得の時期の不明な資産）・第７条（取得価額の不明な資産）に示されている考え方

を参考とすることを基本とします。 

  しかしながら、それにより難い実情がある場合には、公営企業決算統計等から整備年度

における投資額を把握した上で当該金額の按分により算定する手法や再設計を行う手法、

実績単価に数量を乗じる手法など合理的な手法を活用することにより、合理的な形で当該

固定資産の取得に要した額を算定します。 

なお、地方公会計の場合に認められている再調達価額による評価を採用することはでき

ません。 
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※ 一部の記載項目については、固定資産台帳の一覧性を損なわない範囲で、他の台帳等との連携・

コード化等に取り組むことにより、記載を省略することが可能である。 
 

   ＜省略可能な項目の例＞ 

○下水道台帳、管路情報システム等との連携により［構造、形状・寸法、能力、用途］ 

○工事台帳（設計図書）等との連携により［工事番号、契約番号、図面番号］ 

○補助金台帳等との連携により［長期前受金戻入額］ 
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７ 減価償却 

 

減価償却とは、建物、構築物、機械器具、車両運搬具など、一般的には時の経過等によ

ってその価値が減少する資産について、その取得に要した金額を一定の方法によって各事

業年度の費用として配分していく手続です。 

減価償却は上述の目的に従って必ず行われなければならないものであり、利益の少ない

時や欠損の生じた時に償却を見合わせることや利益の大きい時に多額の償却を行うことは

できません。 

なお、時の経過等によって価値が減少しない土地、立木、建設仮勘定や電話加入権とい

った資産は減価償却を行いません（非償却資産）。 

 

＜減価償却のイメージ＞ 

 

 

（１）減価償却の計算要素 

   減価償却の計算を行い減価償却費を算定するには、次の三つの要素が必要となります。 

   

① 資産の原価 

減価償却計算の基準となるもので、一般的に取得原価又は出資した金額をもって帳簿

価額とします（則第８条第１項）。なお、帳簿価額は、帳簿原価から既に行った減価償

却累計額を控除した額となります。 

 

 ② 耐用年数 

耐用年数は、則別表第２号及び第３号並びに「地方公営企業法の適用を受ける簡易水

道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月19日付け総財公第99号）別紙

２によります。 

 

 ③ 残存価額 

残存価額とは、耐用年数の経過後にその資産を処分することによって回収することが

予想される額のことをいいます。公営企業会計の場合、有形固定資産については一律、

帳簿原価（取得価額）の10％、無形固定資産は零となっています。 

当年度 翌年度

（第1年度） （第2年度） （第3年度） （第4年度） （第5年度）

耐用年数期間に

割りあてる
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なお、減価償却の限度額については、原則として、有形固定資産は帳簿原価（取得価

額）の100分の95、無形固定資産は100分の100となっていますが、帳簿価額が帳簿原価

（取得価額）の100分の５に達した鉄筋コンクリート造の建物及び構築物等で引き続き

事業の用に供されている場合においては、当該有形固定資産について、帳簿原価の100

分の５に達した事業年度の翌事業年度以降、当該有形固定資産が使用不能となるものと

認められる事業年度までの各事業年度において、当該帳簿価額が１円に達するまで減価

償却を行うことができることとされています。 

 

（２）減価償却の方法 

  減価償却の方法は、次のとおりとなっています。 

   ○有形固定資産 → 定額法又は定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物については定額法） 

○無形固定資産 → 定額法 

○取替資産   → 取替法 

 

  有形固定資産については、どちらの償却方法を適用するのか、それぞれの減価償却方

法の特性と資産の実態とを勘案の上決定しますが、料金算定の基礎となる費用を算出す

るという観点から、多くの団体で定額法が採用されています。いずれの方法によっても、

その方法を毎年継続して行わなければならず、特別の理由の無い限りみだりに変更して

はならないこととなっています。 

  

① 定額法 

 定額法は、帳簿原価（取得価額）から（１）③で述べた残存価額を控除した額に、則

別表第４号に定める率（償却率）を乗じて算出した額を減価償却費とするもので、この

場合、減価償却費は毎事業年度同額となります。 

 したがって、定額法は、一般に資産の価値の減耗が利用度に伴う機能低下よりも、時

の経過に伴って平均的に減少する建物、構築物等に適合する償却方法とされています。 

 

 

  

耐用年数　→

←

金
額

残
存
価
額

＝

＝
償却累計額

帳簿価額 償却額＝（帳簿原価－残存価額）×償却率 

      ※償却率：則別表第４号 
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② 定率法 

   定率法は、帳簿価額（帳簿原価－減価償却累計額）に則別表第４号の償却率を乗じて

減価償却費を算出する方法です。資産の使用開始当初の減価償却費が多額となり、徐々

に減少していくことになります。 

このことから、機械装置、車両運搬具のように、一般に資産の価値減耗が主として機

能的減少によるものの償却方法に適しているとされています。 

  

 

 

③ 取替法 

   資産の取得処分及び修繕、除却に係る経理の方法の一種であって、取替法自体は減価

償却の方法ではありません。取替経理の結果が減価償却に準じて考えられるものであり、

水道事業の需要者メーターのように、一定の資産が多量に同一目的のために使用される

固定資産であって、毎事業年度、一定量が平均的に取り替えられるものについては、固

定資産の帳簿原価（取得価額）の100分の50に達するまで定額法又は定率法により算出

した減価償却費を各事業年度の費用として経理し、その後、取替の都度の経理は行わず、

使用数量全体の増減及び実際に要した修繕費を当該事業年度の費用として経理する方法

です。 

残
存
価
額

←

金
額

耐用年数 →

＝

＝

帳簿価額

償却累計額

償却額＝帳簿価額（帳簿原価－減価償却累計額）×償却率 

             ※償却率：則別表第４号 
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第５章 固定資産台帳の整備に関する手順 

 

１ 台帳整備の準備 

 

（１）資料の収集等 

   移行事務の準備で把握した既存資料を収集します（Ｐ20）。また、同様に移行事務の

準備で検討した固定資産台帳への資産登録単位については、この段階で確定させます

（Ｐ21）。 

 

（２）スケジュールの作成 

   移行事務の準備で把握した資料の状況、登録単位の設定方針や法適用する年度の予算

編成時期等を踏まえ、固定資産台帳の整備スケジュールを作成します。 

台帳整備については、予定開始貸借対照表の作成までに完了する必要がありますので

留意が必要です。 

 

（３）体制の検討等 

   職員の増員、公営企業の実務経験のある職員の配置など、人事部局との協議を踏まえ、

体制の充実を検討するほか、台帳整備を委託により行う場合は、職員で対応する作業と

委託する作業とを仕分けるなど、委託範囲を適切に設定する必要があります。 

   なお、委託範囲の設定に当たっては、法適用後の日常処理や経営改善等への活用等に

備え、可能な限り職員の中にノウハウを蓄積するという視点も重要となります。 

 

（４）その他 

   全体的な作業ボリュームの推計等のため、仮調査として時期の異なる複数年度を抽出

し、固定資産台帳の一部を作成してみることも有用です。 

   仮調査の結果、業務委託の必要性、範囲を再検討することも十分に考えられます。 
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２ 資産情報の整理 

 

  第４章で説明したとおり、固定資産台帳に記載する有形固定資産及び無形固定資産のう

ち、工事により取得した資産以外の各種資産については、決算書、契約書、既存の台帳等

から帳簿原価（取得価額）を把握することができます（ただし、償却資産については、資

産取得時から減価償却が行われてきたものとして算定した資産の帳簿価額が帳簿原価（取

得価額）となります。）。工事により取得した資産については、決算情報の整理、工事関

連情報の整理、間接費の配分、耐用年数が異なる資産の仕分けといった作業が必要となる

ため、以降に述べるような手順に従って、帳簿原価（取得価額）等を把握します。 

  固定資産台帳の整備は、移行事務の中で最も手間のかかるものですが、その中でも工事

により取得した資産についての額の確定等が大きな割合を占めています。 

以下、８つの手順に分け、工事により取得した資産の帳簿原価（取得価額）等の把握に

ついて主な流れを説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

手順１ 年度別決算情報の作成 

手順２ 建設改良関係の決算情報の抽出 

手順３ 税抜き処理及び財源の圧縮処理 

手順４ 工事関連情報及び工事別資産明細の作成 

手順５ 間接費の各工事等への配分 

手順６ 受益者負担金等の各工事等への配分 

手順７ 各工事等への情報集約 

手順８ 法適用時における資産の価額等の把握 
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手順１ 年度別決算情報の作成 

各年度の歳入歳出決算事項別明細書から「① 年度別決算情報」を作成します。 

 

 資産の形成に要した費用（投資額）等を経年的に把握するため、事業開始から法適用前年

度までの決算書を整理します。下記はその例です。 

 資産情報の整理の目的が法適用時点における全資産の価額を算定することにあることから、

法適用前年度分の決算書まで整理する必要がありますが、法適用前年度分については、決算

の確定までは予算書をもとに整理します。 

 なお、決算事項別明細書は事業担当課に保存されていなくても、長が決算を議会の認定に

付すために必ず作成される調書であるため、総務担当課、財政担当課等に保存されている可

能性がありますので、確認が必要です。 

 

      ① 年度別決算情報 

 

平成21年度決算書（歳入歳出事項別明細書）から抽出
歳入
款 項 目／節 決算額
分担金及び負担金 負担金 下水道受益者負担金 112,994,192
使用料及び手数料 使用料 下水道使用料 150,546,080

手数料 下水道手数料 14,000
国庫補助金 国庫補助金 下水道事業費国庫補助金 263,947,000
繰入金 他会計繰入金 一般会計繰入金 335,051,830
繰越金 繰越金 繰越金 60,772,429
諸収入 受託事業収入 下水道費受託事業収入 3,974,250

雑入 12,625,950
市債 市債 下水道債 250,200,000

歳入合計 1,190,125,731

歳出
款 項 目／節 決算額
下水道費 公共下水道費 下水道管理費

報酬 52,000
給料 16,350,696
職員手当等 10,411,898
共済費 4,515,353
賃金 1,034
報償費 8,218,200
旅費 13,210
需用費 4,272,133
役務費 746,678
委託料 17,041,331
使用料及び賃借料 967,062
工事請負費 25,173,950
公有財産購入費 0
負担金、補助及び交付金 2,468,341
補償、補塡及び賠償金 0
償還金、利子及び割引料 367,096
公課費 18,589,350

下水道建設費
給料 16,231,464
職員手当等 11,634,992
共済費 4,561,733
旅費 12,600
需用費 471,271
役務費 226,512
委託料 3,150,000
使用料及び賃借料 84,000
工事請負費 550,725,000
公有財産購入費 0
負担金、補助及び交付金 65,359,552
補償、補塡及び賠償金 14,864,813
公課費 7,100

公債費 公債費 元金
償還金、利子及び割引料 251,821,463

利子
償還金、利子及び割引料 158,040,702
歳出合計 1,186,379,534

歳入-歳出
3,746,197

（単位：円） 
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 手順２ 建設改良関係の決算情報の抽出 

   手順１で作成した「① 年度別決算情報」から建設改良（工事）関係の歳入・歳出情

報を抽出し、「② 年度別建設改良決算情報」を作成します。その際、消費税等の課税

対象となっているかについても併せて把握します。 

 

年度別決算のうち、固定資産台帳に関連することとなる建設改良工事関係の情報を抽出し

ます。その際、建設改良（工事）以外の資産形成の科目である公有財産購入費、備品購入費

は別途把握するので、重複計上とならないよう忘れずに必ず控除します。 

また、一般会計繰入金等の財源（歳入）についても、建設改良工事に充当した額が把握で

きる場合は抽出します（次の例は、建設改良工事に充当した額が把握できなかった場合を想

定しています。）。 

課税の有無については、消費税申告書関係資料等から把握します。 

 地方公営企業決算状況調査（決算統計）では、26表「歳入歳出決算に関する調」において、

法非適用事業であってもその年度の収支を収益的収支と資本的収支に分けて報告することと

なっており、資本的収支のうち建設改良費として計上されている金額が手順２の参考となり

ます。 

 なお、団体の状況によっては作業の効率化のため、手順１を省略して手順２から作業を開

始しても構いません。 

 

 

② 年度別建設改良決算情報 

 
 

 

 

 

平成21年度決算書（歳入歳出事項別明細書）から抽出
歳入
款 項 目／節 決算額 圧縮
分担金及び負担金 負担金 下水道受益者負担金 112,994,192 可
国庫支出金 国庫補助金 下水道事業費国庫補助金 263,947,000 可
繰入金 他会計繰入金 一般会計繰入金 335,051,830 可
市債 市債 下水道債 250,200,000 不可

歳入合計 962,193,022

歳出
款 項 目／節 決算額 課税
下水道費 公共下水道費 下水道建設費

給料 16,231,464 無
職員手当等 11,634,992 無
共済費 4,561,733 無
旅費 12,600 有
需用費 471,271 有
役務費 226,512 有
委託料 3,150,000 有
使用料及び賃借料 84,000 有
工事請負費 550,725,000 有
負担金、補助及び交付金 65,359,552 無
補償、補塡及び賠償金 14,864,813 無
公課費 7,100 無
歳出合計 667,329,037

（単位：円） 
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手順３ 税抜き処理及び財源の圧縮処理 

   手順２で作成した「② 年度別建設改良決算情報」について、税抜き処理を行うとと

もに、収支をバランスさせるため、財源の圧縮処理を行います。 

 

 貸借対照表については税抜きで作成するため、決算数値について税抜き処理を行います。 

     

       

 

 

 

 

 

 税抜き前後の建設支出総額の比率である圧縮率を圧縮対象となる歳入科目に乗じます。 

 

      

   

 

 

  

 歳入と歳出の不一致は、一般会計繰入金等から差し引くことにより調整します。 

 

 年度別建設改良決算情報（税抜き） 

 
 

 

平成21年度決算書（歳入歳出事項別明細書）から抽出
歳入
款 項 目／節 決算額
分担金及び負担金 負担金 下水道受益者負担金 108,521,891
国庫支出金 国庫補助金 下水道事業費国庫補助金 253,500,000
繰入金 他会計繰入金 一般会計繰入金 28,694,319
市債 市債 下水道債 250,200,000

歳入合計 640,916,210

歳出
款 項 目／節 決算額
下水道費 公共下水道費 下水道建設費

給料 16,231,464
職員手当等 11,634,992
共済費 4,561,733
旅費 12,000
需用費 448,830
役務費 215,726
委託料 3,000,000
使用料及び賃借料 80,000
工事請負費 524,500,000
負担金、補助及び交付金 65,359,552
補償、補塡及び賠償金 14,864,813
公課費 7,100
歳出合計 640,916,210

税抜き額  ＝  手順２歳出額 ／（１＋消費税率（※）） 
     

  例）需用費： 471,271 円 ／（1＋0.05） ＝448,830 円 
 

※消費税率（地方消費税を含む。）  

Ｈ元年度～Ｈ８年度：３％、Ｈ９年度～Ｈ25年度：５％、Ｈ26年度～：８％ 

 圧縮率 ＝ 手順３歳出額 ／ 手順２歳出額 
 

       640,916,210 円 ／ 667,329,037 円 ＝  0.96042・・・・ 

（単位：円） 
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手順４ 工事関連情報及び工事別資産明細の作成 

   工事台帳等から「③年度別工事情報」を作成します。管渠・管路以外の工事等につい

ては、資産の種別毎に細分化した「④工事別資産明細情報」を整理します。 

 

資産種別ごとの工事状況を把握するため、「③年度別工事情報」・「④工事別資産明細情

報」を作成します。なお、「③年度別工事情報」を作成する際には、複数年にまたがる工事

（繰越工事）が存在する点に留意が必要です。 

管渠・管路であっても、工事内に異なる耐用年数の資産が混在している場合は、「④ 工

事別資産明細情報」を整理します。 

 「④工事別資産明細情報」に記載する耐用年数は、則別表第２号及び第３号並びに「地方

公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について（通知）」（平成24年10月

19日付け総財公第99号）別紙２によります。 

 また、工事等ごとにその契約額を記載するとともに、財源となった国庫補助金についても

記載します。 

 「④ 工事別資産明細情報」は、手順８で使用します。 

 

 

③年度別工事情報 

 

 

 

    ④工事別資産明細情報 

 

 

 

 

予算科目 工事番号 補・単 工事名 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

工事価額
（取得価額）

国庫補助金 負担金

工事請負費 H21-1 補助 A地区管渠整備工事 120,000,000 60,000,000

H21-2 単独 A地区管渠整備工事（附帯工事） 20,500,000

H21-3 補助 A地区管渠整備工事（変更契約分） 60,000,000 30,000,000

H21-4 補助 B地区管渠整備工事 250,000,000 125,000,000

H21-5 補助 Ｃ処理場建設工事（H21実施分） 74,000,000 37,000,000

小計 524,500,000 252,000,000

委託料 H21-6 補助 A地区管渠整備工事変更設計業務委託 3,000,000 1,500,000

小計 3,000,000 1,500,000

合計 527,500,000 253,500,000

合計 備考
Ｃ処理場建設工事（H21実施分）
H21-5
○○町○○

円（税抜き）
財源 補助金 円

負担金
その他財源

資産名 放流ポンプ槽 放流分配槽 放流渠 放流ゲート
配分基準額 9,671,329 3,105,648 23,965,014 1,985,000 38,726,991 設計金額
取得価額
国庫補助金 9,240,046 2,967,155 22,896,318 1,896,481 37,000,000 配分基準額で按分
負担金
耐用年数 50 50 50 20
取得年月日 H22.3.29 H22.3.29 H22.3.29 H22.3.29

勘定科目
機械及び装置・
処理場機械設備

37,000,000

構築物・処理場施設

項目 内容
工事名
工事番号
所在地
契約額（工事費） 74,000,000

（単位：円） 
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 手順５ 間接費の各工事等への配分 

 間接費は各工事等の執行に要した費用と考えられるため、税抜き予算執行額等により

按分するなど、合理的に配分します。 

 

 「②年度別建設改良決算情報」のうち、工事等に直接関連する科目である工事請負費や委

託料以外の科目については、間接費として整理し、その情報を各工事に割り振る必要があり

ます。（次の例では、工事請負費と委託料はすべて工事等の経費としています。） 

間接費の総額を間接費が発生することとなった工事の契約額で按分するなど、合理的な方

法で割り振ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事番号 補・単 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

取得価額
（工事価額）

国庫補助金 負担金

H21-1 補助 120,000,000 25,800,844 60,000,000

H21-2 単独 20,500,000 4,407,644

H21-3 補助 60,000,000 12,900,422 30,000,000

H21-4 補助 250,000,000 53,751,759 125,000,000

H21-5 補助 74,000,000 15,910,520 37,000,000

小計 524,500,000 112,771,189 252,000,000

H21-6 補助 3,000,000 645,021 1,500,000

小計 3,000,000 645,021 1,500,000

合計 527,500,000 113,416,210 253,500,000

間接費

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

補償、補塡及び賠償金

公課費

合計

Ｃ処理場建設工事（H21実施分）

A地区管渠整備工事変更設計業務委託

80,000

65,359,552

工事名

A地区管渠整備工事

A地区管渠整備工事（附帯工事）

A地区管渠整備工事（変更契約分）

B地区管渠整備工事

113,416,210

16,231,464

11,634,992

4,561,733

12,000

448,830

215,726

14,864,813

7,100

（単位：円） 
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手順６ 受益者負担金等の各工事等への配分 

   受益者負担金等は、各工事等財源に充当されていると考えられるため、各工事等に合

理的に配分します。 

 

各工事等の財源となっている受益者負担金等については、その総額を手順５における間接

費と同様に工事の契約額で按分するなど、合理的な方法で各工事等に割り振ります。 

以下は、受益者負担金を各工事等に配分した例です。一般会計等からの繰入金や寄附金な

ど、長期前受金として整理するものについても同様に割り振ります。 

 

 

 

 

 

 

手順７ 各工事等への情報集約 

   関連工事等について情報を集約します。 

 

法適用後の効率的なメンテナンス（減価償却費・除却費等の算定、台帳からの加除等）等

の観点から、附帯工事、変更契約分、設計委託料等本体工事に対する関連工事等と考えられ

るものについては、当該本体工事に集約します。 

 

 
 

 

予算科目 工事番号 補・単 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

取得価額
（工事価額）

国庫補助金 負担金

工事請負費 H21-1 補助 120,000,000 25,800,844 145,800,844 60,000,000 24,687,444

H21-2 単独 20,500,000 4,407,644 24,907,644 4,217,438

H21-3 補助 60,000,000 12,900,422 72,900,422 30,000,000 12,343,722

H21-4 補助 250,000,000 53,751,759 303,751,759 125,000,000 51,432,177

H21-5 補助 74,000,000 15,910,520 89,910,520 37,000,000 15,223,924

小計 524,500,000 112,771,189 637,271,189 252,000,000 107,904,705

委託料 H21-6 補助 3,000,000 645,021 3,645,021 1,500,000 617,186

小計 3,000,000 645,021 3,645,021 1,500,000 617,186

合計 527,500,000 113,416,210 640,916,210 253,500,000 108,521,891

108,521,891下水道受益者負担金

Ｃ処理場建設工事（H21実施分）

A地区管渠整備工事変更設計業務委託

工事名

A地区管渠整備工事

A地区管渠整備工事（附帯工事）

A地区管渠整備工事（変更契約分）

B地区管渠整備工事

予算科目 工事番号 補・単 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

取得価額
（工事価額）

国庫補助金 負担金

工事請負費 H21-1 補助 203,500,000 43,753,931 247,253,931 91,500,000 41,865,790

H21-4 補助 250,000,000 53,751,759 303,751,759 125,000,000 51,432,177

H21-5 補助 74,000,000 15,910,520 89,910,520 37,000,000 15,223,924

合計 527,500,000 113,416,210 640,916,210 253,500,000 108,521,891

予算科目 工事番号 補・単 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

取得価額
（工事価額）

国庫補助金 負担金

工事請負費 H21-1 補助 120,000,000 25,800,844 145,800,844 60,000,000 24,687,444

H21-2 単独 20,500,000 4,407,644 24,907,644 4,217,438

H21-3 補助 60,000,000 12,900,422 72,900,422 30,000,000 12,343,722

H21-4 補助 250,000,000 53,751,759 303,751,759 125,000,000 51,432,177

H21-5 補助 74,000,000 15,910,520 89,910,520 37,000,000 15,223,924

小計 524,500,000 112,771,189 637,271,189 252,000,000 107,904,705

委託料 H21-6 補助 3,000,000 645,021 3,645,021 1,500,000 617,186

小計 3,000,000 645,021 3,645,021 1,500,000 617,186

合計 527,500,000 113,416,210 640,916,210 253,500,000 108,521,891

Ｃ処理場建設工事（H21実施分）

A地区管渠整備工事変更設計業務委託

工事名

A地区管渠整備工事

A地区管渠整備工事（附帯工事）

A地区管渠整備工事（変更契約分）

工事名

A地区管渠整備工事及び附帯工事

B地区管渠整備工事

Ｃ処理場建設工事（H21実施分）

B地区管渠整備工事

（単位：円） 

（単位：円） 
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手順８ 法適用時における資産の価額等の把握 

   法適用時における帳簿原価（取得価額）等を把握するため、法適用の日の前日までの

減価償却累計額に相当する額（減価償却累計相当額）を算出し、取得価額から差し引き

ます。 

 

手順７までで整理した情報をもとに、固定資産台帳に記載する帳簿原価（取得価額）等を

確定します。 

具体的には、手順７で整理した取得価額（下記Ａ）を基礎とし、法適用の日の前日までの

減価償却累計相当額（下記Ｊ）を算出し、これを差し引くことにより開始時の帳簿原価（取

得価額。下記Ｍ）を算定します。長期前受金についても、同様です。 

上記により、作成したデータを会計システムに取り込むための様式に移し替えます。 

このように算定してきた数値が、予定開始貸借対照表や法適用後の新予算の編成において

不可欠な情報となります。例えば、下記Ｍ欄を集計したものが、予定開始貸借対照表の有形

固定資産の各項目に、下記Ｒ欄を集計したものが法適用後の予算の営業費用の減価償却費に、

下記Ｓ欄、Ｔ欄を集計したものが営業外収益の長期前受金戻入に計上されることとなります。 

 

 

(開始時の取得価額等の算定）

資産名 取得価額 国庫補助金 負担金 耐用年数 償却率
減価償却額

相当額

長期前受金戻入額
相当額

（国庫補助金）

長期前受金戻入額
相当額

（負担金）
経過年数

減価償却累計
相当額

長期前受金収益化
累計相当額

（国庫補助金）

長期前受金収益化
累計相当額
（負担金）

A B C D E F（A×E×0.9） G（B×E×0.9） H（C×E×0.9） I J（F×I） K（G×I） L（H×I）

A地区管渠整備工事及び附帯工事 247,253,931 91,500,000 41,865,790 50 0.020 4,450,570 1,647,000 753,584 5 22,252,850 8,235,000 3,767,920
B地区管渠整備工事 303,751,759 125,000,000 51,432,177 50 0.020 5,467,531 2,250,000 925,779 5 27,337,655 11,250,000 4,628,895
放流ポンプ槽 22,453,441 9,240,046 3,801,885 50 0.020 404,161 166,320 68,433 5 2,020,805 831,600 342,165
放流分配槽 7,210,228 2,967,155 1,220,858 50 0.020 129,784 53,408 21,975 5 648,920 267,040 109,875
放流渠 55,638,376 22,896,318 9,420,860 50 0.020 1,001,490 412,133 169,575 5 5,007,450 2,060,665 847,875
放流ゲート 4,608,475 1,896,481 780,321 20 0.050 207,381 85,341 35,114 5 1,036,905 426,705 175,570

(法適用後の減価償却費等の算定）

資産名
取得価額

（法適用時）
国庫補助金
（法適用時）

負担金
（法適用時）

耐用年数
（法適用時）

償却率
（法適用時）

減価償却額
長期前受金戻入

（国庫補助金）
長期前受金戻入

（負担金）

M（A-J） N（B－K) O（C－L） P（D-I） Q R（M×Q×0.9）） S（N×Q×0.9）） T（O×Q×0.9））

A地区管渠整備工事及び附帯工事 225,001,081 83,265,000 38,097,870 45 0.023 4,657,522 1,723,585 788,625
B地区管渠整備工事 276,414,104 113,750,000 46,803,282 45 0.023 5,721,771 2,354,625 968,827
放流ポンプ槽 20,432,636 8,408,446 3,459,720 45 0.023 422,955 174,054 71,616
放流分配槽 6,561,308 2,700,115 1,110,983 45 0.023 135,819 55,892 22,997
放流渠 50,630,926 20,835,653 8,572,985 45 0.023 1,048,060 431,298 177,460
放流ゲート 3,571,570 1,469,776 604,751 15 0.066 212,151 87,304 35,922

予算科目 工事番号 補・単 所在地 供用日
契約額

（税抜き）
間接費

取得価額
（工事価額）

国庫補助金 負担金

工事請負費 H21-1 補助 203,500,000 43,753,931 247,253,931 91,500,000 41,865,790

H21-4 補助 250,000,000 53,751,759 303,751,759 125,000,000 51,432,177

H21-5 補助 74,000,000 15,910,520 89,910,520 37,000,000 15,223,924

合計 527,500,000 113,416,210 640,916,210 253,500,000 108,521,891

工事名

A地区管渠整備工事及び附帯工事

B地区管渠整備工事

Ｃ浄水場建設工事（H21実施分）

合計 備考
C処理場建設工事（H2１実施分）
H21-5
○○町○○

円（税抜き）
財源 補助金 円

負担金 15,223,924 円
その他財源

資産名 放流ポンプ槽 放流分配槽 放流渠 放流ゲート
配分基準額 9,671,329 3,105,648 23,965,014 1,985,000 38,726,991 設計金額
取得価額 22,453,441 7,210,228 55,638,376 4,608,475 89,910,520 配分基準額で按分
国庫補助金 9,240,046 2,967,155 22,896,318 1,896,481 37,000,000 配分基準額で按分
負担金 3,801,885 1,220,858 9,420,860 780,321 15,223,924 配分基準額で按分
耐用年数 50 50 50 20
取得年月日 H22.3.29 H22.3.29 H22.3.29 H22.3.29

勘定科目
機械及び装置・
処理場機械設備

37,000,000

構築物・処理場施設

項目 内容
工事名
工事番号
所在地
契約額（工事費） 74,000,000

（単位：円） 

④工事別資産明細情報 

（単位：円） 

（単位：円） 
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第６章 公営企業会計に関する留意事項 

 

１ 公営企業会計と官公庁会計の相違点 

 

  公営企業の会計方式は企業会計方式によっており、官公庁会計方式に見られない多くの

特色をもっています。以下、公営企業会計と官公庁会計との違いについて説明します。 

 

（１）現金主義ではなく発生主義である 

   一般会計等で採用されている官公庁会計では、現金の収入及び支出の事実に基づき計

理記帳される現金主義会計をとっているのに対し、公営企業会計では、現金の収支の有

無にかかわらず経済活動の発生という事実に基づきその発生の都度記録し、整理する発

生主義会計方式をとっています（法第20条第１項）。 

   例えば、物品の購入の場合、官公庁会計では現金を支払ったその時点において支出と

して会計記録がなされるのに対し、公営企業会計では現金の支払がなくてもその債務が

発生した時点、すなわち、物品の納品の検収を行った時点において費用として記帳され

ます。 

   また、料金の収入の場合、官公庁会計では現実に現金が収入された時点で収入として

計上されますが、公営企業会計では債権が発生した時点、すなわち、調定時点で料金収

入として記帳されます。 

 

 

（２）単式簿記ではなく複式簿記である 

   経済主体が通常行う経済活動は、経済価値が相互に交換されることにより成立してお

り、「ある経済価値の増加は他の経済価値の減少をもたらす」という二つの側面を持っ

ています。例えば、ＡがＢから現金100万円で物品を購入した場合、Ａは所有する現金

が100万円減少する代わりに、物品という資産が増加することになります。 

この経済活動の二つの側面に着目してすべての経済価値の変動を記録するものが「複

式簿記」です。公営企業会計は、その財政状態や経営成績に関するすべての取引及び事

業について捕捉しうる合理的な会計処理、記録の仕組みとして複式簿記を採用していま

す。 

＜物品購入の場合の記録時点の比較＞ ＜水道の収入の記録時点の比較＞

発注 検針

･･･ 料金調定 ･･･

代金の請求を受け取る 納入通知

代金の支払 ･･･ 現金収入 ･･･

発生主義の場合の
記帳時点

現金主義の場合の
記帳時点

業者からの
納品の検収

発生主義の場合の
記帳時点

現金主義の場合の
記帳時点
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   これに対して、官公庁会計で使われているのが「単式簿記」で、これは現金等の変動

の一面のみを記録するものです。主に官公庁会計や家計で使われていますが、その有用

性の乏しさから、現在では一般の企業においてはほとんど採用されていません。 

 

（３）期間損益計算・費用配分という観念がある 

   官公庁会計では現金主義をとる結果、当該年度の現金支出はそのまま当該年度の費用

となる一方で、公営企業会計では「期間損益計算」が重視され、現金支出があってもそ

れがすべて当該年度の費用とはならないことになります。費用のうち、当該年度の収益

の獲得に役立ったと考えられる部分だけが当該年度の費用として認められ、翌年度以降

の収益に見合う部分（支出の効果が翌年度以降に持続するもの）は資産として繰り延べ

られます。 

   公営企業会計では、このことを「費用配分の原則」「費用収益対応の原則」と言いま

す。例えば、建物の建設改良（固定資産）のように、その支出の効果が数年間にわたっ

て持続するものについては、企業会計では当該年度の費用とはされず、翌年度以降に繰

り延べられ、翌年度以降の期間損益計算の費用（減価償却費）として計上されます。減

価償却費という費用が計上されることが官公庁会計と大きく異なる点の一つとなってい

ます。 

    

＜減価償却のイメージ（再掲）＞ 

 

 

（４）損益取引と資本取引の区分がある 

   官公庁会計では、予算及び決算は一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出として、

歳入及び歳出を差し引きして剰余金を計算しますが、企業会計では収入及び支出を、①

当年度の損益取引に基づくもの（収益的収支）と、②いわゆる投下資本の増減に関する

取引（資本的収支）とに区分して期間損益計算を明らかにすることとされています。 

 

  ① 収益的収支 

    支出の効果が当該事業年度の費用として処理され、当該事業年度の収益に対応するもの 

収益的収入 料金、受託工事費等 

収益的支出 人件費、材料費、減価償却費、支払利息等 

当年度 翌年度

（第1年度）（第2年度）（第3年度）（第4年度）（第5年度）

耐用年数期間

に割りあてる
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  ② 資本的収支 

    支出の効果が翌事業年度以降に及び、将来の収益に対応するもの 

資本的収入 企業債、出資金等 

資本的支出 建設改良費、企業債元金償還金等 

 

（５）資産、負債及び資本の観念がある 

   官公庁会計では、資産、負債、資本という観念がありません。類似観念としては、資

産について財産、物品及び現金の区分があり、負債については消極財産の観念がありま

すが、いずれも単に類似観念に過ぎず、資本については、その類似観念すらありません。

しかも、これらの財産、物品、現金又は消極財産は、全く別個に管理され、かつ、会計

処理されています。 

   これに対し、公営企業会計では、「資産－負債＝資本 （資産＝負債＋資本）」とい

う算式によって資本が算出され、「資産」と「負債及び資本」は常にバランスしており、

しかも、相互に有機的関連をもって会計処理されます。 

 

＜「資産」と「負債・資本」とは常にバランスしている＞ 

 

 

 

 

２ 公営企業会計と民間企業会計の相違点 

 

  公営企業会計と官公庁会計との相違点については１で述べたところですが、一方で、そ

もそも公営企業会計は、民間企業会計とも相違する点があることに留意が必要です。 

公営企業は、法第３条において「常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目

的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」と規定されています。  

従って、経済性の発揮が求められるとともに、本来採算を採ることが困難で企業ベースに

乗らないような事業であっても公共性の観点から行わざるを得ない場合もあります。 

このため、公営企業会計では、適正な経費負担区分を前提としており、事業に要する全

ての経費を独立採算で処理するという完全な意味での独立採算の考えはとっておらず、企

業経営に伴う収入を基本としつつ、一般会計が負担すべき経費については一般会計等から

の繰入れが認められています。 

このように、公共性と独立採算制の調和が図られているところに公営企業会計の特徴が

資本

負債

資産
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あり、そのことが民間企業会計との基本的な相違となっています。会計上の主な相違点は、

以下のとおりです。 

なお、経費負担区分の考え方については、法に定められており、法適用前後で一般会計

からの繰入れに対する考え方が変化するものではありません。 

  

（１）一般会計繰入金の取扱い 

   民間企業会計と異なり公営企業会計では、経費の負担区分を前提に、実態に即し、か

つ実行可能な独立採算制がとられています。このため、多くの事業において、経費の負

担区分に基づく一般会計等からの繰入金が存在します。 

   このような公営企業会計の特性を踏まえ、例えば、企業債の償還に要する資金につい

て一般会計等が負担することを定めている場合には、その内容及び金額を注記するなど、

公営企業会計独自の取扱いがなされています。 

 

（２）予算制度がある 

   公営企業会計では、予算は単なる内部統制のためのものと異なり、議会の議決を経な

ければならないこととされています。公営企業会計の予算は、公営企業の特殊性を考慮

して、その執行について若干の弾力性が与えられていますが、その本質は拘束予算であ

り、また、決算においても財務諸表のほか、この予算に対する執行の実績比較表として

予算決算対照表を作成しなければならないこととされています。この意味で、民間企業

会計が決算中心主義といわれるのに対して、公営企業会計は、予算と決算の双方を重視

する立場であるといえます。 

 

（３）会計処理上の相違 

   株式会社にあっては、資本金はほとんどが株式発行によるものですが、公営企業会計

ではこれに該当するものはありません。その代わり、他会計からの出資が可能となって

います。 

また、税法上は、国庫補助金等により取得した資産については、いわゆる圧縮記帳が

認められていますが、公営企業会計では、これは認められず全額計上しなければなりま

せん。 

なお、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等をもって償却資産を取得又は

改良した場合は、当該補助金等の相当額を長期前受金勘定をもって整理しなければなら

ないこととされています。 

 

（４）会社法・税法との関係 

   株式会社等の民間企業に対しては、会社法及び法人税法等が適用されるため、企業会

計原則に基づく会計処理との間に相当の調整が必要となりますが、公営企業会計につい

ては、このような制約が特にありません。 
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３  リース取引 

 

（１）リース取引に係る会計処理 

   リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、当該物件の借手に対し、合意さ

れた期間（以下「リース期間」という。）にわたり、これを使用収益する権利を与え、

借手は、合意された使用料（以下「リース料」という。）を貸手に支払う取引をいいま

す。 

   この取引は、法形式的にはあくまでも賃貸借契約であることから、従来は支払った金

額を当該事業年度の費用として処理していました。 

   しかし、リース取引の中には、賃借人がリース会社に資金調達を肩代わりしてもらい、

その資金で物件を自ら購入しているのと同視できるような場合があります。そのような

場合の取引は、賃貸借ではなく、むしろ「売買＋資金調達」とみるべきであることから、

通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務を

リース資産及びリース債務として計上します。 

 

（２）リース取引の分類 

   リース取引は、次のとおり分類されます。 

 

＜リース取引の分類＞ 

 

 

①  所有権移転／所有権移転外ファイナンス・リース取引の区分 

  ファイナンス・リース取引とは、 

 

・  リース契約に基づくリース期間の中途において解約することができない 

・  リース物件の借手が経済的利益を享受することができ、その費用を負担するリー

ス契約 

による取引をいいます。 

 

  ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所

有権が借手に移転すると認められるものを「所有権移転ファイナンス・リース取引」、

それ以外の取引を「所有権移転外ファイナンス・リース取引」といいます。 

 

次のア～ウのいずれかに該当する場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引に該

当します。 

リース取引

ファイナンス・リース取引

オペレーティング・リース取引

所有権移転
ファイナンス・リース取引

所有権移転外
ファイナンス・リース取引
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ア  所有権移転事項 

リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が

借手に移転することとされている取引 

イ  割安購入選択権 

リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的

価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利

が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引 

ウ  特別仕様物件 

リース物件が、借手の用途に合わせて特別の仕様により作製又は建設されたもので

あって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困

難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らか

なリース取引 

 

②  オペレーティング・リース取引 

   リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のリース取引を、オペレーティン

グ・リース取引といいます。 

  オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法の会計処理を行いま

す。 

 

（３）中小規模の公営企業の特例 

   中小規模の公営企業は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができますが、この場合であっても、

未経過リース料は注記する必要があります。なお、所有権移転ファイナンス・リース取

引については、この特例が認められていません。 

  中小規模の公営企業とは、法第２条第１項各号に掲げる事業（法定事業）であって、

令第８条の２で定める管理者を置かなければならない事業以外の事業です。なお、病院

事業については、このような中小規模の特例はありません。 

 

４  補塡財源 

 

（１）補塡財源とは 

資本的収支予算（いわゆる４条予算）は、通常、支出（建設改良費や企業債の元金償

還金など）に対して、収入（国庫補助金、企業債、他会計補助金など）が不足すること

となります。この４条予算の収支不足額の補塡に用いる財源のことを補塡財源といいま

す。 

   補塡財源には、例えば、減価償却費などの現金支出を要しないものを費用に計上する

ことによって内部に留保される資金が考えられますが、具体的な種類については、次の

とおりです。 
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（２）補塡財源の種類 

内部に留保された現金・預金等の資金を補塡財源として用いるということは、それが

固定化（建設改良の場合等）し、あるいは企業外へ流出（企業債元金償還の場合等）す

ることを意味します。したがって、単に現金があるというだけではその現金を補塡財源

に使用することはできず、それが固定化あるいは企業外へ流出しても差し支えない性質

であることが必要です。その性質上、補塡財源として使用できるものについては、次の

とおりです。 

なお、これらのうち、法適用時の予算に用いられる可能性がある主な補塡財源は、消

費税及び地方消費税資本的収支調整額と損益勘定留保資金等です。 

 

① 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

収益的収支の消費税及び地方消費税に、資本的収支に係る消費税及び地方消費税額や

貯蔵品購入に係る消費税及び地方消費税を含めて納税額を算定することにより発生する

消費税及び地方消費税は、内部留保資金となります。 

  営業外費用に計上する消費税及び地方消費税（納税額）は、収益的収支の消費税及び

地方消費税に、資本的収支の消費税及び地方消費税と貯蔵品購入に係る消費税及び地方

消費税分を加算して算出されます。このため、資本的収支単独で還付がある場合や貯蔵

品購入のために支出した仮払消費税及び地方消費税がある場合、納税額は小さくなりま

す。納税額が小さくなれば、それだけ税込当期純利益が増加することとなりますが、こ

の増加分のうち資本的収支単独における還付分に見合う増加分は、補塡財源として資本

的収支の消費税及び地方消費税不足分に充てるべくして発生したものといえます。 

  

②  損益勘定留保資金 

   損益勘定留保資金とは、減価償却費、たな卸資産減耗費等の収益的収支における現金
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支出を必要としないものを費用に計上することによって留保される資金のことです。こ

れには、過年度分損益勘定留保資金と、当年度分損益勘定留保資金とがあります。 

ただし、補塡財源として使用できる額は、これらの費用の合計額から、長期前受金戻

入相当額や、欠損金が見込まれるときはその額を控除した範囲内の額となります。 

 

③  利益剰余金処分額 

   利益剰余金処分額とは、収益的収支予算（いわゆる３条予算）における収益が費用を

超える額に相当する金額で、予算においてあらかじめ処分することを定めた額のことで

す。これには、繰越利益剰余金処分額と当年度利益剰余金処分額とがあります。繰越利

益剰余金処分額は、前年度末における繰越利益剰余金として確実に生じると見込まれる

金額のうち、予算において処分することとした額に相当する金額です。 

なお、前年度末の貸借対照表において未処分利益剰余金として表示されているものの

うち既に予定処分したものは、補塡財源として使用することはできません。当年度利益

剰余金処分額については、前年度末において未処理欠損金がある場合は、これを差し引

いた額となります。 

 

④ 積立金 

  積立金は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て積み立てた減債積立金、

利益積立金、建設改良積立金などをいい、当年度において取り崩す予定の金額を補塡財

源として計上することとなります。 

 

⑤  繰越工事資金 

   繰越工事資金は、前年度以前において既に受け入れた寄附金、工事負担金などであっ

て、当年度の予算に計上した資本的支出の財源となっているものをいいます。 

 

⑥  引継金、引継貯蔵品 

   引継金、引継貯蔵品は、法適用時に現金、貯蔵品として引き継いだもののうち資本的

支出の財源として充てうるものをいいます。 

 

（３）補塡財源の使用の可否 

    （２）に掲げたものは、補塡財源として使用することのできる性質のものですが、こ

れらが帳簿上は存在していてもそれに見合う流動資産があるわけではないので、実際に

補塡財源として使用するためには、それに見合う流動資産があることを確認しておかな

ければなりません。補塡財源として使用することのできる額は、通常、次のようにして

算定されます。 

 

① 前年度末予定貸借対照表において資金不足額がある時（流動資産の額が流動負債の額

を下回る時） 

当年度分損益勘定留保資金及び当年度純利益の合計額からその資金不足額の額を控除
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した額 

 

② 前年度末予定貸借対照表において資金不足額がない時（流動資産が流動負債（建設改

良等を目的とする企業債及び他会計借入金を除く）を上回る時） 

その上回る額、当年度損益勘定留保資金及び当年度純利益の合計額 

 ※当年度に欠損金が生じる見込みの場合は、①、②において当年度の純利益の額を加算

せず、欠損金の額を控除します。 

 

③ 当年度消費税及び地方消費税に係る納税計算により消費税及び地方消費税還付金が見

込まれる場合 

当該還付金は翌年度において現金化するため、「消費税及び地方消費税資本的収支調

整額」から消費税及び地方消費税還付金見込額を控除した額 

 

（４）補塡財源の使用の順序 

  補塡財源として使用できるものが複数ある場合、それらをどの順序で使用するかにつ

いて、特段の規定はありませんので、基本的には個々の事業における判断に委ねられて

いますが、次の順序で使用することが適当です。 

  なお、下記以外に積立金（減債積立金、建設改良積立金等）がある場合で、その目的

のために当該年度において取り崩す予定がある場合は、それを優先的に充当します。 

 

① 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

なお、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額がある場合は、そちらを先に

使用します。 

 

② 繰越工事資金又は引継金、引継貯蔵品 

 

③ 当年度分損益勘定留保資金 

過年度分損益勘定留保資金がある場合はそちらを先に使用します。 

 

④ 当年度利益剰余金予定処分額 

   前年度末における繰越利益剰余金がある場合はそちらを先に使用します。
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1

財
務

相
模

原
市

公
共

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財
務

坂
井

市
公
共

Ｈ
．

16
．

4．
1

全
部

特
排

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財
務

農
集

Ｈ
．

17
．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財
務

五
領

川
公

共
下

水
道

事
務

組
合

公
共

Ｈ
．

2．
4．

1
財

務

横
須

賀
市

公
共

Ｈ
．

1
6．

4
．

1
全
部

山
梨

県
甲

府
市

公
共

Ｈ
．

3．
4．

1
全

部
藤

沢
市

公
共

Ｓ
．

4
3．

4
．

1
財
務

特
環

Ｈ
．

3．
4．

1
全

部
茅

ヶ
崎

市
公

共
Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財
務

（平
成
2
6年

４
月
１
日

　
現

在
）

団
体
名

適
用

年
月

日
団
体

名
適

用
年

月
日

１
　
法
適
用
団
体
一
覧

88



事
業
種

別
適
用

区
分

事
業
種

別
適
用

区
分

長
野

県
長

野
市

個
別

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
全

部
愛

知
県

豊
田

市
公
共

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

公
共

Ｓ
．

3
5．

1
2
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

小
排

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

4
．

3
．

3
0

全
部

稲
沢

市
公
共

Ｈ
．

2
3．

4．
1

財
務

特
排

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
3．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
全

部
知

多
市

公
共

Ｈ
．

5
．

4．
1

財
務

松
本

市
公
共

Ｈ
．

1
0．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

5
．

4．
1

財
務

特
環

Ｈ
．

1
0．

4
．

1
全

部
三

重
県

四
日

市
市

公
共

Ｈ
．

1
4．

4．
1

全
部

上
田

市
公
共

Ｈ
．

1
3．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
4．

4．
1

全
部

小
排

Ｈ
．

1
3．

4
．

1
全

部
伊

勢
市

公
共

Ｈ
．

5
．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

1
3．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
7．

1
1
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

1
3．

4
．

1
全

部
松

阪
市

公
共

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

岡
谷

市
公
共

Ｈ
．

1
3．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

諏
訪

市
公
共

Ｈ
．

2
2．

4
．

1
全

部
桑

名
市

公
共

Ｈ
．

2
2．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

2
2．

4
．

1
全

部
鈴

鹿
市

公
共

Ｈ
．

2
4．

4．
1

財
務

須
坂

市
公
共

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
4．

4．
1

財
務

特
環

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
財

務
多

気
町

特
環

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

2
1．

4
．

1
財

務
玉

城
町

公
共

Ｈ
．

9
．

4．
1

財
務

小
諸

市
公
共

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
滋

賀
県

大
津

市
公
共

Ｈ
．

2
2．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
2．

4．
1

全
部

伊
那

市
簡
排

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
栗

東
市

公
共

Ｈ
．

2
6．

4．
1

全
部

公
共

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
京

都
府

京
都

市
公
共

Ｓ
．

3
0．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
福

知
山

市
公
共

Ｈ
．

2
4．

4．
1

全
部

特
排

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
4．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
亀

岡
市

公
共

Ｓ
．

5
5．

4．
1

全
部

駒
ケ

根
市

公
共

Ｈ
．

7
．

4
．

1
財

務
城

陽
市

公
共

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

大
町

市
公
共

Ｈ
．

2
6．

4
．

1
全

部
八

幡
市

公
共

Ｈ
．

2
2．

4．
1

財
務

特
環

Ｈ
．

2
6．

4
．

1
全

部
大

阪
府

大
阪

市
公
共

Ｓ
．

3
9．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

2
6．

4
．

1
全

部
堺

市
公
共

Ｈ
．

9
．

4．
1

全
部

小
排

Ｈ
．

2
6．

4
．

1
全

部
岸

和
田

市
公
共

Ｈ
．

1
8．

4．
1

全
部

茅
野

市
公
共

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
8．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

1
8．

4．
1

全
部

塩
尻

市
公
共

Ｈ
．

1
7．

4
．

1
全

部
豊

中
市

公
共

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

小
排

Ｈ
．

1
8．

4
．

1
全

部
流
域

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

1
7．

4
．

1
全

部
池

田
市

公
共

Ｈ
．

2
1．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

1
8．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
1．

4．
1

全
部

佐
久

市
公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
財

務
枚

方
市

公
共

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

小
排

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
特
排

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
寝

屋
川

市
公
共

Ｈ
．

2
5．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
和

泉
市

公
共

Ｈ
．

2
3．

4．
1

全
部

千
曲

市
公
共

Ｈ
．

2
0．

4
．

1
財

務
箕

面
市

公
共

Ｈ
．

1
5．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

2
0．

4
．

1
財

務
東

大
阪

市
公
共

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

東
御

市
公
共

Ｈ
．

2
0．

4
．

1
全

部
四

條
畷

市
公
共

Ｈ
．

2
1．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

2
0．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
1．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

2
0．

4
．

1
全

部
兵

庫
県

神
戸

市
公
共

Ｓ
．

4
0．

4．
1

財
務

下
諏

訪
町

公
共

Ｈ
．

2
6．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
．

4．
1

財
務

富
士

見
町

公
共

Ｈ
．

1
5．

4
．

1
全

部
姫

路
市

公
共

Ｈ
．

2
3．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

1
5．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
3．

4．
1

財
務

箕
輪

町
公
共

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財

務
尼

崎
市

公
共

Ｈ
．

1
．

4．
1

財
務

特
環

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財

務
西

宮
市

公
共

Ｈ
．

1
9．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

2
5．

4
．

1
財

務
伊

丹
市

公
共

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

原
村

特
環

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
豊

岡
市

漁
集

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

南
箕

輪
村

公
共

Ｈ
．

1
9．

4
．

1
全

部
個
別

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

宮
田

村
公
共

Ｈ
．

1
6．

4
．

1
全

部
公
共

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

1
6．

4
．

1
全

部
小
排

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

岐
阜

県
岐

阜
市

公
共

Ｓ
．

2
8．

1
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

美
濃

加
茂

市
公
共

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
全

部
西

脇
市

公
共

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

農
集

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

静
岡

県
静

岡
市

公
共

Ｓ
．

2
7．

1
0
．

1
3

全
部

農
集

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

特
環

Ｓ
．

5
9．

4
．

1
全

部
宝

塚
市

公
共

Ｈ
．

1
5．

4．
1

全
部

浜
松

市
公
共

Ｓ
．

4
3．

4
．

1
全

部
三

木
市

公
共

Ｈ
．

1
9．

4．
1

財
務

特
環

Ｓ
．

5
7．

9
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
9．

4．
1

財
務

沼
津

市
漁
集

Ｈ
．

1
8．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

公
共

Ｈ
．

1
8．

4
．

1
全

部
川

西
市

公
共

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

1
8．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
0．

4．
1

全
部

熱
海

市
公
共

Ｓ
．

3
3．

4
．

1
全

部
小

野
市

公
共

Ｈ
．

1
6．

4．
1

財
務

富
士

市
公
共

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
6．

4．
1

財
務

愛
知

県
名

古
屋

市
公
共

Ｓ
．

2
7．

1
1
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

1
6．

4．
1

財
務

豊
橋

市
公
共

Ｓ
．

3
0．

4
．

1
全

部
三

田
市

公
共

Ｈ
．

2
5．

4．
1

財
務

岡
崎

市
公
共

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
5．

4．
1

財
務

特
環

Ｈ
．

2
4．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
5．

4．
1

財
務

一
宮

市
公
共

Ｓ
．

3
4．

4
．

1
全

部
津

島
市

公
共

Ｓ
．

4
1．

4
．

1
全

部

（
平
成

2
6
年
４
月

１
日

　
現
在

）
団

体
名

適
用
年

月
日

団
体
名

適
用

年
月
日

事
業

種
別

適
用

区
分

事
業
種

別
適

用
区
分

兵
庫
県

加
西

市
公

共
Ｈ
．

13
．

4
．

1
財

務
山

口
県

防
府

市
公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

13
．

4
．

1
財

務
美

祢
市

公
共

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
財

務
農

集
Ｈ
．

13
．

4
．

1
財

務
周

南
市

漁
集

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
南

あ
わ

じ
市

漁
集

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
加

東
市

公
共

Ｈ
．

20
．

4
．

1
財

務
下

松
市

公
共

Ｈ
．

2
6
．

4
．

1
全

部
小

排
Ｈ
．

20
．

4
．

1
財

務
香

川
県

高
松

市
公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

20
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

20
．

4
．

1
財

務
特
排

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
猪

名
川

町
公

共
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部
愛

媛
県

松
山

市
公
共

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
財

務
市

川
町

特
環

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
財

務
農

集
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
砥

部
町

公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
財

務
神

河
町

特
環

Ｈ
．

14
．

4
．

1
財

務
福

岡
県

北
九

州
市

公
共

Ｓ
．

6
0
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

14
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

3
．

2
．

1
2

全
部

香
美

町
漁

集
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
福

岡
市

公
共

Ｓ
．

6
1
．

4
．

1
財

務
個

別
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
大

牟
田

市
公
共

Ｈ
．

1
4
．

4
．

1
全

部
公

共
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
飯

塚
市

公
共

Ｈ
．

1
8
．

3
．

2
6

全
部

小
排

Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
豊

前
市

公
共

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
筑

紫
野

市
公
共

Ｈ
．

2
．

4
．

1
全

部
播

磨
高

原
広

域
事

務
組

合
（

事
業

会
計

分
）

公
共

Ｓ
．

6
2
．

1
．

9
全

部
特
環

Ｈ
．

2
．

4
．

1
全

部

奈
良
県

大
和

郡
山

市
公

共
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部
春

日
市

公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
財

務
特

環
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部
大

野
城

市
公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
全

部
天

理
市

公
共

Ｈ
．

22
．

4
．

1
全

部
宗

像
市

公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

22
．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
5
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

22
．

4
．

1
全

部
太

宰
府

市
公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
全

部
鳥

取
県

鳥
取

市
漁

集
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

1
．

4
．

1
全

部
公

共
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
糸

島
市

漁
集

Ｈ
．

2
2
．

1
．

1
全

部
小

排
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
個
別

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
公
共

Ｈ
．

7
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
2
．

1
．

1
全

部
林

集
Ｈ
．

24
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
0
．

4
．

1
全

部
島

根
県

松
江

市
漁

集
Ｓ
．

62
．

4
．

1
全

部
那

珂
川

町
個
別

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
財

務
個

別
Ｈ
．

14
．

4
．

1
全

部
公
共

Ｈ
．

1
．

4
．

1
財

務
公

共
Ｈ
．

25
．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
5
．

10
．

1
6

財
務

小
排

Ｈ
．

15
．

6
．

2
6

全
部

志
免

町
公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｓ
．

61
．

9
．

2
7

全
部

粕
屋

町
公
共

Ｈ
．

2
2
．

4
．

1
全

部
特

排
Ｈ
．

13
．

4
．

1
全

部
芦

屋
町

公
共

Ｓ
．

6
3
．

4
．

1
財

務
農

集
Ｓ
．

61
．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

6
．

4
．

1
財

務
岡

山
県

岡
山

市
公

共
Ｈ
．

22
．

4
．

1
財

務
岡

垣
町

漁
集

Ｈ
．

1
7
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

22
．

4
．

1
財

務
公
共

Ｈ
．

1
7
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

22
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

1
7
．

4
．

1
全

部
玉

野
市

公
共

Ｈ
．

15
．

4
．

1
財

務
苅

田
町

公
共

Ｈ
．

1
8
．

4
．

1
財

務
小

排
Ｈ
．

15
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
1
．

4
．

1
財

務
備

前
市

公
共

Ｈ
．

26
．

4
．

1
財

務
佐

賀
県

佐
賀

市
個
別

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

26
．

4
．

1
財

務
公
共

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

26
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
漁

集
Ｈ
．

26
．

4
．

1
財

務
特
排

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
美

作
市

個
別

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
公

共
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
鳥

栖
市

公
共

Ｈ
．

1
9
．

4
．

1
全

部
小

排
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
有

田
町

公
共

Ｈ
．

2
1
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
特
排

Ｈ
．

1
5
．

4
．

1
全

部
特

排
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
農
集

Ｈ
．

2
1
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

21
．

4
．

1
財

務
長

崎
県

長
崎

市
公
共

Ｈ
．

1
6
．

4
．

1
全

部
里

庄
町

公
共

Ｈ
．

22
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

1
6
．

4
．

1
全

部
広

島
県

広
島

市
公

共
Ｓ
．

60
．

4
．

1
財

務
佐

世
保

市
公
共

Ｓ
．

3
6
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

8．
4
．

1
財

務
特
環

Ｈ
．

1
8
．

3
．

3
1

全
部

特
排

Ｈ
．

20
．

4
．

1
財

務
諫

早
市

漁
集

Ｈ
．

2
4
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

2．
4
．

1
財

務
公
共

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
呉

市
公

共
Ｓ
．

63
．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｓ
．

63
．

9
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
3
．

4
．

1
全

部
福

山
市

公
共

Ｈ
．

24
．

4
．

1
全

部
大

村
市

公
共

Ｈ
．

1
7
．

4
．

1
全

部
大

竹
市

公
共

Ｈ
．

18
．

4
．

1
全

部
農
集

Ｈ
．

2
1
．

4
．

1
全

部
江

田
島

市
公

共
Ｈ
．

23
．

4
．

1
財

務
松

浦
市

公
共

Ｈ
．

1
6
．

4
．

1
財

務
特

環
Ｈ
．

6．
4
．

1
財

務
長

与
町

公
共

Ｓ
．

5
2
．

4
．

1
全

部
農

集
Ｈ
．

23
．

4
．

1
財

務
特
環

Ｓ
．

6
1
．

4
．

1
全

部
世

羅
町

公
共

Ｈ
．

12
．

4
．

1
全

部
時

津
町

公
共

Ｈ
．

8
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

12
．

4
．

1
全

部
熊

本
県

熊
本

市
公
共

Ｈ
．

1
8
．

4
．

1
全

部
山

口
県

下
関

市
公

共
Ｈ
．

19
．

4
．

1
全

部
玉

名
市

公
共

Ｈ
．

1
4
．

4
．

1
財

務
特

環
Ｈ
．

19
．

4
．

1
全

部
山

鹿
市

公
共

Ｈ
．

1
6
．

4
．

1
財

務
宇

部
市

公
共

Ｈ
．

22
．

4
．

1
全

部
特
環

Ｈ
．

1
7
．

1
．

1
5

財
務

山
口

市
公

共
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部
特

環
Ｈ
．

21
．

4
．

1
全

部

（
平

成
2
6
年

４
月
１
日

　
現
在

）
団
体

名
適

用
年

月
日

団
体

名
適

用
年
月

日

89



事
業
種
別

適
用
区
分

事
業

種
別

適
用
区
分

熊
本
県

宇
城

市
公
共

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財
務

宮
崎
県

延
岡

市
漁
集

Ｈ
．

1
9．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財
務

公
共

Ｈ
．

1
9．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

21
．

4
．

1
財
務

特
環

Ｈ
．

1
9．

4．
1

全
部

菊
陽

町
公
共

Ｈ
．

24
．

4
．

1
財
務

特
排

Ｈ
．

1
9．

4．
1

全
部

農
集

Ｈ
．

24
．

4
．

1
財
務

農
集

Ｈ
．

1
9．

4．
1

全
部

大
分
県

大
分

市
公
共

Ｈ
．

22
．

4
．

1
財
務

日
南

市
公
共

Ｓ
．

6
3．

4．
1

財
務

佐
伯

市
公
共

Ｓ
．

62
．

4
．

1
財
務

特
環

Ｈ
．

2
1．

4．
1

財
務

宮
崎
県

宮
崎

市
公
共

Ｈ
．

17
．

4
．

1
全
部

日
向

市
公
共

Ｈ
．

2
6．

4．
1

全
部

特
環

Ｈ
．

17
．

4
．

1
全
部

鹿
児
島
県

鹿
児

島
市

公
共

Ｓ
．

2
7．

10
．

1
全
部

農
集

Ｈ
．

17
．

4
．

1
全
部

沖
縄
県

那
覇

市
公
共

Ｈ
．

1
7．

4．
1

全
部

団
体
名

適
用
年
月

日
団
体
名

適
用
年
月
日

（
平
成
2
6
年
４
月
１
日
　
現
在
）

事
業

種
別

適
用

区
分

事
業
種
別

適
用
区
分

愛
知

県
西

尾
市

船
舶

Ｓ
．

4
5
.

4
.

1
全

部
鹿

児
島
県

鹿
児

島
市

船
舶

Ｓ
．

5
1
.

4
.

1
全
部

広
島

県
江

田
島

市
船

舶
Ｓ
．

3
6
.

4
.

1
全

部
沖

縄
県

伊
江

村
船
舶

Ｓ
．

4
7
.

5
.

1
5

財
務

長
崎

県
平

戸
市

船
舶

Ｓ
．

4
7
.

4
.

1
財

務
伊

平
屋

村
船
舶

Ｓ
．

4
4
.

7
.

1
財
務

長
崎

県
熊
本

県
有

明
海

自
動

車
航

送
船

組
合

船
舶

Ｓ
．

3
1
.

1
1
.

2
0

財
務

団
体
名

適
用
年
月

日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
交

通
事

業
）

（
平

成
2
6
年

４
月
１
日
　
現
在
）

団
体
名

適
用

年
月
日

事
業

種
別

適
用

区
分

事
業
種

別
適
用
区

分
北
海
道

室
蘭

市
港

湾
S
．

5
7
.

6
.

1
財

務
愛
知
県

名
古

屋
港

管
理

組
合

港
湾

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

釧
路

市
港

湾
S
．

3
9
.

4
.

1
財

務
大
阪
府

大
阪

市
港
湾

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

根
室

市
港

湾
S
．

4
4
.

4
.

1
財

務
兵
庫
県

神
戸

市
港
湾

S
．

4
0
.

4
.

1
財
務

東
京
都

東
京

都
港

湾
Ｈ
．

1
2
.

4
.

1
財

務
長
崎
県

長
崎

県
港
湾

S
．

4
2
.

4
.

1
財
務

団
体
名

適
用
年
月
日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
港

湾
整

備
事

業
）

（
平
成
2
6
年
４
月
１
日
　
現
在
）

団
体
名

適
用
年
月
日

事
業

種
別

適
用
区
分

事
業
種
別

適
用

区
分

北
海

道
札

幌
市

市
場

S
．

3
5.

4
.

1
財
務

石
川
県

金
沢

市
市
場

S
．

42
.

4.
1

財
務

室
蘭

市
市

場
S
．

4
4.

4
.

1
財
務

山
梨
県

甲
府

市
市
場

S
．

49
.

4.
1

財
務

釧
路

市
市

場
S
．

4
7.

4
.

1
財
務

岐
阜
県

岐
阜

市
市
場

S
．

47
.

4.
1

財
務

苫
小

牧
市

市
場

S
．

4
6.

11
.

1
財
務

大
阪
府

大
阪

府
市
場

S
．

53
.

4.
1

財
務

栃
木

県
宇

都
宮

市
市

場
H
．

1
5.

4
.

1
財
務

大
阪

市
市
場

S
．

39
.

4.
1

財
務

千
葉

県
船

橋
市

市
場

S
．

4
5.

4
.

1
財
務

岡
山
県

岡
山

市
市
場

H
．

14
.

4.
1

全
部

東
京

都
東

京
都

市
場

S
．

3
9.

4
.

1
財
務

徳
島
県

徳
島

市
市
場

S
．

45
.

4.
1

財
務

団
体

名
適
用

年
月
日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
市

場
事

業
）

（平
成
2
6年

４
月
１
日

　
現
在

）
団
体
名

適
用
年

月
日

事
業
種
別

適
用
区
分

青
森
県

十
和

田
地

区
食

肉
処

理
事

務
組

合
と
畜
場

S
．

4
4
.
4
.
1

財
務

（
平
成
2
6
年
４
月
１
日
　
現
在

）
団
体

名
適
用
年
月

日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
と
畜

場
事

業
）

事
業
種
別

適
用
区
分

事
業
種
別

適
用
区
分

北
海
道

函
館

市
そ
の

他
S
．

2
7.

1
0.

1
全
部

長
野
県

立
科

町
索
道

S
．

5
9.

4
.

1
財
務

岩
手
県

奥
州

市
宿
泊

H
．

1
8.

2
.

2
0

財
務

王
滝

村
索
道

S
．

6
1.

1
1.

1
全
部

秋
田
県

仙
北

市
そ
の

他
S
．

3
6.

8
.

2
3

全
部

野
沢

温
泉

村
索
道

S
．

4
1.

4
.

1
全
部

栃
木
県

栃
木

県
そ
の

他
H
．

4.
4
.

1
全
部

岐
阜
県

下
呂

市
そ
の

他
S
．

4
3.

4
.

1
財
務

群
馬
県

群
馬

県
そ
の

他
S
．

4
5.

4
.

1
全
部

静
岡
県

熱
海

市
そ
の

他
S
．

3
2.

4
.

1
全
部

中
之

条
町

宿
泊

S
．

4
3.

4
.

1
全
部

伊
豆

市
そ
の

他
H
．

1
6.

4
.

1
財
務

長
野

原
町

そ
の

他
S
．

4
4.

4
.

1
全
部

河
津

町
そ
の

他
H
．

1
.

4
.

1
全
部

草
津

町
そ
の

他
S
．

3
7.

4
.

1
財
務

松
崎

町
宿
泊

H
．

1
8.

3
.

1
財
務

嬬
恋

村
そ
の

他
S
．

6
3.

4
.

1
財
務

そ
の

他
S
．

3
9.

8
.

2
0

財
務

片
品

村
宿
泊

S
．

3
7.

4
.

1
財
務

西
伊

豆
町

そ
の

他
H
．

1
.

4
.

1
財
務

そ
の

他
H
．

2.
4
.

1
財
務

兵
庫
県

南
あ

わ
じ

市
宿
泊

H
．

1
.

4
.

1
財
務

埼
玉
県

小
鹿

野
町

宿
泊

H
．

1
7.

1
0.

1
財
務

た
つ

の
市

宿
泊

S
．

4
0.

4
.

1
財
務

千
葉
県

富
津

市
そ
の

他
S
．

4
6.

8
.

2
0

財
務

新
温

泉
町

そ
の

他
S
．

5
8.

4
.

1
財
務

神
奈
川
県

湯
河

原
町

そ
の

他
S
．

4
4.

4
.

1
全
部

奈
良
県

宇
陀

市
宿
泊

H
．

1
8.

1
.

1
財
務

福
井
県

高
浜

町
宿
泊

S
．

4
0.

4
.

1
財
務

和
歌
山
県

太
地

町
宿
泊

S
．

4
3.

4
.

1
財
務

山
梨
県

山
梨

県
そ
の

他
S
．

5
2.

4
.

1
全
部

串
本

町
宿
泊

H
．

1
7.

4
.

1
財
務

笛
吹

市
そ
の

他
H
．

2
1.

4
.

1
財
務

鳥
取
県

三
朝

町
宿
泊

S
．

3
8.

9
.

1
全
部

甲
州

市
宿
泊

S
．

5
0.

8
.

1
全
部

湯
梨

浜
町

宿
泊

S
．

3
4.

4
.

1
財
務

長
野
県

長
野

市
索
道

H
．

1
8.

4
.

1
財
務

広
島
県

廿
日

市
市

宿
泊

S
．

3
7.

1
1.

1
財
務

諏
訪

市
そ
の

他
S
．

3
6.

4
.

1
全
部

徳
島
県

徳
島

市
索
道

S
．

3
4.

1
.

1
財
務

大
町

市
そ
の

他
H
．

1
1.

4
.

1
全
部

宮
崎
県

宮
崎

県
そ
の

他
H
．

1
.

4
.

1
全
部

松
本

市
宿
泊

S
．

4
8.

4
.

1
財
務

団
体

名

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
観

光
事

業
）

（
平
成
2
6年

４
月
１
日
　
現
在

）
適
用
年
月
日

団
体
名

適
用
年
月
日

事
業

種
別

適
用

区
分

事
業
種

別
適

用
区

分
北
海

道
室

蘭
市

臨
海

S
．

57
.

6
.

1
財

務
長

野
県

須
坂

市
そ
の
他

S
．

4
0
.

4
.

1
財
務

釧
路

市
臨

海
S
．

44
.

12
.

2
財

務
静

岡
県

静
岡

県
そ
の
他

S
．

4
3
.

4
.

1
全
部

苫
小

牧
市

臨
海

S
．

41
.

4
.

1
財

務
愛

知
県

愛
知

県
そ
の
他

S
．

3
9
.

1
0
.

1
全
部

そ
の

他
S
．

41
.

4
.

1
財

務
名

古
屋

港
管

理
組

合
臨
海

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

根
室

市
臨

海
S
．

44
.

4
.

1
財

務
大

阪
府

大
阪

市
臨
海

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

福
島

県
福

島
県

そ
の

他
S
．

44
.

4
.

1
全

部
兵

庫
県

兵
庫

県
そ
の
他

S
．

5
9
.

4
.

1
全
部

二
本

松
市

そ
の

他
S
．

36
.

6
.

1
全

部
神

戸
市

臨
海

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

泉
崎

村
そ
の

他
H
．

13
.

3
.

19
財

務
そ
の
他

S
．

3
9
.

4
.

1
財
務

三
春

町
そ
の

他
H
．

14
.

4
.

1
全

部
明

石
市

臨
海

H
．

4
.

4
.

1
財
務

茨
城

県
茨

城
県

そ
の

他
H
．

6.
4
.

1
全

部
姫

路
市

そ
の
他

S
．

4
1
.

2
.

1
財
務

栃
木

県
栃

木
県

そ
の

他
S
．

61
.

4
.

1
全

部
小

野
市

そ
の
他

S
．

5
9
.

1
0
.

1
財
務

群
馬

県
群

馬
県

そ
の

他
S
．

37
.

5
.

1
全

部
市

川
町

そ
の
他

S
．

4
5
.

4
.

1
財
務

埼
玉

県
埼

玉
県

そ
の

他
S
．

40
.

4
.

1
全

部
和

歌
山

県
和

歌
山

県
臨
海

S
．

3
6
.

4
.

1
全
部

千
葉

県
千

葉
県

臨
海

S
．

38
.

6
.

1
全

部
そ
の
他

S
．

3
6
.

4
.

1
全
部

そ
の

他
S
．

38
.

6
.

1
全

部
鳥

取
県

鳥
取

県
臨
海

S
．

3
8
.

5
.

2
0

全
部

東
京

都
東

京
都

臨
海

S
．

39
.

4
.

1
財

務
島

根
県

島
根

県
臨
海

S
．

4
4
.

4
.

1
全
部

そ
の

他
H
．

14
.

4
.

1
財

務
そ
の
他

S
．

4
4
.

4
.

1
全
部

神
奈

川
県

横
浜

市
臨

海
S
．

30
.

4
.

1
財

務
広

島
県

広
島

県
臨
海

S
．

4
5
.

4
.

1
全
部

新
潟

県
新

潟
県

臨
海

S
．

38
.

8
.

1
財

務
そ
の
他

S
．

4
5
.

4
.

1
全
部

そ
の

他
H
．

4.
4
.

1
全

部
徳

島
県

徳
島

県
そ
の
他

S
．

4
3
.

7
.

2
3

全
部

石
川

県
石

川
県

臨
海

S
．

51
.

1
.

1
財

務
福

岡
県

福
岡

県
臨
海

S
．

4
0
.

4
.

1
全
部

福
井

県
福

井
県

臨
海

S
．

46
.

8
.

1
全

部
そ
の
他

H
．

4
.

1
0
.

2
1

全
部

長
野

県
長

野
市

そ
の

他
S
．

43
.

4
.

1
財

務
長

崎
県

長
崎

県
臨
海

S
．

4
2
.

4
.

1
財
務

団
体
名

適
用

年
月

日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
宅

造
事

業
）

（
平

成
2
6
年
４
月
１
日

　
現

在
）

団
体

名
適

用
年

月
日

事
業

種
別

適
用
区

分
事
業

種
別

適
用

区
分

山
形

県
山

形
県

駐
車

場
Ｈ
．

1
.

4.
1

全
部

島
根
県

松
江

市
駐

車
場

Ｓ
．

63
.

4
.

1
全

部
群
馬

県
群

馬
県

駐
車

場
Ｈ
．

9
.

10
.

21
全
部

徳
島
県

徳
島

県
駐

車
場

Ｓ
．

48
.

4
.

1
全

部
富
山

県
富

山
県

駐
車

場
Ｓ
．

5
1.

11
.

1
全
部

徳
島

市
駐

車
場

Ｓ
．

44
.

12
.

2
5

財
務

三
重

県
津

市
駐
車

場
Ｈ
．

4
.

3.
1

財
務

熊
本
県

熊
本

県
駐

車
場

Ｓ
．

53
.

4
.

1
全

部

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
駐

車
場

事
業

）

団
体
名

適
用
年

月
日

団
体

名
適
用

年
月
日

（平
成
26

年
４
月
１
日
　
現

在
）

90



事
業
種
別

適
用
区
分

事
業
種
別

適
用
区
分

北
海
道

木
古

内
町

介
護

H
．

6
.

1
.

1
全
部

岐
阜
県

西
美

濃
さ
く
ら
苑

介
護

老
人

保
健

施
設

事
務

組
合

介
護

H
．

1
2
.

4
.

1
財
務

今
金

町
介
護

H
．

1
2
.

4
.

1
財
務

三
重
県

玉
城

町
介

護
H
．

2
.

5
.

1
財
務

奈
井

江
町

介
護

H
．

1
4
.

4
.

1
財
務

滋
賀
県

大
津

市
介

護
H
．

8
.

4
.

1
財
務

岩
手
県

一
関

市
介
護

H
．

1
7
.

4
.

1
全
部

長
浜

市
介

護
H
．

1
.

3
.

1
財
務

宮
城
県

登
米

市
介
護

H
．

1
7
.

4
.

1
全
部

甲
賀

市
介

護
H
．

2
4
.

4
.

1
財
務

涌
谷

町
介
護

H
．

1
0
.

4
.

1
全
部

高
島

市
介

護
H
．

9
.

4
.

1
財
務

南
三

陸
町

介
護

H
．

1
7
.

1
0
.

1
財
務

京
都
府

国
民

健
康

保
険

山
城

病
院

組
合

介
護

H
．

1
9
.

3
.

5
財
務

黒
川

地
域

行
政

事
務

組
合

介
護

H
．

1
0
.

4
.

1
財
務

兵
庫
県

赤
穂

市
介

護
H
．

1
8
.

4
.

1
全
部

山
形
県

最
上

町
介
護

H
．

9
.

4
.

1
全
部

奈
良
県

宇
陀

市
介

護
H
．

1
8
.

1
.

1
全
部

小
国

町
介
護

H
．

1
2
.

4
.

1
財
務

岡
山
県

矢
掛

町
介

護
H
．

9
.

4
.

1
財
務

白
鷹

町
介
護

H
．

1
6
.

7
.

1
全
部

山
口
県

光
市

介
護

H
．

1
1
.

4
.

1
全
部

群
馬
県

伊
勢

崎
市

介
護

H
．

1
1
.

4
.

1
財
務

周
南

市
介

護
H
．

1
6
.

4
.

1
財
務

藤
岡

市
介
護

H
．

2
2
.

4
.

1
財
務

香
川
県

小
豆

島
町

介
護

H
．

1
8
.

3
.

2
1

財
務

安
中

市
介
護

H
．

1
8
.

3
.

1
8

財
務

綾
川

町
介

護
H
．

2
1
.

4
.

1
全
部

多
野

藤
岡

医
療

事
務

市
町

村
組

合
介
護

H
．

9
.

7
.

1
財
務

三
豊

総
合

病
院

企
業

団
介

護
H
．

1
7
.

4
.

1
全
部

富
岡

地
域

医
療

事
務

組
合

介
護

H
．

7
.

4
.

1
財
務

愛
媛
県

宇
和

島
市

介
護

H
．

2
2
.

4
.

1
全
部

千
葉
県

大
多

喜
町

介
護

H
．

2
2
.

4
.

1
財
務

西
予

市
介

護
H
．

9
.

8
.

8
財
務

岐
阜
県

恵
那

市
介
護

H
．

2
3
.

4
.

1
財
務

久
万

高
原

町
介

護
H
．

1
0
.

7
.

1
財
務

海
津

市
介
護

H
．

1
4
.

4
.

1
財
務

適
用
年
月
日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
介

護
サ

ー
ビ
ス
事

業
）

（
平
成
2
6
年
４
月
１
日
　
現
在
）

団
体
名

適
用
年
月
日

団
体

名

区
分

適
用
区

分
区
分

適
用

区
分

北
海
道

小
樽

市
産

廃
S
．

59
.

4
.

1
財
務

長
野

県
茅

野
市

診
療
所

H
．

1
3.

4.
1

財
務

釧
路

市
魚
揚

場
S
．

46
.

4
.

1
財
務

佐
久

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
4.

4.
1

財
務

富
良

野
市

酒
造

等
H
．

9.
4
.

1
財
務

両
小

野
国

保
病

院
組
合

診
療
所

H
．

2
1.

4.
1

財
務

増
毛

町
砕

石
S
．

36
.

4
.

1
全
部

岐
阜

県
恵

那
市

診
療
所

H
．

2
0.

4.
1

財
務

利
尻

町
砕

石
S
．

40
.

4
.

1
財
務

愛
知

県
豊

田
市

コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
3.

4.
1

全
部

池
田

町
酒
造

等
S
．

43
.

8
.

1
財
務

三
重

県
伊

勢
市

そ
の

他
H
．

1
3.

10
.

1
財

務
岩

手
県

一
関

市
そ
の

他
H
．

17
.

4
.

1
全
部

滋
賀

県
甲

賀
市

診
療
所

H
．

2
4.

4.
1

財
務

そ
の

他
H
．

17
.

4
.

1
全
部

大
阪

府
大

阪
府

賃
借
等

H
．

1
5.

4.
1

財
務

そ
の

他
H
．

25
.

4
.

1
全
部

兵
庫

県
兵

庫
県

そ
の

他
S
．

4
7.

3.
21

全
部

宮
城
県

宮
城

県
賃
借

等
H
．

9.
4
.

1
全
部

そ
の

他
S
．

5
0.

4.
1

全
部

仙
台

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

16
.

4
.

1
財
務

姫
路

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

1
3.

4.
1

財
務

山
形
県

山
形

県
そ
の

他
S
．

54
.

4
.

1
全
部

豊
岡

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

1
7.

4.
1

全
部

茨
城
県

茨
城

県
倉

庫
H
．

3.
4
.

1
全
部

三
田

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
5.

4.
1

財
務

群
馬
県

群
馬

県
倉

庫
H
．

1.
7
.

1
全
部

加
西

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

1
3.

4.
1

財
務

賃
借

等
H
．

8.
1
.

1
全
部

南
あ

わ
じ

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
1.

4.
1

財
務

中
之

条
町

そ
の

他
S
．

49
.

1
1.

1
全
部

加
東

市
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
0.

4.
1

財
務

神
奈

川
県

神
奈

川
県

そ
の

他
S
．

33
.

4
.

1
全
部

市
川

町
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
1.

4.
1

財
務

そ
の

他
S
．

36
.

4
.

1
全
部

神
河

町
コ
ミ
プ
ラ

H
．

1
4.

4.
1

財
務

そ
の

他
S
．

44
.

4
.

1
全
部

香
美

町
コ
ミ
プ
ラ

H
．

2
5.

4.
1

全
部

福
井
県

こ
し
の

国
広

域
事

務
組

合
C
A
T
V

H
．

16
.

4
.

1
財
務

島
根

県
松

江
市

そ
の

他
H
．

2
5.

4.
1

全
部

山
梨
県

山
梨

県
そ
の

他
S
．

40
.

1
0.

1
全
部

鹿
児

島
県

種
子

島
産

婦
人

科
医

院
組

合
そ
の

他
H
．

2
2.

3.
31

財
務

長
野
県

上
田

市
そ
の

他
S
．

51
.

4
.

1
財
務

適
用
年

月
日

地
方

公
営

企
業

法
適

用
団

体
（
そ
の

他
事

業
）

（平
成

26
年

４
月
１
日

　
現

在
）

団
体
名

適
用

年
月

日
団
体

名
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１
水
道
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業

節

材
料
売
却
収
益

産
物
売
却
収
益

手
数

料
雑

収
益

預
金

利
息

基
金

利
息

貸
付

金
利

息
有
価
証
券
利
息

配
当

金

有
価
証
券
売
却
収
益

不
用
品
売
却
収
益

そ
の
他
雑
収
益

目

給
水

収
益

受
託
工
事
収
益

そ
の
他
の
営
業
収
益

受
取
利
息
及
び
配
当
金

他
会
計
補
助
金

補
助

金
長
期
前
受
金
戻
入

雑
収

益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

項

営
業
収

益

営
業
外
収
益

特
別
利

益

款

水
道
事
業
収
益
又

は
工
業
用
水
道
事

業
収
益

別
表
第
一
号
（
第
三
条
関
係
）

勘
定

科
目

表

収
益

２
軌
道
事
業
及
び
鉄
道
事
業

節

旅
客
運
輸
収
益

貨
物
運
輸
収
益

広
告

料
土
地
物
件
賃
貸
料

専
用
線
使
用
料

駅
共
同
使
用
料

車
両

使
用

料
旅
客
誘
致
施
設
収
益

厚
生
福
利
施
設
収
益

雑
収

益

預
金

利
息

基
金

利
息

貸
付

金
利

息
有
価
証
券
利
息

配
当

金

不
用
品
売
却
収
益

有
価
証
券
売
却
収
益

雑
収

益

目

運
輸

収
益

運
輸

雑
収

益

受
取
利
息
及
び
配
当
金

他
会
計
補
助
金

補
助

金
長
期
前
受
金
戻
入

雑
収

益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

項

営
業
収

益

営
業
外
収
益

特
別
利

益

款

軌
道
事
業
（
鉄
道

事
業
）
収
益

２
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
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３
自
動
車
運
送
事
業

節

旅
客
運
送
収
益

貨
物
運
送
収
益

広
告

料
雑

収
益

（
注
）
営
業
外
収
益
の
目
及
び
節
は
、
１
水
道
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業
の
営
業
外
収
益
の
目

及
び
節
に
よ
る
こ
と
。

目

運
送

収
益

運
送

雑
収

益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

項

営
業
収

益

営
業
外
収
益

特
別
利

益

款

自
動
車
運
送
事
業

収
益 ４
電
気

事
業

節

有
価
証
券
利
息

貸
付

金
利

息
預

金
利

息
雑

利
息

減
債
基
金
収
益

そ
の
他
特
定
基
金
収
益

目

電
力

料
雑

収
益

受
取

配
当

金
受

取
利

息

基
金

収
益

長
期
前
受
金
戻
入

項

営
業
収

益

附
帯
事
業
収
益

財
務
収

益

事
業
外
収
益

款

電
気
事
業
収
益

固
定
資
産
売
却
収
益

有
価
証
券
売
却
収
益

事
業
外
固
定
資
産
管
理

収
益

不
用
品
売
却
収
益

そ
の
他
雑
収
益

雑
収

益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

特
別
利

益

５
ガ

ス
事
業

目

ガ
ス

売
上

コ
ー

ク
ス

売
上

タ
ー

ル
売

上
タ
ー
ル
製
品
売
上

そ
の
他
副
産
物
売
上

受
注

工
事

収
益

器
具

販
売

収
益

そ
の
他
営
業
雑
収
益

受
取

利
息

有
価

証
券

利
息

受
取

配
当

金
長
期
前
受
金
戻
入

雑
収

益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

項

製
品

売
上

営
業

雑
益

営
業

外
収

益

特
別

利
益

款

ガ
ス
事
業

収
益
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６
病
院

事
業

節

室
料
差
額
収
益

公
衆
衛
生
活
動
収
益

医
療
相
談
収
益

受
託
検
査
施
設
利
用
収
益

そ
の
他
医
業
収
益

預
金

利
息

基
金

利
息

有
価
証
券
利
息

配
当

金

有
価
証
券
売
却
収
益

不
用
品
売
却
収
益

そ
の
他
医
業
外
収
益

目

入
院

収
益

外
来

収
益

そ
の
他
医
業
収
益

受
取
利
息
配
当
金

他
会
計
補
助
金

補
助

金
負
担
金
交
付
金

患
者
外
給
食
収
益

長
期
前
受
金
戻
入

そ
の
他
医
業
外
収
益

固
定
資
産
売
却
益

過
年
度
損
益
修
正
益

そ
の
他
特
別
利
益

項

医
業
収

益

医
業
外
収
益

特
別
利

益

款

病
院
事
業
収
益

１
水
道
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業

節

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

賃
金

法
定

福
利

費
旅

費
被

服
費

備
消

品
費

燃
料

費
光

熱
水

費
印

刷
製

本
費

通
信

運
搬

費
委

託
料

手
数

料
賃

借
料

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

路
面

復
旧

費
動

力
費

薬
品

費
材

料
費

補
償

金
負

担
金

受
水

費
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

目

原
水

費

浄
水

費
配

水
費

給
水

費
受

託
工

事
費

項

営
業
費

用

款

水
道
事
業
費
用

又
は
工
業
用
水

道
事
業
費
用

費
用
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報
酬

退
職

給
付

費
研

修
費

諸
謝

金
報

償
費

広
告

料
食

糧
費

厚
生

費
保

険
料

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

有
形
固
定
資
産
減
価
償

却
費

無
形
固
定
資
産
減
価
償

却
費

固
定
資
産
除
却
費

た
な
卸
資
産
減
耗
費

材
料
売
却
原
価

雑
支

出

企
業

債
利

息
一
時
借
入
金
利
息

企
業
債
手
数
料
及
び
取

扱
費

不
用
品
売
却
原
価

そ
の
他
雑
支
出

（
注
）
浄
水
費
、
配
水
費
、
給
水
費
、
受
託
工
事
費
、
業
務
費
及
び
総
係
費
の
節
は
、
上
記
の
ほ

か
、
原
水
費
の
節
に
よ
る
こ
と
。

業
務

総
係

費 費

減
価

償
却

費

資
産

減
耗

費

そ
の
他
営
業
費
用

支
払
利
息
及
び
企
業

債
取
扱
諸
費

雑
支

出

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

営
業
外
費
用

特
別
損

失

２
軌
道
事
業
及
び
鉄
道
事
業

節

（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

軌
道

修
繕

費
諸
構
築
物
及
び
諸
設

備
修
繕
費

建
物

修
繕

費
そ
の
他
修
繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

固
定
資
産
除
却
費

除
雪

費
備

消
品

費
被

服
費

光
熱

水
費

旅
費

通
信

運
搬

費
印

刷
製

本
費

負
担

金
会

議
費

報
償

費
委

託
料

手
数

料
賃

借
料

損
害

保
険

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

目

線
路

保
存

費

項

営
業
費

用

款

軌
道
事
業
（
鉄
道

事
業
）
費
用
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（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

通
信
施
設
修
繕
費

電
気
保
安
設
備
修
繕
費

電
力
線
設
備
修
繕
費

変
電
所
設
備
修
繕
費

そ
の
他
修
繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

固
定
資
産
除
却
費

備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
旅

費
通

信
運

搬
費

印
刷

製
本

費
負

担
金

会
議

費
報

償
費

委
託

料
手

数
料

賃
借

料
損

害
保

険
料

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費

電
路

保
存

費

車
両

保
存

費

賃
金

（
経

費
）

車
両

修
繕

費
そ
の
他
修
繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

固
定
資
産
除
却
費

油
脂

糸
屑

費
動

力
費

備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
車

両
清

掃
費

旅
費

通
信

運
搬

費
印

刷
製

本
費

負
担

金
会

議
費

報
償

費
委

託
料

手
数

料
賃

借
料

損
害

保
険

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

動
力

費
備

消
品

費
被

服
費

光
熱

水
費

旅
費

通
信

運
搬

費

運
転

費
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印
刷

製
本

費
負

担
金

会
議

費
報

償
費

委
託

料
手

数
料

賃
借

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

乗
車
券
・
帳
表
類

備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
駅
共
同
使
用
料

車
両

使
用

料
乗
車
券
販
売
手
数
料

旅
費

通
信

運
搬

費
印

刷
製

本
費

事
故

費
負

担
金

会
議

費
報

償
費

委
託

料
手

数
料

賃
借

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

給
料

運
輸

管
理

費

旅
客

誘
致

費

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
旅

費
通

信
運

搬
費

印
刷

製
本

費
負

担
金

会
議

費
報

償
費

委
託

料
広

告
宣

伝
費

手
数

料
賃

借
料

損
害

保
険

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

固
定
資
産
除
却
費

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

医
薬

品
費

厚
生
福
利
施
設
費
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備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
旅

費
通

信
運

搬
費

印
刷

製
本

費
負

担
金

会
議

費
報

償
費

委
託

料
手

数
料

賃
借

料
諸

謝
金

損
害

保
険

料
そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

（
人

件
費
）

報
酬

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
（
経

費
）

備
消

品
費

被
服

費
光

熱
水

費
修

繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

旅
費

通
信

運
搬

費
印

刷
製

本
費

負
担

金
会

議
費

報
償

費
委

託
料

手
数

料

一
般

管
理

費

賃
借

料
諸

謝
金

交
際

費
広

告
宣

伝
費

損
害

保
険

料
寄

附
金

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

有
形
固
定
資
産
減
価
償

却
費

無
形
固
定
資
産
減
価
償

却
費

た
な
卸
資
産
減
耗
費

企
業

債
利

息
他
会
計
借
入
金
利
息

一
時
借
入
金
利
息

企
業
債
手
数
料
及
び
取

扱
費

不
用
品
売
却
原
価

有
価
証
券
売
却
原
価

雑
費

減
価

償
却

費

資
産

減
耗

費

支
払
利
息
及
び
企
業

債
取
扱
諸
費

繰
延
資
産
償
却

雑
支

出

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

営
業
外
費
用

特
別
損

失
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３
自
動
車
運
送
事
業

節

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
旅

費
被

服
費

光
熱

水
費

備
消

品
費

ガ
ソ

リ
ン

費
軽

油
費

薪
炭

費
油

脂
費

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

動
力

費
部

分
品

費
材

料
費

タ
イ
ヤ
、
チ
ユ
ー
ブ
費

外
注

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

雑
費

建
物

修
繕

費
構
築
物
修
繕
費

機
械
装
置
修
繕
費

工
具
、
器
具
及
び
備
品

修
繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

目

運
転

費

車
両

修
繕

費

そ
の
他
修
繕
費

項

営
業
費

用

款

自
動
車
運
送
事

業
費
用

車
両
減
価
償
却
費

建
物
減
価
償
却
費

構
築
物
減
価
償
却
費

機
械
装
置
減
価
償
却
費

工
具
、
器
具
及
び
備
品

減
価
償
却
費

車
両
損
害
保
険
料

建
物
損
害
保
険
料

借
地

料
借

家
料

諸
施
設
使
用
料

通
信

運
搬

費
会

議
費

交
際

費
事

故
費

手
数

料
雑

費

報
酬

諸
謝

金
報

償
費

通
信

運
搬

費
会

議
費

交
際

費
手

数
料

寄
附

金
負

担
金

広
告

費
印

刷
製

本
費

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

保
険

料
賃

借
料

建
物
減
価
償
却
費

器
具
及
び
備
品
減
価
償

却
費

固
定
資
産
減
価
償
却
費

施
設
損
害
保
険
料

施
設

使
用

料

運
輸

管
理

費

一
般

管
理

費
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貸
倒
引
当
金
繰
入
額

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

雑
費

た
な
卸
資
産
減
耗
費

（
注
）
１
車
両
修
繕
費
そ
の
他
修
繕
費
、
運
輸
管
理
費
及
び
一
般
管
理
費
の
節
は
、
上
記
の
ほ

か
、
運
転
費
の
節
（
ガ
ソ
リ
ン
費
、
軽
油
費
、
薪
炭
費
、
油
脂
費
を
除
く
。）
に
よ
る

こ
と
。

２
営
業
外
費
用
の
目
及
び
節
は
、
１
水
道
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業
の
営
業
外
費
用

の
目
及
び
節
に
よ
る
こ
と
。

資
産

減
耗

費

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

営
業
外
費
用

特
別
損

失

４
電
気

事
業

節

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

退
職

給
付

費
法

定
福

利
費

厚
生

福
利

費
賃

金
潤

滑
油

脂
費

消
耗

品
費

建
物

修
繕

費
構
築
物
修
繕
費

機
械
装
置
修
繕
費

雑
修

繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

目

水
力

発
電

費

項

営
業
費

用

款

電
気
事
業
費
用

補
償

費
賃

借
料

託
送

料
損

害
保

険
料

交
付

金
通

信
運

搬
費

旅
費

寄
附

金
会

議
費

分
担

金
雑

費
減

価
償

却
費

固
定
資
産
除
却
費

共
有
設
備
費
分
担
額

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

架
空
電
線
路
修
繕
費

空
中
電
線
路
修
繕
費

保
安
開
閉
装
置
修
繕
費

保
安
通
信
装
置
修
繕
費

報
酬

独
立
電
話
線
路
修
繕
費

添
架
電
話
線
路
修
繕
費

空
中
線
施
設
修
繕
費

通
信
機
械
装
置
修
繕
費

委
託

運
転

費
養

成
費

研
究

費
建
設
分
担
関
連
費
振
替
額

附
帯
事
業
費
用
分
担
関

連
費
振
替
額

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

た
な
卸
資
産
減
耗
費

企
業

債
利

息
一
時
借
入
金
利
息

雑
利

息

送
電

費

一
般

管
理

費

資
産

減
耗

費

支
払

利
息

附
帯
事
業
費
用

財
務
費

用
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建
設
中
利
子
振
替
額

建
設
準
備
勘
定
償
却
費

固
定
資
産
売
却
原
価

事
業
外
固
定
資
産
管
理
費

財
産

偶
発

損
物
品
売
却
原
価

そ
の
他
雑
損
失

（
注
）
送
電
費
及
び
一
般
管
理
費
の
節
は
、
上
記
の
ほ
か
、
水
力
発
電
費
の
節
（
潤
滑
油
脂
費
、

構
築
物
修
繕
費
、
交
付
金
及
び
共
有
設
備
費
分
担
額
を
除
く
。）
に
よ
る
こ
と
。

雑
損

失

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

事
業
外
費
用

特
別
損

失

５
ガ
ス

事
業

目

原
料

費
購

入
ガ

ス
費

副
産

物
原

料
費

し
や
か
ん
燃
料
費

補
助

材
料

費
給

料
手

当
賞
与
引
当
金
繰
入
額

賃
金

旅
費

法
定

福
利

費
厚

生
福

利
費

退
職

給
付

費
修

繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

項

製
造

費

款

ガ
ス
事
業

費
用

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

電
力

水
道

料
使

用
ガ

ス
費

消
耗
工
具
器
具
備
品
費

消
耗

品
費

通
信

費
運

搬
費

保
険

料
た

な
卸

減
耗

費
固
定
資
産
除
却
費

諸
欠

損
雑

費
減

価
償

却
費

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

ガ
ス

売
上

原
価

コ
ー
ク
ス
売
上
原
価

タ
ー
ル
売
上
原
価

タ
ー
ル
製
品
売
上
原
価

そ
の
他
副
産
物
売
上
原
価

給
料

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

賃
金

旅
費

法
定

福
利

費
厚

生
福

利
費

退
職

給
付

費
修

繕
費

修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

電
力

水
道

料
使

用
ガ

ス
費

消
耗
、
工
具
、
器
具
備
品
費

消
耗

品
費

通
信

費
運

搬
費

保
険

料
賃

借
料

採
取

費
売

上
原

価

供
給
販
売
及
び
一
般
管
理
費
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試
験

研
究

費
た

な
卸

減
耗

費
固
定
資
産
除
却
費

諸
欠

損
雑

費
減

価
償

却
費

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

受
注

工
事

原
価

器
具

販
売

原
価

一
時
借
入
金
利
息

企
業

債
利

息
雑

支
出

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

（
注
）
採
取
費
の
目
は
、
製
造
費
の
目
に
準
じ
て
設
け
る
こ
と
。

そ
の
他
営
業
費
用

営
業

外
費

用

特
別

損
失

６
病
院

事
業

節

（
給

料
）

医
師

給
看

護
師

給
医
療
技
術
員
給

事
務

員
給

労
務

員
給

（
手

当
）

医
師

手
当

看
護

師
手

当

目

給
与

費

項

医
業
費

用

款

病
院
事
業
費
用

医
療
技
術
員
手
当

事
務

員
手

当
労

務
員

手
当

賞
与
引
当
金
繰
入
額

（
賃

金
）

（
報

酬
）

法
定

福
利

費
退

職
給

付
費

そ
の
他
引
当
金
繰
入
額

薬
品

費
診

療
材

料
費

給
食

材
料

費
医
療
消
耗
備
品
費

厚
生

福
利

費
報

償
費

旅
費

交
通

費
職

員
被

服
費

消
耗

品
費

消
耗

備
品

費
光

熱
水

費
燃

料
費

食
料

費
印

刷
製

本
費

修
繕

費
修
繕
引
当
金
繰
入
額

特
別
修
繕
引
当
金
繰
入
額

保
険

料
賃

借
料

通
信

運
搬

費
委

託
料

諸
会

費
貸
倒
引
当
金
繰
入
額

雑
費

建
物
減
価
償
却
費

構
築
物
減
価
償
却
費

器
械
備
品
減
価
償
却
費

車
両
減
価
償
却
費

材
料

費

経
費

減
価

償
却

費
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放
射
性
同
位
元
素
減
価

償
却
費

そ
の
他
有
形
固
定
資
産

減
価
償
却
費

無
形
固
定
資
産
減
価
償

却
費

た
な
卸
資
産
減
耗
費

固
定
資
産
除
却
費

研
究

材
料

費
謝

金
図

書
費

旅
費

研
究

雑
費

企
業

債
利

息
長
期
借
入
金
利
息

一
時
借
入
金
利
息

企
業
債
手
数
料
及
び
取

扱
費

不
用
品
売
却
原
価

そ
の
他
雑
損
失

資
産

減
耗

費

研
究

研
修

費

支
払
利
息
及
び
企
業

債
取
扱
諸
費

患
者
外
給
食
材
料
費

雑
損

失

固
定
資
産
売
却
損

減
損

損
失

災
害
に
よ
る
損
失

過
年
度
損
益
修
正
損

そ
の
他
特
別
損
失

医
業
外
費
用

特
別
損

失

固
定
資
産

１
水
道
事
業
又
は
工
業
用
水
道
事
業

目

事
務

所
用

地
施

設
用

地
そ

の
他

土
地

事
務

所
用

建
物

施
設

用
建

物
公
舎
合
宿
用
建
物

そ
の

他
建

物

原
水
及
び
浄
水
設
備

配
水

設
備

そ
の

他
構

築
物

電
気

設
備

内
燃

設
備

ポ
ン

プ
設

備
塩

素
滅

菌
設

備
量

水
器

そ
の
他
機
械
装
置

項

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却
累
計
額

構
築

物

構
築
物
減
価
償
却
累
計
額

機
械
及
び

装
置

機
械
及
び
装
置
減
価
償
却

累
計
額

車
両

運
搬

具
車
両
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

船
舶

船
舶
減
価
償
却
累
計
額

工
具
、
器
具
及
び
備
品

工
具
、
器
具
及
び
備
品
減

価
償
却
累
計
額

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償
却
累
計
額

款

有
形
固
定

資
産

資
産
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一
般

貸
付

金
他

会
計

貸
付

金
職

員
貸

付
金

建
設

仮
勘

定
そ
の
他
有
形
固
定
資
産

そ
の
他
有
形
固
定
資
産
減

価
償
却
累
計
額

水
利

権
借

地
権

地
上

権
特

許
権

施
設

利
用

権
リ

ー
ス

資
産

投
資
有
価

証
券

出
資

金
長

期
貸

付
金

貸
倒

引
当

金
基

金
長
期
前
払
消
費
税

そ
の

他
投

資
減
価
償
却
累
計
額

無
形
固
定

資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

２
軌
道
事
業
及
び
鉄
道
事
業

節
目

線
路

用
地

変
電

所
用

地
車
庫
、
工
場
用
地

倉
庫

用
地

事
務

所
用

地
公

舎
用

地
そ

の
他

用
地

変
電

所
建

物

項

土
地

建
物

款

運
送
施
設
有
形

固
定
資
産

軌
条
及
び
附
属
品

そ
の
他
軌
道
設
備

通
信

線
通
信
線
支
持
物

電
話

機
電

気
時

計
そ
の
他
諸
設
備

閉
そ

く
機

電
気

信
号

機
転

て
つ

装
置

踏
切
保
安
装
置

信
号

線
信
号
線
支
持
物

そ
の
他
諸
設
備

送
電

線
配

電
線

き
電

線
電

車
線

電
灯

電
力

線

車
庫
、
工
場
建
物

倉
庫

建
物

事
務

所
建

物
公

舎
建

物
そ

の
他

建
物

軌
道

土
工

橋
り

よ
う

ト
ン

ネ
ル

排
水

設
備

機
械
保
安
設
備

そ
の
他
諸
設
備

通
信

設
備

電
気
保
安
設
備

電
力

線
設

備

建
物
減
価
償
却

累
計
額

（
構
築
物
）

線
路
設

備

線
路
設
備
減
価

償
却
累
計
額

電
路
設

備
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電
力
線
支
持
物

帰
線

ボ
ン

ド
そ
の
他
諸
設
備

客
車

ト
ロ
リ
ー
バ
ス

貨
車

そ
の

他
車

両

変
電

所
機

械
通

信
機

械
工

場
機

械
医

療
機

械
そ

の
他

機
械

工
具

器
具

、
備

品
車
両
、
運
搬
具

電
路
設
備
減
価

償
却
累
計
額

そ
の
他
構
築
物

そ
の
他
構
築
物

減
価
償
却
累
計

額 車
両

車
両
減
価
償
却

累
計
額

機
械
装

置

機
械
装
置
減
価

償
却
累
計
額

工
具
、
器
具
及

び
備
品

工
具
、
器
具
及

び
備
品
減
価
償

却
累
計
額

リ
ー
ス
資
産

リ
ー
ス
資
産
減
価

償
却
累
計
額

建
設
仮
勘
定

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却

累
計
額

構
築

物

旅
客
誘
致
施
設

有
形
固
定
資
産

構
築
物
減
価
償

却
累
計
額

車
両
、
運
搬
具

車
両
、
運
搬
具

減
価
償
却
累
計

額 機
械
装

置
機
械
装
置
減
価

償
却
累
計
額

工
具
、
器
具
及

び
備
品

工
具
、
器
具
及

び
備
品
減
価
償

却
累
計
額

そ
の
他
有
形
固

定
資
産

そ
の
他
有
形
固

定
資
産
減
価
償

却
累
計
額

リ
ー
ス
資
産

リ
ー
ス
資
産
減
価

償
却
累
計
額

建
設
仮
勘
定

各
事
業
関
連
有

形
固
定
資
産

各
事
業
関
連
有

形
固
定
資
産
減

価
償
却
累
計
額

建
設
仮
勘
定

営
業

権
借

地
権

リ
ー
ス
資
産

そ
の
他
無
形
固

定
資
産

各
事
業
関
連
無

形
固
定
資
産

投
資
有
価
証
券

出
資

金

各
事
業
関
連
有

形
固
定
資
産

無
形
固
定
資
産

各
事
業
関
連
無

形
固
定
資
産

投
資
そ
の
他
の
資

産
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他
公
営
企
業
出
資
金

そ
の
他
出
資
金

他
会
計
長
期
貸
付
金

そ
の
他
長
期
貸
付
金

長
期
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

長
期
前
払
消
費
税

そ
の
他
投
資

減
価
償
却
累
計
額

３
自
動
車
運
送
事
業

項

車
両

車
両

減
価

償
却

累
計

額
建

物
建

物
減

価
償

却
累

計
額

構
築

物
構

築
物

減
価

償
却

累
計

額
機

械
及

び
装

置
機
械
及
び
装
置
減
価
償
却
累
計
額

工
具

、
器

具
及

び
備

品
工
具
、
器
具
及
び
備
品
減
価
償
却
累
計
額

土
地

そ
の

他
有

形
固

定
資

産
そ
の
他
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
累
計
額

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償
却
累
計
額

建
設

仮
勘

定

営
業

権
地

上
権

リ
ー

ス
資

産
そ

の
他

無
形

固
定

資
産

投
資

有
価

証
券

出
資

金
長

期
貸

付
金

貸
倒

引
当

金
基

金
長

期
前

払
消

費
税

そ
の

他
投

資
減

価
償

却
累

計
額

款

有
形

固
定

資
産

無
形

固
定

資
産

投
資

そ
の

他
の

資
産

４
電

気
事
業

節

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

れ
ん

が
造

木
造

水
車

発
電

機
主

要
変

圧
器

配
電
盤
開
閉
装
置

屋
外

鉄
構

基
礎

通
信
電
灯
電
力
装
置

運
材

装
置

修
繕
試
験
装
置

そ
の
他
機
械
装
置

工
具

器
具
及
び
備
品

車
両

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

れ
ん

が
造

木
造

鉄
塔

鉄
柱

目

土
地

水
源
か
ん
養
林

建
物

構
築

物
機

械
装

置

備
品

無
形
固
定
資
産

総
係

費
減
価
償
却
累
計
額

共
有
者
持
分
額

土
地

建
物

構
築

物

項

水
力
発
電
設
備

送
電
設

備

款

電
気
事
業
固
定

資
産
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コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱

木
柱

が
い

し
電

線
地

線
添

架
電

話
線

保
安
開
閉
装
置

電
力
用
蓄
電
器

屋
外

鉄
構

保
安
通
信
装
置

そ
の
他
機
械
装
置

工
具

器
具
及
び
備
品

車
両

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

れ
ん

が
造

木
造

独
立
電
話
線
路

添
架

電
話

線
空

中
線

施
設

通
信
機
械
装
置

そ
の
他
機
械
装
置

工
具

器
具
及
び
備
品

機
械

装
置

備
品

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償

却
累
計
額

建
設

仮
勘

定
建
設
準
備
勘
定

除
却

仮
勘

定
無
形
固
定
資
産

総
係

費
減
価
償
却
累
計
額

土
地

建
物

構
築

物

機
械

装
置

備
品

業
務
設

備

車
両

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償

却
累
計
額

建
設

仮
勘

定
建
設
準
備
勘
定

除
却

仮
勘

定
総

係
費

減
価
償
却
累
積
額

投
資
有
価
証
券

出
資

金
長
期
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

基
金

長
期
前
払
消
費
税

そ
の
他
投
資

減
価
償
却
累
計
額

附
帯
事
業
固
定

資
産

事
業
外
固
定
資

産 投
資
そ
の
他
の
資
産

５
ガ

ス
事
業

目

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却
累
計
額

構
築

物
構
築
物
減
価
償
却
累
計
額

機
械

装
置

機
械
装
置
減
価
償
却
累
計
額

船
舶

船
舶
減
価
償
却
累
計
額

車
両

運
搬

具
車
両
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

項

製
造

設
備

款

有
形
固
定

資
産
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工
具
、
器
具
及
び
備
品

工
具
、
器
具
及
び
備
品
減

価
償
却
累
計
額

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償
却
累
計
額

そ
の
他
製
造
設
備

そ
の
他
製
造
設
備
減
価
償

却
累
計
額

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却
累
計
額

構
築

物
構
築
物
減
価
償
却
累
計
額

機
械

装
置

機
械
装
置
減
価
償
却
累
計

額 導
管

導
管
減
価
償
却
累
計
額

ガ
ス

メ
ー

タ
ー

ガ
ス
メ
ー
タ
ー
減
価
償
却

累
計
額

船
舶

船
舶
減
価
償
却
累
計
額

車
両

運
搬

具
車
両
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

工
具
、
器
具
及
び
備
品

工
具
、
器
具
及
び
備
品
減

価
償
却
累
計
額

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償
却
累
計
額

そ
の
他
供
給
設
備

そ
の
他
供
給
設
備
減
価
償

却
累
計
額

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却
累
計
額

構
築

物
構
築
物
減
価
償
却
累
計
額

天
然
ガ
ス
採
取
設
備

供
給

設
備

業
務

設
備

休
止

設
備

機
械

装
置

機
械
装
置
減
価
償
却
累
計

額 そ
の
他
休
止
設
備

そ
の
他
休
止
設
備
減
価
償

却
累
計
額

（
注
）
天
然
ガ
ス
採
取
設
備
及
び
業
務
設
備
の
目
は
、
製
造
設
備
の
目
に
準
じ
て
設
け
る
こ
と
。

建
設

仮
勘

定

営
業

権
特

許
権

借
地

権
鉱

業
権

そ
の
他
無
形
固
定
資
産

投
資
有
価

証
券

出
資

金
長

期
貸

付
金

貸
倒

引
当

金
基

金
長
期
前
払
消
費
税

そ
の

他
投

資
減
価
償
却
累
計
額

無
形
固
定

資
産

投
資
そ
の
他
の
資
産

６
病

院
事
業

節
目

項

土
地

建
物

建
物
減
価
償
却
累
計
額

構
築

物
構
築
物
減
価
償
却
累
計
額

器
械

備
品

器
械
備
品
減
価
償
却
累
計
額

車
両

車
両
減
価
償
却
累
計
額

放
射

性
同

位
元

素

款

有
形
固
定
資
産
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放
射
性
同
位
元
素
減
価
償

却
累
計
額

リ
ー

ス
資

産
リ
ー
ス
資
産
減
価
償
却
累
計
額

建
設

仮
勘

定
そ
の
他
有
形
固
定
資
産

そ
の
他
有
形
固
定
資
産
減
価

償
却
累
計
額

借
地

権
地

上
権

電
話

加
入

権
リ

ー
ス

資
産

そ
の
他
無
形
固
定
資
産

投
資

有
価

証
券

長
期

貸
付

金
貸

倒
引

当
金

出
資

金
基

金
長

期
前

払
消

費
税

そ
の

他
投

資
減

価
償

却
累

計
額

無
形
固
定
資
産

投
資
そ
の
他
の
資

産

流
動
資

産

項

現
金

預
金

営
業

未
収

金
営

業
外

未
収

金
そ

の
他

未
収

金

款

現
金

・
預

金

未
収

金

貸
倒

引
当

金
有

価
証

券
受

取
手

形
貸

倒
引

当
金

貯
蔵

品
短

期
貸

付
金

一
般

短
期

貸
付

金
他

会
計

貸
付

金
職

員
貸

付
金

未
経

過
保

険
料

そ
の

他
前

払
費

用

（
注
）
病
院
事
業
に
あ
つ
て
は
、
「
営
業
」
と
あ
る
の
は
「
医
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
（
負
債
の
部
流
動
負
債
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）
。

貸
倒

引
当

金
前

払
費

用

前
払

金
未

収
収

益
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
流

動
資

産

繰
延
資
産 款

災
害

に
よ

る
損

失

資
本

金

項
款

資
本

金

資
本
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剰
余

金

目

繰
越
利
益
剰
余
金
年
度
末
残
高

（
繰
越
欠
損
金
年
度
末
残
高
）

当
年

度
純

利
益

（
当
年
度
純
損
失
）

項

再
評
価
積

立
金

受
贈
財
産
評
価
額

寄
附

金
そ
の
他
資
本
剰
余
金

減
債

積
立

金
利

益
積

立
金

そ
の
他
積

立
金

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
）

款

資
本

剰
余

金

利
益

剰
余

金

固
定
負

債

項

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

そ
の

他
の

企
業

債

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金

そ
の

他
の

長
期

借
入

金

退
職

給
付

引
当

金
特

別
修

繕
引

当
金

そ
の

他
引

当
金

款

企
業

債

他
会

計
借

入
金

リ
ー

ス
債

務
引

当
金

そ
の

他
固

定
負

債

負
債

流
動
負
債

項

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債

そ
の

他
の

企
業

債

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金

そ
の

他
の

長
期

借
入

金

営
業

未
払

金
そ

の
他

未
払

金

営
業

前
受

金
営

業
外

前
受

金
そ

の
他

前
受

金

退
職

給
付

引
当

金
賞

与
引

当
金

修
繕

引
当

金
特

別
修

繕
引

当
金

そ
の

他
引

当
金

款

一
時

借
入

金
企

業
債

他
会

計
借

入
金

リ
ー

ス
債

務
未

払
金

未
払

費
用

前
受

金

前
受

収
益

引
当

金

そ
の

他
流

動
負

債

繰
延
収
益 款

長
期

前
受

金
長
期
前
受
金
収
益
化
累
計
額

（
注
）
二
以
上
の
事
業
を
通
じ
て
一
の
特
別
会
計
を
設
け
て
経
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

収
益
中
営
業
外
収
益
、
費
用
中
営
業
外
費
用
及
び
固
定
資
産
中
投
資
の
科
目
は
、
各
事
業
を

通
じ
て
一
の
科
目
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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別 表 第 二 号 （ 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条 関 係 ）

有 形 固 定 資 産 の 耐 用 年 数
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113



114



115
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無 形 固 定 資 産 の 耐 用 年 数

別 表 第 三 号 （ 第 十 六 条 関 係 ）

固 定 資 産 の 償 却 率

別 表 第 四 号 （ 第 十 五 条 関 係 ）
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別
記
第
一
号
（
第
四
十
五
条
関
係
）
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別
記
第
二
号
（
第
四
十
六
条
関
係
）

119



120



（
注
）
１
報
酬
、
給
料
又
は
賃
金
を
も
つ
て
支
弁
さ
れ
る
職
員
で
予
算
の
積
算
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
「
職
員
数
」
の
「
一
般
職
」
欄
は
、
報
酬
又
は
賃
金
を
も
つ
て
支
弁
さ
れ
る
職
員
を
除
く
こ
と
。

２
（
）
内
に
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５
年
法
律
第
２６
１
号
）
第
２８
条
の
５
第
１
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
外
書
き
す
る
こ
と
。

給
与
費
明
細
書

１
総
括

合
計

（
千
円
）

����������

法
定

福
利
費

（
千
円
）

何
手
当

（
千
円
）

給
与

費
計

（
千
円
）

何
手
当

（
千
円
）

手
当

（
千
円
）

何
手
当

（
千
円
）

賃
金

（
千
円
）

何
手
当

（
千
円
）

給
料

（
千
円
）

報
酬

（
千
円
）

何
手
当

（
千
円
）

職
員
数

一
般
職

（
人
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

何
手
当

（
千
円
）

特
別
職

（
人
）

区
分

損
益
勘
定
支
弁
職
員

資
本
勘
定
支
弁
職
員

合
計

損
益
勘
定
支
弁
職
員

資
本
勘
定
支
弁
職
員

合
計

損
益
勘
定
支
弁
職
員

資
本
勘
定
支
弁
職
員

合
計

区
分

本
年
度

前
年
度

比
較

手
当
の

内
訳

本 年 度 前 年 度 比 較 ２
給
料
及
び
手
当
の
増
減
額
の
明
細

備
考

（
注
）
１
一
般
職
の
職
員
の
給
与
（
報
酬
又
は
賃
金
を
も
つ
て
支
弁
さ
れ
る
職
員
に
係
る
給
与
を
除
く
。）
に
つ
い
て
記
載
す

る
こ
と
。

２
「
説
明
」
欄
に
は
、
増
減
事
由
別
内
訳
の
金
額
の
積
算
等
を
適
宜
記
載
す
る
と
と
も
に
、
手
当
の
制
度
改
正
に
伴
う

増
減
分
に
つ
い
て
当
該
手
当
の
種
類
別
の
内
訳
を
記
載
す
る
こ
と
。

説
明

増
減
事
由
別
内
訳

（
千
円
）

給
与
改
定
に
伴
う
増
減
分

昇
給
に
伴
う
増
加
分

そ
の
他
の
増
減
分

制
度
改
正
に
伴
う
増
減
分

そ
の
他
の
増
減
分

増
減
額

（
千
円
）

区
分

給
料

手
当

３
給
料
及
び
手
当
の
状
況

盧
職
員
１
人
当
た
り
給
与

����������������

職
種

（
何
々
職
）

職
種

（
何
々
職
）

区
分

平
均
給
料
月
額（
円
）

平
均
給
与
月
額（
円
）

平
均
年
齢
（
歳
）

平
均
給
料
月
額（
円
）

平
均
給
与
月
額（
円
）

平
均
年
齢
（
歳
）

年
月

日
現
在

年
月

日
現
在

別
記
第
三
号
（
第
四
十
六
条
関
係
）

給
与
費
明
細
書
様
式

����������������������������������

何
々

職
何

々
職

合
計

区
分

職
員

数
�
（
人
）

昇
給
に
係
る
職
員
数
�
（
人
）

２
号
給
（
人
）

４
号
給
（
人
）

６
号
給
（
人
）

８
号
給
（
人
）

何
号
給
（
人
）

比
率

�
／
�
（
％
）

職
員

数
�
（
人
）

昇
給
に
係
る
職
員
数
�
（
人
）

２
号
給
（
人
）

４
号
給
（
人
）

６
号
給
（
人
）

８
号
給
（
人
）

何
号
給
（
人
）

比
率

�
／
�
（
％
）

号
給
数
内
訳

号
給
数
内
訳

本 年 度 前 年 度
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眇
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

備
考

眄
定
年
退
職
及
び
勧
奨
退
職
に
係
る
退
職
手
当

眩
そ
の
他
の
手
当

差
異
の

内
容

備
考

職
制
上
の
段
階
、
職
務
の

級
等
に
よ
る
加
算
措
置

そ
の
他
の

加
算
措
置
等

一
般
会
計
の
制
度
と
の
異
同

最
高
限
度

（
月
分
）

支
給
率
計

（
月
分
）

（
）

（
）

（
）

３５
年
勤
続
の

者
（
月
分
）

支
給
期
別

支
給

率

１２
月
（
月
分
）

（
）

（
）

（
）

２５
年
勤
続
の

者
（
月
分
）

６
月
（
月
分
）

（
）

（
）

（
）

区
分

扶
養

手
当

地
域

手
当

住
居

手
当

通
勤

手
当

２０
年
勤
続
の

者
（
月
分
）

区
分

本
年

度

前
年

度

一
般
会
計
の
制
度

区
分

支
給
率

等

一
般
会
計
の
制
度

（
支
給
率
等
）

（
注
）
１
一
般
職
の
職
員
の
給
与
（
報
酬
又
は
賃
金
を
も
つ
て
支
弁
さ
れ
る
職
員
に
係
る
給
与
を
除
く
。）
に
つ
い
て

記
載
す
る
こ
と
。

２
「
盧
職
員
１
人
当
た
り
給
与
」
及
び
「
蘯
級
別
職
員
数
」
は
予
算
調
整
時
及
び
そ
の
１
年
前
の
数
値
に
よ
り
、

「
眈
特
殊
勤
務
手
当
」
の
支
給
対
象
職
員
の
比
率
は
予
算
調
整
時
の
数
値
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
こ

と
。

３
「
盧
職
員
１
人
当
た
り
給
与
」
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

４
「
盧
職
員
１
人
当
た
り
給
与
」
の
「
平
均
給
与
月
額
」
は
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
退
職
手
当
及
び
寒
冷

地
手
当
を
除
い
て
算
定
す
る
こ
と
。

５
「
盪
初
任
給
」、
「
眇
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
」
及
び
「
眄
定
年
退
職
及
び
勧
奨
退
職
に
係
る
退
職
手
当
」
の

「
一
般
会
計
の
制
度
」
又
は
「
眩
そ
の
他
の
手
当
」
の
「
一
般
会
計
の
制
度
と
の
異
同
」
は
、
一
部
事
務
組

合
又
は
広
域
連
合
経
営
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
主
た
る
構
成
団
体
の
一
般
会
計
の
制
度
」
又

は
「
主
た
る
構
成
団
体
の
一
般
会
計
の
制
度
と
の
異
同
」
と
し
、
財
務
規
定
等
の
み
を
適
用
し
て
い
る
事
業

（
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
経
営
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
国
の
制
度
」
又
は

「
国
の
制
度
と
の
異
同
」
と
す
る
こ
と
。

６
「
盪
初
任
給
」
の
「
一
般
会
計
の
制
度
」
欄
の
「
何
々
職
」
の
区
分
は
、
当
該
事
業
会
計
に
お
い
て
職
員
に

適
用
さ
れ
る
給
料
表
に
対
応
す
る
一
般
会
計
の
職
員
の
給
料
表
の
区
分
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
般
会
計

の
職
員
の
給
料
表
に
お
い
て
対
応
す
る
も
の
が
な
く
、
国
の
制
度
に
お
い
て
対
応
す
る
俸
給
表
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
俸
給
表
が
適
用
さ
れ
る
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
旨
注
記
す
る
こ
と
。

７
「
蘯
級
別
職
員
数
」
の
（
）
内
に
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
外
書
き
す
る
こ
と
。

８
「
蘯
級
別
職
員
数
」
の
「（
級
別
の
標
準
的
な
職
務
内
容
）」
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
事
業
会
計
に
お
け
る

最
も
代
表
的
な
職
種
の
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
に
係
る
職
種
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

９
「
盻
昇
給
」
の
「
職
員
数
」
欄
に
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
数
を
記
載
す
る
こ
と
。

１０
「
眇
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
」
は
、
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
作
成
す
る

も
の
と
し
、
「
支
給
期
別
支
給
率
」
欄
及
び
「
支
給
率
計
」
欄
に
は
当
該
職
員
の
標
準
的
な
支
給
率
を
、
こ

れ
ら
の
欄
の
（
）
内
に
は
再
任
用
職
員
の
標
準
的
な
支
給
率
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
号
（
第
四
十
六
条
関
係
）
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別
記
第
五
号
（
第
四
十
六
条
関
係
）

債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
調
書
様
式

別
記
第
六
号
（
第
四
十
七
条
関
係
）

継
続
費
繰
越
計
算
書
様
式

別
記
第
七
号
（
第
四
十
七
条
関
係
）

継
続
費
精
算
報
告
書
様
式

別
記
第
八
号
（
第
四
十
七
条
関
係
）

繰
越
計
算
書
様
式
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別
記
第
九
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

決
算
報
告
書
様
式
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別
記
第
十
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

損
益
計
算
書
様
式 平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
損
益
計
算
書

（
平
成
年
月
日
か
ら
平
成
年
月
日
ま
で
）

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

当
年
度
純
利
益
（
又
は
当
年
度
純
損
失
）

前
年
度
繰
越
利
益
剰
余
金
（
又
は
前
年
度
繰
越
欠
損
金
）

そ
の
他
未
処
分
利
益
剰
余
金
変
動
額

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金
（
又
は
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
）

１
営
業
収
益

盧
何

々
盪
何

々
２
営
業
費
用

盧
何

々
盪
何

々
営
業
利
益
（
又
は
営
業
損
失
）

３
営
業
外
収
益

盧
何

々
盪
何

々
４
営
業
外
費
用

盧
何

々
盪
何

々
経
常
利
益
（
又
は
経
常
損
失
）

５
特
別
利
益

盧
何

々
盪
何

々
６
特
別
損
失

盧
何

々
盪
何

々

資
本
合
計

剰
余

金
利

益
剰

余
金

利
益
剰
余

金
合
計

未
処
分
利
益

剰
余
金

（
繰
越
利
益
剰
余
金
）

（当
年度
未処
分利
益剰
余金
）

何
々

積
立
金

利
益

積
立
金

減
債

積
立
金

資
本

剰
余

金
資
本
剰
余

金
合
計

何
々

寄
附
金

受
贈
財
産

評
価
額

再
評
価

積
立
金

資
本
金

前
年
度
末
残
高

前
年
度
処
分
額

議
会
の
議
決
に
よ
る
処
分
額

何
々

何
々

条
例
第

条
に
よ
る
処
分
額

何
々

何
々

処
分
後
残
高

当
年
度
変
動
額

何
々

何
々

当
年
度
純
利
益

当
年
度
末
残
高

別
記
第
十
一
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

剰
余
金
計
算
書
様
式

平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
剰
余
金
計
算
書

（
平
成
年
月
日
か
ら
平
成
年
月
日
ま
で
）

（
注
）
１

欠
損
金
計
算
書
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
。

２
こ
の
計
算
書
に
お
け
る
�
表
記
は
、
減
少
、
損
失
又
は
欠
損
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
前
年
度
処
分
額
、
当
年
度
変
動
額
の
欄
中
「
何
々
」
と
あ
る
の
は
、
処
分
、
変
動
の
内
訳
に
つ
い
て
事
由
（
何
々
積
立
金
の
積
立
、
欠
損
補
�
、
出
資
の
受
入
れ
な
ど
）
ご

と
に
記
載
す
る
こ
と
。

４
議
会
の
議
決
に
よ
る
処
分
額
の
欄
は
、
法
第
３２
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
に
よ
る
処
分
を
行
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
条
例
第

条
に
よ
る
処
分
額
の
欄
は
、

法
第
３２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
行
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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未
処
分
利
益
剰
余
金

（
繰
越
利
益
剰
余
金
）

資
本
剰
余
金

資
本
金

当
年
度
末
残
高

議
会
の
議
決
に
よ
る
処
分
額

何
々

何
々

条
例
第

条
に
よ
る
処
分
額

何
々

何
々

処
分
後
残
高

別
記
第
十
二
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

剰
余
金
処
分
計
算
書
様
式

平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
剰
余
金
処
分
計
算
書

（
注
）
１
欠
損
金
処
理
計
算
書
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
こ
と
。

２
こ
の
計
算
書
に
お
け
る
�
表
記
は
、
減
少
又
は
欠
損
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
「
何
々
」
は
、
処
分
の
内
訳
に
つ
い
て
事
由
（
何
々
積
立
金
の
積
立
、
欠
損
補
�
な
ど
）
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。

４
条
例
第
条
に
よ
る
処
分
額
の
欄
は
、
法
第
３２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
行
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、

記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
記
第
十
三
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

貸
借
対
照
表
様
式 平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
貸
借
対
照
表

（
平
成

年
月

日
）

資
産

の
部

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

１
固
定
資
産

盧
有
形
固
定
資
産

イ
何

々
減
価
償
却
累
計
額

ロ
何

々
減
価
償
却
累
計
額

有
形
固
定
資
産
合
計

盪
無
形
固
定
資
産

イ
何

々
ロ
何

々
無
形
固
定
資
産
合
計

蘯
投
資
そ
の
他
の
資
産

イ
何

々
ロ
何

々
貸
倒
引
当
金

投
資
そ
の
他
の
資
産
合
計

固
定
資
産
合
計

２
流
動
資
産

盧
現
金
預
金

盪
未

収
金

貸
倒
引
当
金

蘯
有
価
証
券

盻
貯

蔵
品

眈
短
期
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

眇
前
払
費
用

眄
前

払
金

眩
未
収
収
益

貸
倒
引
当
金

眤
そ
の
他
流
動
資
産

流
動
資
産
合
計

３
繰
延
資
産

資
産
合
計
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負
債

の
部

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

４
固
定
負
債

盧
企

業
債

イ
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に

充
て
る
た
め
の
企
業
債

ロ
そ
の
他
の
企
業
債

企
業
債
合
計

盪
他
会
計
借
入
金

イ
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に

ロ
そ
の
他
の
長
期
借
入
金

他
会
計
借
入
金
合
計

蘯
リ
ー
ス
債
務

盻
引

当
金

イ
何
々
引
当
金

ロ
何
々
引
当
金

引
当

金
合

計
眈
そ
の
他
固
定
負
債

固
定
負
債
合
計

５
流
動
負
債

盧
一
時
借
入
金

盪
企

業
債

イ
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に

充
て
る
た
め
の
企
業
債

ロ
そ
の
他
の
企
業
債

企
業

債
合

計
蘯
他
会
計
借
入
金

イ
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に

ロ
そ
の
他
の
長
期
借
入
金

他
会
計
借
入
金
合
計

盻
リ
ー
ス
債
務

眈
未

払
金

眇
未
払

費
用

眄
前

受
金

眩
前
受

収
益

眤
引

当
金

イ
何
々
引
当
金

ロ
何
々
引
当
金

引
当

金
合

計

充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金

充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金

別
記
第
十
四
号
（
第
四
十
八
条
関
係
）

事
業
報
告
書
様
式

平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
報
告
書

１
概

況
盧
総
括
事
項

盪
議
会
議
決
事
項

蘯
行
政
官
庁
認
可
事
項

盻
職
員
に
関
す
る
事
項

眈
料
金
そ
の
他
供
給
条
件
の
設
定
、
変
更
に
関
す
る
事
項

２
工

事
盧
建
設
工
事
の
概
況

盪
改
良
工
事
の
概
況

蘯
保
存
工
事
の
概
況

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

資
本

の
部

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

�
×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

眞
そ
の
他
流
動
負
債

流
動
負
債
合
計

６
繰
延
収
益

長
期
前
受
金

収
益
化
累
計
額

繰
延
収
益
合
計

負
債

合
計

７
資

本
金

８
剰

余
金

盧
資
本
剰
余
金

イ
再
評
価
積
立
金

ロ
受
贈
財
産
評
価
額

ハ
寄

附
金

ニ
何

々
資
本
剰
余
金
合
計

盪
利
益
剰
余
金

イ
減
債
積
立
金

ロ
利
益
積
立
金

ハ
何
々
積
立
金

ニ
利
益
剰
余
金
合
計

剰
余

金
合

計
資

本
合

計
負
債
資
本
合
計

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金
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３
業

務
盧
業

務
量

盪
事
業
収
入
に
関
す
る
事
項

蘯
事
業
費
に
関
す
る
事
項

盻
そ
の
他
主
要
な
事
項

４
会

計
盧
重
要
契
約
の
要
旨

盪
企
業
債
及
び
一
時
借
入
金
の
概
況

蘯
そ
の
他
会
計
経
理
に
関
す
る
重
要
事
項

５
附
帯
事
項

盧
何
事
業
の
概
況

６
そ

の
他

盧
決
算
日
後
に
生
じ
た
企
業
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
実

盪
そ

の
他

別
記
第
十
五
号
（
第
四
十
九
条
関
係
）

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
様
式

平
成
何
年
度
（
地
方
公
共
団
体
名
）
何
事
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

（
平
成

年
月

日
か
ら
平
成

年
月

日
ま
で
）

�
×
×
×

�
×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

（
直
接
法
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
）

１
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

原
材
料
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
よ
る
支
出

人
件
費
支
出

そ
の
他
の
事
業
支
出

営
業
収
入

負
担
金
、
補
助
金
等
収
入

何
々

小
計
利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額

利
息
の
支
払
額

何
々

業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

２
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

無
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

無
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

有
価
証
券
の
取
得
に
よ
る
支
出

有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

国
庫
補
助
金
等
に
よ
る
収
入

一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
る
収
入

何
々

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

３
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

一
時
借
入
れ
に
よ
る
収
入

一
時
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収

入 建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に

よ
る
支
出

そ
の
他
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
他
会
計
借
入
金
に

よ
る
収
入

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
他
会
計
借
入
金
の

返
済
に
よ
る
支
出

そ
の
他
の
他
会
計
借
入
金
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
他
会
計
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

他
会
計
か
ら
の
出
資
に
よ
る
収
入

何
々

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

資
金
に
係
る
換
算
差
額

資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
）

資
金
期
首
残
高

資
金
期
末
残
高

（
間
接
法
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
）

１
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

当
年
度
純
利
益

減
価
償
却
費

減
損
損
失

貸
倒
引
当
金
の
増
減
額
（
�
は
減
少
）

長
期
前
受
金
戻
入
額

受
取
利
息
及
び
受
取
配
当
金

支
払
利
息

為
替
差
損
益
（
�
は
益
）

有
形
固
定
資
産
売
却
損
益
（
�
は
益
）

未
収
金
の
増
減
額
（
�
は
増
加
）

未
払
金
の
増
減
額
（
�
は
減
少
）

た
な
卸
資
産
の
増
減
額
（
�
は
増
加
）

何
々

小
計
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×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

�
×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額

利
息
の
支
払
額

何
々

業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

２
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

無
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

無
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

有
価
証
券
の
取
得
に
よ
る
支
出

有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入

国
庫
補
助
金
等
に
よ
る
収
入

一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
る
収
入

何
々

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

３
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

一
時
借
入
れ
に
よ
る
収
入

一
時
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収

入 建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に

よ
る
支
出

そ
の
他
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
他
会
計
借
入
金
に

よ
る
収
入

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
他
会
計
借
入
金
の

返
済
に
よ
る
支
出

そ
の
他
の
他
会
計
借
入
金
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
他
会
計
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

他
会
計
か
ら
の
出
資
に
よ
る
収
入

何
々

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

資
金
に
係
る
換
算
差
額

資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
）

資
金
期
首
残
高

資
金
期
末
残
高

備
考

年
度
末
償

却
未
済
高

減
価
償
却
累
計
額 累
計

当
年
度

減
少
額

当
年
度

増
加
額

年
度
末

現
在
高

当
年
度

減
少
額

当
年
度

増
加
額

年
度
当
初

現
在
高

資
産
の

種
類

備
考

（
注
）
１

貸
借
対
照
表
に
揚
げ
る
資
産
の
科
目
の
種
類
別
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
種
類
別
に
よ
る
資
産
の
科
目
の
総
額
が
一
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、「
そ
の

他
」
と
し
て
一
括
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
著
し
い
増
減
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
備
考
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

４
第
１４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
減
価
償
却
の
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
具
体
的
内
容
を
備
考
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

年
度
末

現
在
高

当
年
度
減

価
償
却
高

当
年
度

減
少
額

当
年
度

増
加
額

年
度
当
初

現
在
高

資
産

の
種

類

計

備
考

（
注
）
１

各
部
の
款
項
目
節
は
、
勘
定
科
目
の
区
分
に
よ
る
こ
と
。

２
令
第
１７
条
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
で
き
な
い
費

用
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
そ
の
予
算
額
を
掲
記
す
る
こ
と
。

３
収
益
、
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
と
す
る
も
差
し
つ
か
え
な
い
こ
と
。

金
額

円

節
目

項
款

収
益

合
計

費
用

合
計

別
記
第
十
六
号
（
第
四
十
九
条
関
係
）

収
益
費
用
明
細
書
様
式

収
益
費
用
明
細
書

別
記
第
十
七
号
（
第
四
十
九
条
関
係
）

固
定
資
産
明
細
書
様
式

盧
有
形
固
定
資
産
明
細
書

盪
無
形
固
定
資
産
明
細
書
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別
記
第
五
十
号
（
第
五
十
条
関
係
）

試
　算

　表
　様

　式

備
考

（
注
）
１

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
と
そ
の
他
の
企
業
債
は
、
種
類
の
欄
で

区
分
す
る
こ
と
。

２
利
率
の
欄
に
は
、
年
利
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
利
率
見
直
し
方
式
に
よ
る
借
入

れ
を
行
つ
た
場
合
は
、
文
言
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
借
入
条
件
に
つ
い
て
著
し
い
異
動
が
あ
つ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
備
考
欄
に
記
載
す
る

こ
と
。

４
計
の
欄
の
（

）
内
に
は
、
償
却
原
価
法
適
用
後
の
未
償
還
残
高
の
合
計
額
を
記
載
す
る

こ
と
。

償
還

終
期

利
率

発
行

価
額

未
償
還

残
高

（
）

償
還

高

償
還
高

累
計

当
年
度

償
還
高

発
行

総
額

発
行

年
月
日

種
類

計

別
記
第
十
八
号
（
第
四
十
九
条
関
係
）

企
業
債
明
細
書
様
式

企
業
債
明
細
書

別
記
第
十
九
号
（
第
五
十
条
関
係
）

別
記
第
二
十
号
（
第
五
十
一
条
関
係
）

地
方
公
営
企
業
法
適
用
状
況
異
動
報
告
書
の
様
式
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9
9

24
10

19

24
20

27
40

3
24

6
27

73
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38
12

12
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67

24
5
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151



４
　
地
方
公
営
企

業
の
会
計
規
程
（
例
）
に
つ
い
て
(
通
知
）

152



153
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地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 九 十 二 号 ） の

一 部 改 正 に 伴 い 、 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 の 準 則 を 別 添 の と お り 送 付 す る の で 、 参 考 と さ れ た い 。

な お 、 企 業 職 員 の 給 与 制 度 改 正 の 趣 旨 に つ い て は 地 方 公 営

企 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 施 行 に つ い て の 通 知 （ 昭

和 四 十 一 年 七 月 五 日 づ け 自 治 企 第 百 五 号 自 治 事 務 次 官 通

知 ） に お い て 示 さ れ て い る と お り で あ る か ら 、 そ の 内 容 を

充 分 ご 了 知 の う え 企 業 職 員 の 給 与 の 運 用 に つ い て 遺 憾 の な

い よ う さ れ た い 。

お つ て 、 貴 管 下 市 町 村 に 対 し 、 こ の 旨 通 知 の う え よ ろ し

く ご 指 導 願 い た い 。

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 案 ）

（ こ の 条 例 の 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律

第 二 百 九 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 八 条 第 四

項 の 規 定 に 基 づ き 、 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。

（ 給 与 の 種 類 ）

第 二 条 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 及 び 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下

「 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 の 種 類 は 、 給 料 及 び 手 当 と す

る 。

２ 給 料 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 に よ る 勤 務 に 対 す る 報 酬 で あ

つ て 、 手 当 を 除 い た 全 額 と す る 。

３ 手 当 の 種 類 は 、 管 理 職 手 当 、 初 任 給 調 整 手 当 、 扶 養 手

当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当 、 通 勤 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 特

殊 勤 務 手 当 、 特 地 勤 務 手 当 （ 第 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。 ） 、 寒 冷 地 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、

休 日 勤 務 手 当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 管 理 職 員 特

別 勤 務 手 当 、 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 定 任 期 付 職 員 業 績

手 当 、 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 及 び 退 職 手 当 と す る 。

（ 給 料 表 ）

第 三 条 給 料 に つ い て は 、 職 員 の 職 務 の 種 類 に 応 じ 、 必 要

な 種 類 の 給 料 表 を 設 け る も の と す る 。

２ 給 料 表 の 給 料 額 は 、 職 務 の 級 及 び 当 該 職 務 の 級 ご と の

号 給 を 設 け て 定 め る も の と す る 。

３ 給 料 表 の 種 類 、 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 及 び 号 給 の 数

並 び に 各 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 額 及 び 号 給

間 の 給 料 額 の 差 額 は 、 法 第 三 十 八 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 の 趣 旨 に 従 つ て 定 め な け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 職 手 当 ）

第 四 条 管 理 職 手 当 は 、 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の

職 の う ち 、 そ の 特 殊 性 に 基 づ き 管 理 者 が 指 定 す る も の に

つ い て 支 給 す る 。

（ 初 任 給 調 整 手 当 ）

第 五 条 初 任 給 調 整 手 当 は 、 専 門 的 知 識 を 必 要 と し 、 か つ 、

採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 職 に 新

た に 採 用 さ れ た 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。

（ 扶 養 手 当 ）

第 六 条 扶 養 手 当 は 、 扶 養 親 族 の あ る 職 員 に 対 し て 支 給 す

る 。

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 （ 案 ） に つ い て

（
昭 和 四 十 一 年 八 月 二 十 五 日 自 治 企 一 第 四 号

各 都 道 府 県 知 事 ・ 六 大 市 長 宛 自 治 省 財 政 局 長 通 知 ）

改 正 昭 和 四 十 三 年 十 一 月 十 五 日 自 治 企 一 第 七 十 八 号

昭 和 四 十 六 年 一 月 十 二 日 自 治 企 一 第 二 号

昭 和 五 十 年 十 月 十 七 日 自 治 企 一 第 百 四 十 七 号

昭 和 五 十 一 年 三 月 二 十 七 日 自 治 企 一 第 六 十 七 号

自 治 企 二 第 四 十 八 号

昭 和 五 十 八 年 一 月 十 七 日 自 治 企 一 第 三 号

昭 和 六 十 年 六 月 三 日 自 治 企 一 第 五 十 七 号

昭 和 六 十 一 年 一 月 二 十 八 日 自 治 企 一 第 五 号

平 成 元 年 五 月 八 日 自 治 企 一 第 六 十 二 号

平 成 二 年 二 月 八 日 自 治 企 一 第 十 二 号

平 成 三 年 十 二 月 二 十 四 日 自 治 企 一 第 百 十 号

平 成 六 年 九 月 一 日 自 治 企 一 第 六 十 三 号

平 成 七 年 三 月 三 十 一 日 自 治 企 一 第 三 十 二 号

平 成 七 年 十 月 三 十 日 自 治 企 一 第 九 十 八 号

平 成 十 一 年 十 月 二 十 九 日 自 治 企 一 第 九 十 六 号

平 成 十 一 年 十 二 月 六 日 自 治 企 一 第 九 十 七 号

平 成 十 三 年 十 一 月 二 十 八 日 総 財 公 第 八 十 五 号

平 成 十 三 年 十 二 月 二 十 八 日 総 財 公 第 九 十 四 号

平 成 十 四 年 六 月 二 十 八 日 総 財 公 第 五 十 四 号

平 成 十 四 年 十 一 月 二 十 二 日 総 財 公 第 九 十 一 号

平 成 十 六 年 一 月 十 五 日 総 財 公 第 三 号

平 成 十 七 年 一 月 二 十 日 総 財 公 第 四 号

平 成 十 八 年 一 月 十 八 日 総 財 公 第 四 号

平 成 十 九 年 八 月 二 十 九 日 総 財 公 第 百 三 十 号

平 成 二 十 一 年 五 月 十 四 日 総 財 公 第 七 十 六 号

平 成 二 十 二 年 五 月 十 三 日 総 財 公 第 四 十 六 号

平 成 二 十 三 年 五 月 九 日 総 財 公 第 五 十 七 号

（
通
知
）
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２ 職 員 が 住 居 を 移 転 し た 場 合 （ 管 理 者 が 指 定 す る 場 合 に

限 る 。 ） に お い て 、 当 該 移 転 の 直 後 に 勤 務 す る 事 業 所 が

特 地 事 業 所 又 は 管 理 者 が 指 定 す る こ れ ら に 準 じ る 事 業 所

（ 以 下 「 準 特 地 事 業 所 」 と い う 。 ） に 該 当 す る と き は 、

当 該 職 員 に 対 し て 、 管 理 者 が 指 定 す る 期 間 、 特 地 勤 務 手

当 に 準 ず る 手 当 を 支 給 す る 。

３ 新 た に 特 地 事 業 所 又 は 準 特 地 事 業 所 に 該 当 す る こ と と

な つ た 事 業 所 に 勤 務 す る 職 員 の う ち 、 前 項 の 規 定 に よ る

手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ

る 職 員 に 対 し て 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 、 特 地 勤 務 手 当 に

準 ず る 手 当 を 支 給 す る 。

（ 寒 冷 地 手 当 ）

第 十 条 寒 冷 地 手 当 は 、 著 し く 寒 冷 な 地 域 と し て 管 理 者 が

指 定 す る も の に 勤 務 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。

（ 時 間 外 勤 務 手 当 ）

第 十 一 条 時 間 外 勤 務 手 当 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 外 に 勤 務 す

る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し て 、 正 規 の 勤 務 時 間 を こ

え て 勤 務 し た 全 時 間 に つ い て 支 給 す る 。

（ 休 日 勤 務 手 当 ）

第 十 二 条 職 員 に は 、 正 規 の 勤 務 日 が 休 日 等 （ 国 民 の 祝 日

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定

す る 休 日 （ 以 下 「 祝 日 法 に よ る 休 日 」 と い う 。 ） 及 び 年

末 年 始 の 休 日 （ 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で

の 日 を い い 、 祝 日 法 に よ る 休 日 を 除 く 。 ） を い い 、 代 休

日 を 指 定 さ れ て 、 当 該 休 日 に 割 り 振 ら れ た 勤 務 時 間 の 全

部 を 勤 務 し た 職 員 に あ つ て は 、 当 該 休 日 に 代 わ る 代 休 日

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に あ た つ て も 、 正 規 の 給 与 を 支 給

す る 。

２ 休 日 勤 務 手 当 は 、 休 日 等 に お い て 正 規 の 勤 務 時 間 中 に

勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し て 、 当 該 勤 務 し た

全 時 間 に つ い て 支 給 す る 。

（ 夜 間 勤 務 手 当 ）

第 十 三 条 夜 間 勤 務 手 当 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 午 後 十

時 か ら 翌 日 の 午 前 五 時 ま で の 間 に 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら

れ た 職 員 に 対 し て 、 そ の 間 に 勤 務 し た 全 時 間 に つ い て 支

給 す る 。

（ 宿 日 直 手 当 ）

第 十 四 条 宿 日 直 手 当 は 、 宿 日 直 勤 務 を 命 ぜ ら れ た 職 員 に

対 し て 、 当 該 勤 務 に つ い て 支 給 す る 。

２ 前 項 の 勤 務 は 、 第 十 一 条 、 第 十 二 条 第 二 項 及 び 前 条 の

勤 務 に は 含 ま れ な い も の と す る 。

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）

第 十 四 条 の 二 第 十 一 条 、 第 十 二 条 第 二 項 及 び 第 十 三 条 の

規 定 に つ い て は 、 第 四 条 の 規 定 に 基 づ き 管 理 職 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 に は 適 用 し な い 。

２ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 は 、 第 四 条 の 規 定 に 基 づ き 管 理

職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 が 、 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他

の 公 務 の 運 営 の 必 要 に よ り 、 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り 振

ら な い 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 休 日 等 に お い て 勤 務

す る 場 合 に 支 給 す る 。

（ 期 末 手 当 ）

第 十 五 条 期 末 手 当 は 、 六 月 及 び 十 二 月 に 職 員 の 在 職 期 間

２ 扶 養 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で 他

に 生 計 の 途 が な く 主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る

も の を 扶 養 親 族 と す る 。

盧 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事

情 に あ る 者 を 含 む 。 ）

盪 満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に あ る 子 及 び 孫

蘯 満 六 十 歳 以 上 の 父 母 及 び 祖 父 母

盻 満 十 八 歳 未 満 の 弟 妹

眈 重 度 心 身 障 害 者

（ 地 域 手 当 ）

第 六 条 の 二 地 域 手 当 は 、 当 該 地 域 に お け る 民 間 の 賃 金 水

準 を 基 礎 と し 、 当 該 地 域 に お け る 物 価 等 を 考 慮 し て 管 理

者 が 指 定 す る 地 域 に 勤 務 す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。

（ 住 居 手 当 ）

第 六 条 の 三 住 居 手 当 は 、 自 ら 居 住 す る た め 住 宅 を 借 り 受

け 、 家 賃 を 支 払 つ て い る 職 員 （ 管 理 者 が 指 定 す る 者 を 除

く 。 ） に 対 し て 支 給 す る 。

（ 通 勤 手 当 ）

第 七 条 通 勤 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 対 し て 支 給

す る 。

一 通 勤 の た め 交 通 機 関 又 は 有 料 の 道 路 を 利 用 し 、 か つ 、

そ の 運 賃 又 は 料 金 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員

二 通 勤 の た め 自 動 車 そ の 他 の 用 具 を 使 用 す る こ と を 常

例 と す る 職 員

（ 単 身 赴 任 手 当 ）

第 七 条 の 二 単 身 赴 任 手 当 は 、 事 業 所 を 異 に す る 異 動 又 は

在 勤 す る 事 業 所 の 移 転 に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 父 母 の 疾

病 そ の 他 の 管 理 者 が 定 め る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 同

居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ と と な つ た 職 員 で 、 当 該

異 動 又 は 事 業 所 の 移 転 の 直 前 の 住 居 か ら 当 該 異 動 又 は 事

業 所 の 移 転 の 直 後 に 在 勤 す る 事 業 所 に 通 勤 す る こ と が 管

理 者 が 定 め る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も

の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る 職 員 に 対 し

て 支 給 す る 。 た だ し 、 配 偶 者 の 住 居 か ら 在 勤 す る 事 業 所

に 通 勤 す る こ と が 、 管 理 者 が 定 め る 基 準 に 照 ら し て 困 難

で あ る と 認 め ら れ な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の

権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 管 理 者 が 定 め

る 職 員 に は 、 前 項 の 規 定 に 準 じ て 、 単 身 赴 任 手 当 を 支 給

す る 。

（ 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 八 条 特 殊 勤 務 手 当 は 、 著 し く 危 険 、 不 快 、 不 健 康 又 は

困 難 な 勤 務 そ の 他 著 し く 特 殊 な 勤 務 で 、 給 与 上 特 別 の 考

慮 を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の 特 殊 性 を 給 料 で 考 慮 す る こ と

が 適 当 で な い と 認 め ら れ る も の に 従 事 す る 職 員 に 対 し て

支 給 す る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 等 ）

第 九 条 特 地 勤 務 手 当 は 、 離 島 そ の 他 の 生 活 の 著 し く 不 便

な 地 に 所 在 す る 事 業 所 と し て 管 理 者 が 指 定 す る も の （ 以

下 「 特 地 事 業 所 」 と い う 。 ） に 勤 務 す る 職 員 に 対 し て 支

給 す る 。
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第 百 十 六 号 ） 第 二 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 受 給 資 格

者 に 相 当 す る 者 と し て 管 理 者 が 定 め る も の に あ つ て は 、

六 月 以 上 ） で 退 職 し た 職 員 （ 次 項 又 は 第 七 項 の 規 定 に 該

当 す る 者 を 除 く 。 ） が 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年

の 期 間 （ 管 理 者 が 指 定 す る 者 に つ い て は 、 管 理 者 が 指 定

す る 期 間 ） 内 に 失 業 し て い る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が 同

法 に 規 定 す る 基 本 手 当 の 額 に 達 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受

け て い な い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 金 額 を 同 法 の 規

定 に よ る 基 本 手 当 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し て

支 給 す る 。

６ 勤 続 期 間 六 月 以 上 で 退 職 し た 職 員 （ 再 任 用 職 員 及 び 次

項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ） で あ つ て 、 そ の 者 を 雇

用 保 険 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 と 、 そ の 者 が

退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 営 企 業 の 事 業 を 同 法 第

五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と み な し た な ら ば 同 法 第

三 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 に 該

当 す る も の が 退 職 の 日 後 失 業 し て い る 場 合 に お い て 、 そ

の 者 が 同 法 に 規 定 す る 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の 額 に 達 す る

退 職 手 当 の 支 給 を 受 け て い な い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当

す る 金 額 を 同 法 の 規 定 に よ る 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の 支 給

の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し て 支 給 す る 。

７ 勤 続 期 間 六 月 以 上 で 退 職 し た 職 員 で あ つ て 、 雇 用 保 険

法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 と み な し た な ら ば 同

法 第 三 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 短 期 雇 用 特 例 被 保 険 者 に

該 当 す る も の が 退 職 の 日 後 失 業 し て い る 場 合 に お い て 、

そ の 者 が 同 法 に 規 定 す る 特 例 一 時 金 の 額 に 達 す る 退 職 手

当 の 支 給 を 受 け て い な い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 金

額 を 同 法 の 規 定 に よ る 特 例 一 時 金 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、

退 職 手 当 と し て 支 給 す る 。

８ 前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 五 項 又 は 前 項 の 規 定 に

よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 で 管 理 者 が

指 定 す る も の に 対 し て は 、 雇 用 保 険 法 に 規 定 す る 技 能 習

得 手 当 、 寄 宿 手 当 、 傷 病 手 当 、 就 業 促 進 手 当 、 移 転 費 又

は 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 金 額 を 同 法 の 規 定 に よ る 当

該 給 付 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し て 支 給 す る 。

（ 給 与 の 減 額 ）

第 十 八 条 職 員 が 勤 務 し な い と き は 、 休 日 等 で あ る 場 合 、

休 暇 に よ る 場 合 そ の 他 そ の 勤 務 し な い こ と に つ き 特 に 承

認 の あ つ た 場 合 （ 労 働 組 合 の 業 務 又 は 活 動 に 従 事 す る た

め 組 合 休 暇 と し て の 許 可 を 受 け た 場 合 を 除 く 。 ） を 除 く

ほ か 、 そ の 勤 務 し な い 一 時 間 に つ き 、 勤 務 一 時 間 当 た り

の 給 与 額 を 減 額 し て 給 与 を 支 給 す る 。

２ 職 員 が 部 分 休 業 （ 当 該 職 員 が そ の 小 学 校 就 学 の 始 期 に

達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部

（ 二 時 間 を 超 え な い 範 囲 内 の 時 間 に 限 る 。 ） を 勤 務 し な

い こ と を い う 。 ） 又 は 介 護 休 暇 （ 当 該 職 員 が 配 偶 者 、 父

母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 そ の 他 管 理 者 が 指 定 す る 者 で 負 傷 、

疾 病 又 は 老 齢 に よ り 管 理 者 が 指 定 す る 期 間 に わ た り 日 常

生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る も の の 介 護 を す る た め 、 勤 務

し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 休 暇

を い う 。 ） の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 場 合 に は 、 前 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 勤 務 し な い 一 時 間 に つ き 、 勤 務

に 応 じ 、 か つ 、 企 業 の 経 営 状 況 を 考 慮 し て 支 給 す る 。

（ 勤 勉 手 当 ）

第 十 六 条 勤 勉 手 当 は 、 職 員 の 勤 務 成 績 に 応 じ 、 か つ 、 企

業 の 経 営 状 況 を 考 慮 し て 支 給 す る 。

（ 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 ）

第 十 六 条 の 二 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 は 、 地 方 公 共 団 体

の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 四 十 八 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 任 期 付 職

員 （ 以 下 単 に 「 特 定 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ） の う ち 、 特

に 顕 著 な 業 績 を 挙 げ た と 認 め ら れ る 職 員 に 対 し て 支 給 す

る 。
（ 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 ）

第 十 六 条 の 三 任 期 付 研 究 員 業 績 手 当 は 、 地 方 公 共 団 体 の

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二

年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 第 一 号 任 期

付 研 究 員 （ 以 下 単 に 「 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ）

又 は 同 項 に 規 定 す る 第 二 号 任 期 付 研 究 員 （ 以 下 単 に 「 第

二 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） の う ち 、 特 に 顕 著 な 業 績

を 挙 げ た と 認 め ら れ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。

（ 退 職 手 当 ）

第 十 七 条 職 員 が 勤 続 期 間 六 月 以 上 で 退 職 し た 場 合 又 は 勤

続 期 間 六 月 未 満 で 退 職 し た 場 合 で 次 に 掲 げ る 事 由 に よ り

退 職 し た と き は 、 退 職 手 当 を 支 給 す る 。

一 職 制 若 し く は 定 数 の 改 廃 又 は 予 算 の 減 少 に よ り 廃 職

又 は 過 員 を 生 じ た た め 退 職 し た 場 合

二 傷 い 疾 病 に よ り そ の 職 に 堪 え ず 退 職 し た 場 合

三 前 二 号 に 掲 げ る 事 由 以 外 の 事 由 に よ り 本 人 の 意 に 反

し て 退 職 し た 場 合

四 在 職 中 に 死 亡 し た 場 合

２ 退 職 を し た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

管 理 者 は 、 当 該 退 職 を し た 者 に 対 し 、 当 該 退 職 に 係 る 退

職 手 当 の 全 部 又 は 一 部 を 支 給 し な い こ と と す る こ と が で

き る 。

一 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け た 者

二 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 失 職

（ 同 法 第 十 六 条 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） を し

た 者

三 地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十

七 年 法 律 第 二 百 八 十 九 号 ） 第 十 一 条 の 規 定 に 該 当 し 退

職 さ せ ら れ た 者

３ 在 職 期 間 中 に 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲

戒 免 職 の 処 分 を 受 け る べ き 行 為 を し た と 認 め ら れ る 者 に

係 る 退 職 手 当 に つ い て は 、 管 理 者 が 定 め る 手 続 き を 経 て 、

支 払 わ れ る 前 に あ つ て は そ の 支 給 を 制 限 し 、 支 払 わ れ た

後 に あ つ て は 返 納 又 は 納 付 さ せ る こ と が で き る 。

４ 労 働 基 準 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 二 十 条

及 び 第 二 十 一 条 又 は 船 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 号 ）

第 四 十 六 条 の 規 定 に よ り 解 雇 予 告 手 当 を 支 払 う 場 合 に お

い て は 、 こ れ に 相 当 す る 額 を 減 額 し て 退 職 手 当 を 支 給 す

る も の と す る 。

５ 勤 続 期 間 十 二 月 以 上 （ 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律
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２ 改 正 後 の 第 二 条 第 三 項 （ 調 整 手 当 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、

第 六 条 の 三 及 び 第 九 条 の 規 定 は 昭 和 四 十 五 年 五 月 一 日 か

ら 適 用 す る 。

３ 改 正 前 の 第 九 条 の 規 定 に 基 づ い て 昭 和 四 十 五 年 五 月 一

日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 職 員 に 支 払

わ れ た 隔 遠 地 手 当 は 、 改 正 後 の 第 九 条 の 規 定 に 基 づ く 特

地 勤 務 手 当 の 内 払 い と み な す 。

附 則 （ 昭 和 五 十 年 自 治 企 一 第 百 四 十 七 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 の 三

の 規 定 は 、 昭 和 四 十 九 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

３ 新 条 例 第 十 七 条 第 四 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、

昭 和 五 十 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 適 用 日 」 と い う 。 ） か ら 適

用 す る 。

４ 適 用 日 前 の 期 間 に 係 る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 職 員 が 、 改 正 前 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関

す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 、 新 条 例 の 適 用 の 日 以 後 の 分

と し て 支 給 を 受 け た 給 与 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の

内 払 い と み な す 。

６ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

附 則 （ 昭 和 五 十 一 年 自 治 企 一 第 六 十 七 号自 治 企 二 第 四 十 八 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 十 九 条 の

三 並 び に 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 昭 和 五 十 一 年 四

月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 五 十 八 年 自 治 企 一 第 三 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 六 十 年 自 治 企 一 第 五 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 の

期 間 に 係 る こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種

類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第

十 七 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職

手 当 の 支 給 に つ い て は 、 次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。

３ 施 行 日 前 に 退 職 し た 職 員 の う ち こ の 条 例 の 施 行 の 際 現

に 旧 条 例 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 に よ り 退

職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 に 関 す る こ の 条 例

に よ る 改 正 後 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第

六 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

一 新 条 例 第 十 七 条 第 四 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 の 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

二 雇 用 保 険 法 第 十 九 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 七 条 第 九 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 同 法 第 三 十 三 条

第 一 項 （ 同 法 第 四 十 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に 関 し て は 、 新 条 例 第 十 七 条 第 四 項 中

「 同 法 の 規 定 に よ る 基 本 手 当 の 支 給 の 条 件 」 と あ る の

一 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し て 給 与 を 支 給 す る 。

（ 休 職 者 の 給 与 ）

第 十 九 条 職 員 が 休 職 に さ れ た と き は 、 管 理 者 が 定 め る と

こ ろ に よ り 給 与 を 支 給 す る こ と が で き る 。

（ 専 従 休 職 者 の 給 与 ）

第 十 九 条 の 二 地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 第

六 条 第 一 項 た だ し 書 の 許 可 を 受 け た 職 員 に は 、 そ の 許 可

が 効 力 を 有 す る 間 は 、 い か な る 給 与 も 支 給 し な い 。

（ 育 児 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 の 給 与 ）

第 十 九 条 の 三 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 職 員

に は 、 育 児 休 業 を し て い る 期 間 に つ い て は 、 給 与 を 支 給

し な い 。 た だ し 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に つ い て は 、 こ

の 限 り で は な い 。

（ 自 己 啓 発 等 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 の 給 与 ）

第 十 九 条 の 四 地 方 公 務 員 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 の 承 認

を 受 け た 職 員 に は 、 同 項 の 自 己 啓 発 等 休 業 を し て い る 期

間 に つ い て は 、 給 与 を 支 給 し な い 。

（ 非 常 勤 職 員 の 給 与 ）

第 二 十 条 企 業 職 員 で 職 員 以 外 の も の に つ い て は 、 職 員 の

給 与 と の 権 衡 を 考 慮 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 給 与 を 支 給 す る 。

（ 再 任 用 職 員 等 に つ い て の 適 用 除 外 ）

第 二 十 一 条 第 五 条 、 第 六 条 、 第 六 条 の 三 、 第 七 条 の 二 、

第 九 条 、 第 十 条 及 び 第 十 七 条 の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 法 第

二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第

二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 地 方 公 務 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 一 項 又 は 地 方 公 共 団 体 の

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 法 律 第 五 条 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 に は 適 用 し な い 。

（ 特 定 任 期 付 職 員 等 に つ い て の 適 用 除 外 等 ）

第 二 十 二 条 第 四 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 六 条 の 三 、 第 十 一

条 、 第 十 二 条 第 二 項 、 第 十 三 条 及 び 第 十 六 条 の 規 定 は 、

特 定 任 期 付 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員 に は 適 用 し な い 。

２ 第 四 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 六 条 の 三 及 び 第 十 六 条 の 規

定 は 、 第 二 号 任 期 付 研 究 員 に は 適 用 し な い 。

３ 第 十 四 条 の 二 第 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 管 理 職 員 特

別 勤 務 手 当 は 、 特 定 任 期 付 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員

が 、 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他 の 公 務 の 運 営 の 必 要 に よ

り 、 週 休 日 又 は 休 日 等 に お い て 勤 務 す る 場 合 に 支 給 す る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖

地 震 に よ る 災 害 に よ り 行 方 不 明 と な っ た 企 業 職 員 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 行 方 不 明 職 員 」 と い う 。 ） の 生 死 が 三

月 間 分 か ら な い 場 合 又 は 行 方 不 明 職 員 の 死 亡 が 三 月 以 内

に 明 ら か と な り 、 か つ 、 そ の 死 亡 の 時 期 が 分 か ら な い 場

合 に は 、 こ の 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 日 に 、 当

該 行 方 不 明 職 員 は 、 死 亡 し た も の と 推 定 す る 。

附 則 （ 昭 和 四 十 三 年 自 治 企 一 第 七 十 八 号 ）

こ の 条 例 は 、 昭 和 四 十 三 年 十 二 月 二 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 四 十 六 年 自 治 企 一 第 二 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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附 則 （ 平 成 二 年 自 治 企 一 第 十 二 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 第 二 条 第 三 項 及 び 第 七 条 の 二 の 規 定 は 、 平 成

二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

３ 改 正 後 の 第 七 条 第 二 号 の 規 定 は 、 平 成 元 年 四 月 一 日 か

ら 適 用 す る 。

附 則 （ 平 成 三 年 十 二 月 二 十 四 日 自 治 企 一 第 百 十 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 八

条 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 、 第 十 九 条 の 三 の 改 正 規 定 及

び 附 則 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行

す る 。

２ こ の 条 例 （ 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 改 正 規 定 を 除 く 。 ）

に よ る 改 正 後 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る

条 例 の 規 定 は 、 平 成 四 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

附 則 （ 平 成 六 年 九 月 一 日 自 治 企 一 第 六 十 三 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 七 年 三 月 三 十 一 日 自 治 企 一 第 三 十 二 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。
附 則 （ 平 成 十 一 年 十 月 二 十 九 日 自 治 企 一 第 九 十 六 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 の 規 定 に よ り 再 任 用 さ れ た 職 員

に 対 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

地 方 公 務 員 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 百 七 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 第

二 十 八 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 、 同 項 の 任 期

又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 更 新 さ れ た 任 期 の 末 日 が 施

行 日 以 後 で あ る 職 員 に 対 す る 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

附 則 （ 平 成 十 一 年 十 二 月 六 日 自 治 企 一 第 九 十 七 号 ）

こ の 条 例 は 、 平 成 十 二 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 三 年 十 一 月 二 十 八 日 総 財 公 第 八 十 五 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 附 則 第 二 項

及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 平 成 十 三 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

附 則 （ 平 成 十 三 年 十 二 月 二 十 八 日 総 財 公 第 九 十 四 号 ）

こ の 条 例 は 、 平 成 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 四 年 六 月 二 十 八 日 総 財 公 第 五 十 四 号 ）

こ の 条 例 は 、 平 成 年 月 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 四 年 十 一 月 二 十 二 日 総 財 公 第 九 十 一 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 第 十 五 条 の

改 正 規 定 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 六 年 一 月 十 五 日 総 財 公 第 三 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 七

条 第 二 項 第 三 号 及 び 第 十 九 条 の 二 の 改 正 規 定 は 平 成 十 六

年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

は 「 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 九

年 法 律 第 五 十 四 号 。 以 下 「 昭 和 五 十 九 年 改 正 法 」 と い

う 。 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 旧 受 給 資 格 者 に 対

し て 支 給 さ れ る 基 本 手 当 の 支 給 の 条 件 」 と 、 同 条 第 六

項 中 「 同 法 の 規 定 に よ る 特 例 一 時 金 の 支 給 の 条 件 」 と

あ る の は 「 昭 和 五 十 九 年 改 正 法 附 則 第 七 条 に 規 定 す る

旧 特 例 受 給 資 格 者 に 対 し て 支 給 さ れ る 特 例 一 時 金 の 支

給 の 条 件 」 と す る 。

三 新 条 例 第 十 七 条 第 五 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。

４ 前 二 項 の 場 合 に お い て 、 施 行 日 の 前 日 ま で に 退 職 し た

職 員 に 関 す る 昭 和 五 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま

で の 間 に お け る 旧 条 例 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 雇 用 保 険 法 （ 昭

和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 」 と あ る の は 「 雇 用 保 険 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 五 十 四

号 ） に よ る 改 正 前 の 雇 用 保 険 法 （ 以 下 「 旧 雇 用 保 険 法 」

と い う 。 ） 」 と 、 同 条 第 五 項 及 び 第 六 項 中 「 雇 用 保 険 法 」

と あ る の は 「 旧 雇 用 保 険 法 」 と す る 。

５ 施 行 日 前 に 職 員 と な り 、 か つ 、 そ の 職 員 と な つ た 日 に

お け る 年 齢 が 六 十 五 才 以 上 で あ つ た 者 で あ つ て 、 引 き 続

き 職 員 と し て 在 職 し た 後 、 施 行 日 以 後 に 勤 続 期 間 六 月 以

上 で 退 職 し た も の に つ い て は 、 新 条 例 第 十 七 条 第 五 項 中

「 同 法 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 高 年 齢 継 続 被 保

険 者 」 と あ る の は 、 「 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 五 十 四 号 ） 附 則 第 二 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 雇 用 保 険 法 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る

高 年 齢 継 続 被 保 険 者 に な つ た も の と み な さ れ る 者 」 と 読

み 替 え て 、 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

６ 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行

日 前 に 退 職 し た 職 員 が 昭 和 五 十 九 年 八 月 一 日 以 後 に 安 定

し た 職 業 に 就 い た 場 合 は 、 雇 用 保 険 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 五 十 四 号 ） 附 則 第 九 条 に 規 定

す る 再 就 職 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 新 条 例 第 十 七 条 第 七 項

に 掲 げ る 再 就 職 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 を 支 給 す る 。

７ 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 。 昭 和 五 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に

退 職 し た 職 員 の う ち 旧 条 例 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま

で の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 受 け る こ と が で き る も の の 退

職 手 当 （ 同 条 例 第 十 七 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る

退 職 手 当 を 除 く 。 ） の 額 は 、 管 理 者 が 定 め る と こ ろ に よ

る 。

８ 昭 和 五 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 退

職 し た 職 員 に 対 し て 、 昭 和 五 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 日

の 前 日 ま で の 間 に 旧 条 例 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で

の 規 定 に よ り 支 払 わ れ た 退 職 手 当 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

退 職 手 当 の 内 払 い と み な す 。

９ こ の 附 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 伴

い 必 要 な 経 過 措 置 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

附 則 （ 昭 和 六 十 年 自 治 企 一 第 五 十 七 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 昭 和 六 十 一 年 自 治 企 一 第 五 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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施 行 日 以 後 引 き 続 き 職 員 で あ る も の に 対 す る 改 正 後 の 同

条 例 第 十 七 条 第 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

附 則 （ 平 成 二 十 三 年 五 月 九 日 総 財 公 第 五 十 七 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

退 職 し た 職 員 に 係 る こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 企 業 職 員 の

給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い

う 。 ） 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 に よ る 失 業

者 の 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 前 項 の 場 合 に お い て 、 施 行 日 の 前 日 ま で に 退 職 し た 職

員 に 関 す る 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の

間 に お け る 改 正 前 の 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関

す る 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 中 「 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十

九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 」 と あ る の は 「 雇 用 保 険 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 三 十 一 号 ） に よ る

改 正 前 の 雇 用 保 険 法 （ 以 下 「 旧 雇 用 保 険 法 」 と い う 。 ） 」

と 、 同 条 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 中 「 雇 用 保 険 法 」

と あ る の は 「 旧 雇 用 保 険 法 」 と す る 。

４ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら

施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 退 職 し た 職 員 の う ち 旧 条 例 第 十

七 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 受 け

る こ と が で き る 者 の 失 業 者 の 退 職 手 当 の 額 は 、 管 理 者 が

定 め る と こ ろ に よ る 。

５ 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 十 五

年 五 月 一 日 前 に 退 職 し た 職 員 が 平 成 十 五 年 五 月 一 日 前 に

退 職 し た 職 員 が 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま

で の 間 に 職 業 に 就 い た 場 合 は 、 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 八 条 に

規 定 す る 就 業 促 進 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 新 条 例 第 十 七 条

第 七 項 に 掲 げ る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 を 支 給

す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 者 の う ち 旧 条 例 第 十 七 条 第 七 項

の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 受 け る こ と が で き る 者 の 失 業 者

の 退 職 手 当 の 額 は 、 管 理 者 が 定 め る と こ ろ に よ る 。

６ 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 退 職

し た 職 員 に 対 し て 、 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前

日 ま で の 間 に 旧 条 例 第 十 七 条 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で の 規

定 に よ り 支 払 わ れ た 退 職 手 当 は 、 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ

る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 内 払 い と み な す 。

７ こ の 附 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 伴

い 必 要 な 経 過 措 置 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

附 則 （ 平 成 十 七 年 一 月 二 十 日 総 財 公 第 四 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 八 年 一 月 十 八 日 総 財 公 第 四 号 ）

こ の 条 例 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 十 九 年 八 月 二 十 九 日 総 財 公 第 百 三 十 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 七 条

の 改 正 規 定 は 平 成 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 二 十 二 年 五 月 十 三 日 総 財 公 第 四 十 六 号 ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 （ 公 布 日

が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 ） か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 二 十 二 年 五 月 十 三 日 総 財 公 第 四 十 六 号 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 、 退 職 の 日 が 施 行

日 前 で あ る も の 及 び 施 行 日 の 前 日 に お い て 職 員 で あ っ て 、
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地方公営企業法の適用に関する実務研究会 中間まとめ 

 

第１．本研究会の目的 

（研究の背景） 

 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的で

ある公共の福祉を増進するように運営されなければならないこととされている

（地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第３条）。このため、地方公営企

業の会計制度については、一般会計と異なり、企業性を発揮する環境を整備す

ることに特に留意されている。即ち、経済的活動の結果である損益を適切に検

証するとともに、複雑かつ多方面にわたる経済活動を総合的一覧的に把握する

ために、民間企業の会計基準に近い形で財務諸表等を策定する独自の制度（公

営企業会計制度）が地方公営企業法の財務規定（第３章）等として規定されて

いる。 

公営企業会計制度（財務規定等）は、近年、累次の改正（関係法令等の改正）

が行われ、企業会計基準とのより一層の整合が図られてきたところである。し

かしながら、財務規定等が適用される事業の範囲については、財務規定等を含

む地方公営企業法の規定の全部が当然に適用される事業（水道事業等の７事業）、

財務規定等のみが当然に適用される病院事業、地方公共団体の任意で同法の全

部又は一部（財務規定等）が適用されるそれ以外の事業の３類型に分けられて

いる中で、任意で適用している事業は、下水道事業で 14.8%、簡易水道事業で

3.3%にとどまっている（平成 25年度末時点）。 

現在、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入

の減少等により、地方公営企業の経営環境は厳しさを増しつつある。こうした

中で、住民生活に必要なサービスを提供する地方公営企業が、安定的に事業を

継続するためには、自らの経営・資産等の状況を的確に把握し、それを踏まえ

て経営基盤の計画的な強化（施設・設備への投資の合理化や適切な維持・管理、

財源の更なる確保、徹底した効率化等）と財政マネジメントの向上等に取り組

むことが必要である。地方公営企業が自らの経営・資産等の状況をより的確に

把握するためには、財務規定等の適用により公営企業会計を導入することが求

められることから、公営企業会計を導入していない地方公営企業にあっては、

その必要性が特に高まっているところである。 

 

（取組の考え方と研究の目的） 

総務省においては、従前より、公営企業会計を導入していない地方公営企業

に対して、その全部又は一部の任意での適用を推進してきたところであるが、

これらの事情を踏まえて、平成 25年７月に「地方公営企業法の適用に関する研
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究会」を設置し、平成 26年３月に報告書を取りまとめている。 

同報告書においては、財務規定等の適用範囲の拡大を円滑かつ着実に進める

ため、法制化の時期も含めた今後の「ロードマップ」を示すことや、財政的支

援の強化などとともに、移行事務、移行体制の整備に係る支援強化が必要とさ

れている。特に、財務規定等の適用により必要となる固定資産情報の整理、固

定資産台帳の整備等には、一定程度の費用や手間がかかることが想定されるこ

とを前提として、整備手法、台帳記載方法、活用方法等について検討を行い、

マニュアル等でその手順を示すことが必要との指摘がなされている。 

本研究会は、これらの点を踏まえて、地方公営企業法の適用に当たっての実

務的な取扱いについて整理を行うものである。 

 

（最近の動き） 

公営企業会計の適用拡大については、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」

（骨太の方針 2014）（平成 26年６月 24日閣議決定）において、地方財政の透明

性・予見可能性の向上による財政マネジメントの強化や地方財政改革の推進等

のために「現在、公営企業会計を適用していない簡易水道事業、下水道事業等

に対して同会計の適用を促進する。」「公営企業等については、公営企業の経営

に係る新たな考え方や第三セクター等の経営改革に関するガイドラインを示す

ことをはじめ適切な支援を行い、公営企業・第三セクター等の徹底した効率化・

経営健全化等を図る。」「地方公共団体における PPP/PFIの推進を支援するため、

固定資産台帳を含む地方公会計や公営企業会計の整備推進等を通じ、地域企業

を含めた民間事業者による PPP/PFI事業への参入を促進する。」旨が明記されて

いるところである。 

総務省は、「骨太の方針 2014」等を踏まえて、「公営企業の経営に当たっての

留意事項について」（平成 26 年８月 29 日付け総務省自治財政局公営企業課長、

同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）を策定し、地方公共団体に対し

て周知している。同通知において、経営環境が厳しさを増す中で、地方公営企

業が必要な住民サービスを安定的に継続するためには、中長期的な経営の基本

計画である「経営戦略」を策定し、同計画に基づく計画的な経営基盤の強化等

に取り組むことを求めるとともに、地方公営企業法の全部又は一部を積極的に

適用すること、中でも、簡易水道事業及び下水道事業については、基本的に公

営企業会計を導入することが必要であること等を要請している。 

あわせて、今後の公営企業会計適用（財務規定等適用）拡大についての総務

省の取組の考え方を取りまとめた「公営企業会計の適用拡大に向けたロードマ

ップ」（以下「ロードマップ」という。）を地方公共団体に対して送付するとと

もに、公表し広く周知を図っている。 
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第２．「中間まとめ」について 

（地方公営企業法適用拡大のスケジュール等） 

本研究会は、平成 26年６月の設置以降、財務規定等の適用に取り組むに当た

っての実務的な論点整理や先進事例の調査等を行っているところであり、平成

26年度中に最終的な成果を取りまとめる予定である。 

総務省が平成 26年８月 29日に公表した「ロードマップ」においては、平成

27年度から平成31年度までを公営企業会計の適用拡大の集中取組期間とすると

ともに、人口３万人以上の地方公共団体が行う下水道事業及び簡易水道事業に

ついては同期間中に移行し、人口３万人未満の地方公共団体においてもできる

限り移行することとしている。 

また、その他の事業についても、地方公共団体の実情に応じて移行を推進す

ることとしているところである。 

なお、平成 27年１月頃に、これらの点について、正式に要請する予定として

いる。 

各地方公共団体は、この「ロードマップ」も踏まえて、公営企業会計の導入

が可能となるように、速やかに取組を開始することが望まれる。 

 

（法適用に向けた各地方公共団体の作業） 

財務規定等を適用する際には、地方公共団体に相当程度の事務量（作業量）

が生じることが見込まれるところであり、また、公営企業会計等についての専

門的知見・ノウハウ等が必要となる。このため、地方公共団体が円滑かつ確実

な財務規定等の適用に取り組むためには、自らの実情に応じて、財務規定等の

適用への移行事務を処理するために必要な期間を見込み、予算、人員等を確保

することが必要となる。 

移行事務の処理に当たっては、既に財務規定等を適用している先行団体の事

例を参考とすることが有効である。 

また、先行団体においては、人員の確保や諸準備の状況等によって、代替的

な手段として外部からの支援（業務委託等）による専門的知見・ノウハウ、人

員等を活用している例も見受けられるところである。このような場合、合理的

な仕様書の策定や地方公共団体による適正な業務の管理・監督、経営・資産等

の情報の確実な整理・提供等に留意することが必要である。 

 

（「中間まとめ」の趣旨） 

これらのことを踏まえて、本研究会においては、地方公共団体が財務規定等
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を適用していない地方公営企業、特に簡易水道事業、下水道事業について、財

務規定等を適用するために必要な移行事務の全体像や規模、中でも事務負担が

多いとされる固定資産情報の整備について、先行団体の多様な状況についても

留意した上で、基本的な考え方、標準的な水準、手順・留意点等を「中間まと

め」として取りまとめたところである。 

各地方公共団体は、本「中間まとめ」を参考として、速やかに移行事務の作

業量を把握した上で、必要な人員、予算等の確保をはじめとする諸準備に着手

し、公営企業会計の適用拡大を円滑に進めることが望まれる。 

あわせて、先行団体にあっても、本「中間まとめ」を参考として、固定資産

台帳等のより一層の充実・精度向上等に取り組み、公営企業の経済性の更なる

向上に努められることが強く期待される。 

また、財務規定等適用の検討に当たっては、地方公営企業法の全部を適用す

ることによる経営の機動性・自由度向上等についても、特に留意することが望

ましい。 

 

 

第３．移行事務の全体像と必要な期間等 

１ 移行事務の全体像 

 地方公営企業法の財務規定等を適用していない事業、特に簡易水道事業・下

水道事業に地方公営企業法の全部又は一部を適用する手順については、簡易水

道事業は平成 15年３月に策定された「簡易水道事業法適化マニュアル」（総務

省策定）において、下水道事業は昭和 63年３月に策定された「下水道事業にお

ける地方公営企業法適用マニュアル」（自治省策定）において、それぞれ示され

ているところである。 

両マニュアルとも、策定から相当程度の年数が経過しており、その間に様々

な制度改正、新技術の導入等が行われているところである。しかしながら、移

行事務の全体像については現行諸制度に照らしても妥当なものと考えられると

ころであり、現時点においても、財務規定等の適用に取り組む地方公共団体の

参考となるものと考えられる。 

 

 ※ 本研究会においても、今後、新たなマニュアルの策定について調査・検

討を行う予定である（第６章参照）。 

 

 両マニュアルにより示されている移行事務の概要は次のとおりである。 
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 ① 基本方針の策定 
 

  対象事業（どの事業に適用するか）・対象範囲（地方公営企業法の全部を適

用するか一部を適用するか（財務規定等のみを適用する））の検討、先行団体・

先進事例等の研究、移行体制の検討（人員、予算等の検討と担当部局への要

求等。また、外部事業者への委託を行う場合には予算の要求や仕様書の検討

等。）、スケジュールの検討、庁内他部局との調整、移行に必要な資料の確認

等を行い、基本方針として取りまとめる。 

 

 ② 固定資産情報の整備（固定資産の評価と固定資産台帳の作成） 
 

  固定資産情報の整備に係る基本方針の策定（固定資産台帳への資産の登録

単位・記載項目等の検討、固定資産台帳の様式検討、固定資産台帳整備スケ

ジュールの検討等）、固定資産の関係書類等の整理・準備、固定資産の調査・

評価・取得価額算定・帳簿価額算定、固定資産情報の台帳への記載、記載情

報の更新に係る検討等を行う。 

 

 ③ 規程整備、予算編成、各種事務手続き等の実行 
 

  事業の執行体制・組織等の検討と設置（全部適用の場合）、条例・規則等の

制定・改廃、企業会計方式による予算編成（予算科目・勘定科目等の確定、

繰出金の検討等）、出納・収納取扱金融機関の指定、打ち切り決算、事務引き

継ぎ、事業の開始に係る総務大臣への報告等を行う。 

 

また、両マニュアルには記載されていないが、現在の地方公営企業における

財務規定等適用に当たっての重要な事務として、以下の事務が存在する。 

 

 ④ 財務会計システムの整備（企業会計システム、固定資産情報管理システ

ム等） 
 

   システム整備方針の策定（組織・業務を勘案した上で、既存システムの活

用・新規導入・他のシステムとの連携、入力データの更新等について検討）、

システムの構築、他のシステムとの連携等を行う。  

  

 移行の実務においては、基本方針の策定（上記①）後、固定資産情報の整備

（上記②）、規程整備、予算編成、各種事務手続き等の実行（上記③）、財務会

計システムの整備（上記④）を同時に、また、相互に連携させながら進めるこ

とになる。 
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 ※ 移行事務の手順・スケジュール等の一例として、北海道安平町簡易水道

事業における財務規定等適用（平成 24年度から）、岡山県備前市下水道事

業における財務規定等適用（平成 26年度から）におけるスケジュール等を

示す（別添資料参照）。 

 

２ 移行事務の処理に要する期間等 

 既述のとおり、地方公営企業法非適用事業に地方公営企業法の全部又は一部

を適用し、公営企業会計を導入するためには、相当程度の事務量が生じること

から、円滑に適用するためには、移行事務を処理するための期間、予算、人員

等を確保することが必要となる。 

 これらの必要量は、適用する事業が保有する資産の規模、提供するサービス

の規模・内容、非適用時における固定資産情報等の整理状況、適用に当たって

整備する情報や構築するシステムの水準等により大きく変化するものであり、

定量的に示すことは困難である。このため、公営企業会計の適用に取り組む地

方公共団体にあっては、先行団体・先進事例等も参考として、速やかに適用に

要する事務量を把握することが必要であり、それを基に必要となる期間を見込

み、予算（費用）、人員等の確保に取り組むことが求められる。 

 なお、「地方公営企業法の適用に関する研究会」報告書においては、平成 16

年度から平成 25年度までの間に地方公営企業法を適用した企業について、移行

に要した期間等が取りまとめられている。 

これによると、移行作業全体の平均期間は２年７カ月となっており、作業別

の平均期間は、準備体制の検討等の基礎調査に１年、資産調査に２年、条例の

改正等の移行事務に１年５カ月、システム整備に１年５カ月という結果であっ

た（期間の重複あり）。地方公共団体の規模別では、資産規模が大きい都道府県・

政令市において長い期間を必要とする傾向が見受けられ、平均２年 11カ月（流

域下水道事業・公共下水道事業の移行期間は平均３年 10カ月。）となる一方で、

人口１万人以下の市区町村は平均１年９カ月であった。 

 

 

第４．固定資産情報の整備 

地方公営企業は、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及

び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配

列の基準並びに一定の評価基準に従って、整理しなければならないこととされ

ている（地方公営企業法第 20条第２項）。このため、地方公営企業法非適用事

業が地方公営企業法の全部又は一部を適用するに当たっては、固定資産情報を
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一定の基準（整理基準及び評価基準）に従って適切に整理した上で、現在の経

済的価値等を明確にした固定資産台帳を整備しなければならず、また、適用後、

固定資産に異動が生じた場合には、適宜更新しなければならない。 

 総務省においては、固定資産台帳の様式例（「地方公営企業の会計規程（例）

について」（平成 24年 10月 19日付総務省自治財政局公営企業課長通知））等を

示しているところであるが、固定資産情報整備についての具体的な基準、ガイ

ドラインは示されていない。地方公共団体の財務規定等の適用を円滑化するた

め、本「中間まとめ」において、固定資産情報の整備について、基本的な考え

方、標準的な水準、これらを踏まえた整備に係る手順・留意点等を以下のとお

り取りまとめる。 

 

１ 基本的な考え方 

 地方公営企業が企業性を発揮し、効率的な経営を行うためには、当該地方公

営企業の貸借対照表を適切な形で作成し、固定資産をはじめとする保有資産の

現在の経済的価値を適正に明らかにするとともに、損益計算書を適切な形で作

成し、投資資金の期間配分額を明らかにすること等により適正な原価計算を行

うことが必要である。 

 また、今般、財務規定等の適用による公営企業会計の導入を集中的に推進す

る主な目的は、自らの経営・資産等の現状を的確に把握することで、人口減少、

施設・設備の老朽化等の急速な進展等により経営環境が厳しさを増す中にあっ

て、地方公営企業が住民サービスを安定的に供給し続けるために必要となる計

画的な経営基盤整備を行うための基礎情報とすることである。具体的には、固

定資産情報を適切に整備し、当該地方公営企業が保有する固定資産の現状（施

設の老朽化等の状況）を適正に把握することで、計画的な施設・設備の更新、

適切な資産の維持・管理等に資するものである。 

 このことは、議会・住民に対する経営情報の説明・開示にも資するものであ

り、また、このような情報を得られる財務会計とすることにより、民間事業者

が PPP/PFI事業へ参入するための環境を整えることにも役立つものと考えられ

る。 

このため、財務規定等を適用し、固定資産情報を固定資産台帳として整備す

るに当たっては、貸借対照表・損益計算書の作成を適正に行うことができるこ

とを基本として、資産の状況（施設の老朽化等の現状）を合理的な水準で把握

することが必要である。 

 一方で、「地方公営企業法の適用に関する研究会」報告書等に示されていると

おり、地方公共団体が固定資産台帳を整備するためには相当程度の事務量が生

じ、また、財務規定等適用後に行う固定資産台帳のメンテナンス（固定資産情
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報の追加登録、異動、抹消等）についても、システム導入等による省力化等に

取り組むとしても、一定の業務量が生じる。 

 このため、固定資産台帳の整備・更新等に係る地方公共団体の予算（費用）、

人員等の負担を合理的なものとするためには、固定資産台帳への登録単位・記

載項目等について、過度に精緻な水準を求めるべきではなく、財務規定等を適

用する趣旨・目的に照らして妥当と考えられる水準であれば足りることとする

べきと考えられる。 

これらのことを踏まえて、固定資産台帳の整備に当たっては、公営企業の経

営への固定資産台帳記載情報の活用を見据えた上で、財務規定等を適用する趣

旨、目的に照らして許容し得る水準の精度（登録単位・記載項目）であり、か

つ、固定資産台帳の整備・更新が地方公共団体にとって過度の負担とならない

ために実施可能性に配慮した水準の精度（登録単位・記載項目）であることを

基本的な考え方とすることが妥当である。 

なお、当然ながら、地方公共団体が自らその必要性を認識して、自主的によ

り精緻な固定資産台帳を作成することは差し支えない（例えば、コンセッショ

ン方式を含む PPP/PFIや高度なアセットマネジメントのより円滑な導入に向け

た環境整備のために、精緻な固定資産台帳を整備すること等。）。 

 

２ 固定資産台帳への登録単位 

（１）標準的な登録単位 

固定資産台帳に登録する資産の単位（登録単位）については、上記１の基本

的な考え方を踏まえて、貸借対照表を作成するための保有資産の現在の経済的

価値の把握と、損益計算書を作成するための投資資金の期間配分額の算定を適

切に行うことを基本として、資産の現状把握が合理的な水準となるよう設定す

ることが必要である。 

登録単位は、後述する記載項目以上に固定資産台帳の整備に要する費用、人

員、期間等に及ぼす影響が強く、必要以上に精緻な水準で設定した場合には、

地方公共団体は固定資産台帳の整備に膨大な費用、人員、期間等が必要となる。 

このため、財務規定等を適用し、固定資産台帳を整備することの趣旨、目的

に反しない範囲で、地方公共団体の実施可能性に配慮した登録単位とすること

が必要と考えられる。 

これらのことを勘案して、固定資産台帳への登録単位については、下記のと

おり設定することを標準とする。 

 

① 固定資産の種別及び取得年度に応じて分類する。 

ここでいう資産種別とは、「地方公営企業法施行規則」（昭和 27年総理府令
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第 73号）別表第２号及び「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の

勘定科目等について」（平成 24年 10月 19日付総財公第 99号）別紙２の「細

目」に対応した、耐用年数を基にした分類である。 
 

 耐用年数や取得年度が異なる資産を同一の単位で登録した場合には、減価償

却の額を適切に算定できないため、貸借対照表や損益計算書を適切に作成する

ことが困難となる。このため、これらを区分して登録することが固定資産台帳

整備の必要不可欠な要素となるものである。 

 これは、固定資産の耐用年数及び取得年度に応じて分類すれば、貸借対照表

や損益計算書を適切に作成することが可能となるということでもある。このた

め、固定資産の種別が異なっていても、耐用年数、取得年度が同じであり、管

理を一体的に行っている固定資産（例えば、一体的に管理している下水道の管

渠と人孔と枡、上水道の浄水設備と配水設備等。）については、固定資産台帳へ

の登録も一体的に行って差し支えないものと考えられる。 

  

② 上記①の分類に加えて、各地方公営企業が自らの固定資産の実情、老朽化

等を把握するために必要な水準と考えられる、より合理的な分類区分（例：

工事、取替、設計、管理、区域等）を設定し、当該区分で分類する。 
 

上記①の分類を前提として、固定資産の現状を適切に把握することが可能と

なる登録単位を設定することが必要であるが、地方公営企業における固定資産

の整備・管理等の実態は多様である。従って、将来の更新投資の必要性・規模

等の基礎情報を把握することが可能な水準の登録単位について、全国一律で合

理的な分類区分を設定することは困難であると考えられる。 

このため、各地方公営企業が自らの整備・管理の実情等を踏まえて、固定資

産台帳を活用する用途や固定資産台帳のメンテナンス等も考慮しつつ、合理的

な分類区分を設定し、それに応じて固定資産を分類することが妥当である。 

なお、各地方公共団体が分類区分を設定するに当たっては、固定資産台帳を

整備する手順にも留意した区分とすることが合理的である。例えば、固定資産

台帳を整備する際に、契約書等を基に資産の取得に要した金額を把握し、その

金額を資産種別に応じて仕分ける手順を一般的な手順としている地方公共団体

においては、固定資産情報を「工事」ごとに分類して、固定資産台帳に登録す

ることが合理的と考えられる。 

 

（２）移行時の取扱い 

地方公営企業法非適用事業から適用事業への移行時（財務規定等の適用時）



10 

においては、それまでに整備した膨大な固定資産について、固定資産台帳への

登録を行わなければならない。このため、地方公共団体の実施可能性、固定資

産台帳整備に要する経費や期間等にも留意し、過去に取得した固定資産の情報

の把握が困難な状況等にある地方公共団体は、固定資産の種別及び取得年度に

応じた分類（上記①の分類）のみを行うという簡易的な手法を採用することも

やむを得ないものと考えられる。 

なお、移行後に取得した固定資産については原則どおりに記載し、長期的に

は適切な水準で固定資産台帳が整備されるように留意することが必要である。 

 

３ 固定資産台帳への記載項目 

（１）標準的な記載項目 

 固定資産台帳に記載する項目については、固定資産台帳への登録単位と同様

に、上記１の基本的な考え方を踏まえて、貸借対照表を作成するための保有資

産の現在の経済的価値の把握と、損益計算書を作成するための投資資金の期間

配分額の算定を適切に行うことが可能となることを基本として、資産の現状把

握を合理的な水準で行うことができるように、以下の項目を標準とする。 

 

① 固定資産台帳において個別の固定資産を特定するとともに、その現状を把

握するために必要な項目 
 

番号、名称、所在地・保管場所、固定資産番号・種別・区分（固定資産勘定

科目）、構造・形状寸法・能力、用途、工事番号・契約番号・図面番号、リー

ス区分 

 

これらの項目については、各地方公共団体の実情に応じて、資産の現状把握

を行うことが可能である前提で、固定資産台帳における固定資産情報の一覧性

を損なわない範囲において、固定資産台帳と資産の管理台帳等の連携、コード

での管理等による記載の合理化、簡略化等が可能である（特に、固定資産台帳

等をシステム化した場合には、大幅な合理化、簡略化が可能である。）。 

なお、固定資産台帳への登録単位によって、記載するべき項目に差異が生じ

ることもあり得るものである（例えば、登録単位を管理ごと、区域ごとにまと

めて設定した場合には、個別の管渠の構造・形状寸法・能力を詳細に記載する

ことは困難である。）。 

さらに、各地方公共団体の実情に応じて、詳細な資産の現状（所属、詳細な

数量や面積、地目、階数、耐震化の有無等）を記載することで、資産の現状把

握をより精緻に行うことが可能となる。 
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② 資産の現在の経済的価値の把握、投資資金の期間配分額（減価償却費）の

算定のために必要な項目 
 

帳簿価額、取得年月日・供用開始年月日（取得と供用開始の時期が異なる場

合）、取得原因、取得価額、取得財源、耐用年数、経過年数、残耐用年数、減

価償却率、減価償却額、減価償却累計額、整理科目（勘定科目）、除売却情報 
 

これらの項目は、固定資産台帳整備の目的である貸借対照表・損益計算書作

成を適正に行うために必要であるとともに、固定資産の老朽化の状況等を把握

するために活用可能である。 

なお、セグメント情報、減損グループ、会計区分、予算執行科目、財産区分

（行政財産・普通財産）、売却可能区分・時価（売却価額や再調達価額）等を記

載することにより、資産の経済的価値・現状等をより適切に反映した固定資産

台帳を整備することが可能となる。 

 

③ 期間配分額（長期前受金戻入）算定のために必要な項目 
 

長期前受金の額、長期前受金戻入額、長期前受金収益化累計額、長期前受金

残存価額 
 

別の帳簿における管理等、他の手法により長期前受金戻入額等を把握するこ

とが可能である場合には、これらの項目が固定資産台帳に記載されていなくと

も差し支えない。 

 

④ 資産の経済的価値等に異動が生じた場合にその内容を正確に把握するため

に必要な項目 
 

増減情報（増減が生じた年月日、増減理由（修繕・改修等（部分的に行うも

のを含む。）を行っている場合にはその内容を含む。）、増減額、増減内訳） 

 

固定資産情報を異動させない修繕、改修等を行った場合にも、その内容を付

記することにより、固定資産の現状をより精緻に把握することが可能となる。 

 

（２）移行時の取扱い 

固定資産台帳への登録単位と同様に、地方公営企業法非適用事業から適用事

業への移行時（財務規定等の適用時）においては、過去に取得した固定資産の

情報が十分に把握できない等の状況にある地方公共団体は、実施可能性にも配

慮し、貸借対照表・損益計算書を合理的と考えられる水準で作成するために必
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要な項目についての記載は必須であるが、それ以外の項目のうち記載が困難な

項目について、省略することもやむを得ないものと考えられる。 

なお、移行後に取得した固定資産については原則どおりに記載し、長期的に

は適切な水準で固定資産台帳が整備されるように留意するべきことも、固定資

産台帳への登録単位と同様である。 

また、更なる検討が必要な論点として、固定資産取得時からの減価償却計算

が行われていなかったため、財務規定等の適用時における固定資産台帳に、減

価償却累計額をゼロとして記載されている点が挙げられる。 

このため、固定資産台帳や貸借対照表においては、資産取得時からの減価償

却累計額（資産の老朽化の状況）を捕捉することが困難であり、資産がすべて

新しいものと誤解される懸念もある。 

これを避けるため、資産取得時から減価償却が行われてきたものとして算定

した減価償却累計額等を記載することが考えられる。 

一方で、財務規定等の適用前には減価償却を行っていないことや、地方公営

企業が地方独立行政法人へ移行する場合等との制度的均衡等の観点、また、先

行団体にとって、減価償却の取扱いの変更は、事務上の負担はもとより、毎年

の減価償却費や長期前受金戻入額に差異が生じる場合もあることを考慮する必

要がある。 

これらのことを踏まえて、本件については、参考情報として固定資産台帳へ

減価償却累計額として考えられる金額を記載することも含めて、制度を所管す

る総務省において更なる検討を行うことが必要である。 

 

４ 不明資産の取扱い 

固定資産のうち、取得時期又は取得価額が不明な資産（不明資産）について

は、固定資産台帳の正確性を確保するとともに、財務規定等の適用による公営

企業間の経営等の比較を可能とする観点から、統一的な基準により、取得時期・

帳簿価額等を設定することが必要と考えられる。 

地方公営企業の資産については、別段の定めがある場合を除き、その取得原

価又は出資した金額をもって帳簿価額としなければならないこととされている

（地方公営企業法施行規則（昭和 27年総理府令第 73号）第８条第１項）。これ

は、保有資産の現在の経済的価値を貸借対照表等により適切な形で明確化する

ためには、取得原価を基に、減価償却等を行うことにより算定した現在の価額

を固定資産の価値とするべきであること等によるものと考えられる。 

このため、不明資産についても、「取得時期」「取得価額」を合理的な手法に

基づいて推計した上で、経過年数を基に減価償却等を行い、現在の固定資産情

報を把握して、固定資産台帳を整備することが必要である。 
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「取得時期」「取得価額」の推計に当たっては、制度の継続性や地方公共団体

の実施可能性にも留意し、「地方公営企業資産再評価規則」（昭和 27年総理府令

第 74号）第６条（取得の時期が不明な資産）・第７条（取得価額の不明な資産）

において示されている考え方を基本とすることが妥当である。 

それにより難い実情がある場合には、それ以外の合理的な手法で「取得時期」

「取得価額」を算定することが考えられる。 

 

５ 固定資産台帳の整備手順等 

 地方公共団体が地方公営企業法の全部又は一部を適用する際に固定資産台帳

を整備する手順等は、地方公共団体の固定資産の状況（固定資産情報の整理情

報も含む。）、整備しようとする固定資産台帳の水準等により大きく異なるが、

基本的な流れは次のとおりとなるものと考えられる。 

 

 Ⅰ 固定資産台帳整備に係る基本方針の策定 

   （固定資産台帳を整備するための予算・人員の確保、外部委託等を含む。） 
 

 Ⅱ 固定資産情報の整備 

  ⅰ 関係書類の整理 

  ⅱ 帳簿価額の算定 

   ① 建設改良関係の歳入歳出情報の抽出 

   ② 建設改良関係の歳入歳出情報の内訳の把握 

   ③ 間接費の各工事等への按分 

   ④ 各工事等への情報集約 

   ⑤ 受益者負担金の各工事等への按分 

   ⑥ 固定資産情報の台帳への登録 
 

 Ⅲ 固定資産台帳登録用データ作成・反映 

 

 既述のとおり、固定資産台帳の整備は、固定資産の規模、地方公共団体の体

制等に応じて相当の経費や人員、期間等を必要とするため、地方公営企業法の

全部又は一部を適用することを決定した地方公共団体にあっては、速やかに固

定資産台帳整備に係る基本方針の策定（固定資産台帳を整備するための予算・

人員の確保、外部委託の準備（仕様書の作成、予算の確保、支援事業者との交

渉等）などを含む。）に着手するべきである。 
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６ 固定資産台帳情報の更新 

 固定資産台帳整備後においても、地方公共団体は、貸借対照表を作成するた

めの保有資産の現在の経済的価値の把握と、損益計算書を作成するための投資

資金の期間配分額の算定を適切に行うことが可能となることを基本として、資

産の現状把握を合理的な水準で行うことができるように、固定資産台帳に記載

されている固定資産情報を適切に更新することが必要である。そのため、予算・

人員の確保、システムの整備・更新等について、継続的に取り組むことが必要

である。 

 なお、固定資産台帳と管理台帳、貸借対照表等を適切な形で接続・連携させ

ることで、固定資産情報の更新を省力化することが可能となる。 

 

 

第５．その他 

１ 新たな地方公会計基準との関係 

財務規定等の適用と、統一的な基準による地方公会計の整備促進のために、

総務省が現在行っている財務書類等についての実務的な検討との関係について、

分かりやすく、また、整合したものとなるようにすることが必要である。 

 

２ 総務省の支援 

 総務省は、財務規定等の適用に必要な人員・ノウハウ等が不足している地方

公共団体を支援するために、移行体制・財政面の支援の強化、会計情報の整備

手法の提示等の適切な施策について、これまで以上に強力に取り組むべきであ

る。 

 特に、上記第３章（移行事務の全体像と必要な期間等）にも示されていると

おり、地方公営企業法非適用事業、特に簡易水道事業・下水道事業に地方公営

企業法の全部又は一部を適用する際には、先行団体・先進事例等を参考として

取組を進めることが有効である。このため、総務省においては、適用に取り組

む地方公共団体が先行団体・先進事例等を参考とすることが円滑な形で可能と

なるように、情報提供のあり方等の対応を検討するべきである。 

 また、上記第４章（固定資産情報の整備）において、固定資産情報の整備に

ついて標準的な水準等を示しているところであるが、固定資産台帳への登録単

位・記載項目等のより具体的な取扱い等について、地方公共団体の円滑な適用

を促進するために、固定資産台帳の様式例の改定、質疑応答集の公表等をはじ

め、継続的な助言、情報提供等に取り組むべきである。 

一方、地方公営企業法の適用拡大に伴う既存制度の見直しの必要性について

も、引き続き検討することが必要である。 
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３ 都道府県による市町村の支援 

 都道府県にあっては、地方公営企業法の全部又は一部の適用に取り組む市町

村に対して、実効性のある支援を行うことが必要であり、先進事例の紹介、知

見を有する事業者・人材のあっせん（アドバイザーの派遣等）、講習会の開催を

はじめとする助言や情報提供等を行うべきである。 

 

 

第６．本研究会の今後の検討予定 

 本研究会は、引き続き財務規定等の適用推進に係る検討を行い、平成 26年度

中に成果を取りまとめる予定である。 

 今後、本「中間まとめ」で示した固定資産台帳等の整備についての登録単位・

記載項目等の考え方、標準的な水準等について、より具体化するために、調査・

検討を行うこととする。 

 また、地方公共団体が「ロードマップ」を踏まえて、簡易水道事業・下水道

事業を中心に財務規定等の適用を円滑に推進することを可能とする必要がある。

このため、適用に関する検討に着手する際には、どのような準備を行い、どの

ような点から検討を開始すれば良いのかなど、適用完了までの業務の流れ（手

順、留意点等）について分かりやすい形でマニュアルとして取りまとめるなど、

引き続き調査・検討を行うこととする。 

 



 
○ 平成22年度、23年度の２カ年度で実施し、平成24年度から法適化。 
 
  ※ 水道事業への移行時に全適することを前提に、一部適用（財務適用）を実施。 

 (1) 移行概要・移行期間 

【民間業者への委託内容】  
○ 平成22年度～平成23年度 

  

○ 平成23年度 

  ・条例、会計規程等の整備 ： 移行支援業務（委託業務）として実施。 

  ・会計システム整備 ： 全庁的なシステムとは別に、独自のシステムを導入。 

簡易水道事業における移行事務の実例 【北海道安平町】 

 

 
○ 庁内に公営企業会計を実施している部門がないこと、人的手当がなされなかったことから、移行事務は委託に 
    より実施。  
○ 既存の体制は、水道課内の水道担当（３人）。 このうち、事務担当は10年の水道経験。技術担当も20～30年 
    の水道経験を有する者であった。  
○ 現金の取扱いなど、会計担当課等との調整が必要となった。 

 (2) 移行に必要となった体制 

 (3) 資産評価手法 
 
 
○ 工事設計書単位（約1,000件）で整理。  
○ 事業創設期からの工事関係図書を保存していたことから、図書を受託業者に貸し出し、不明点を町側で回答す 
    る手法により整理。  
○ 管路等の位置は、別途整備済みの水道管路台帳システムと連動させることにより正確に把握。 

・固定資産調査・資産評価 ： 決算書類・工事設計関係図書等に基づき調査。 

資料１ 

1 



 (1) 移行概要・移行期間 

下水道事業における移行事務の実例 【岡山県備前市①】 

 
○ 平成20年度～22年度、25年度の４カ年度で移行、平成26年度から法適化。 

 ※ 平成20年度～21年度 ： 基本計画策定・資産評価 
 
       
  

 ※ 公共、特環、農集、漁集を法適化（財務規定等適用）。個排は小規模等の理由で除外。 

【民間業者への委託内容】  
○平成20年度～平成21年度 

  資産調査及び評価方法をまとめた資産評価要領書の作成、法適用範囲の検討から
法適用後の資産管理方針を含めた基本計画書の作成。 

資産評価要領書に基づいた管渠及び処理場施設の資産調査・評価作業
の実施及び結果のまとめ。 

・固定資産調査及び資産評価 ： 

 
○平成22年度 

・条例・科目設定 ： 法適用のために必要となる条例案等の検討及び作成。 

・職員研修 ： 法適用及び企業会計の基礎知識に関する内容についての講習会の開催。 
 

○平成25年度 

・システム導入 ： システムのカスタマイズ、データ変換、当初予算作成等。 

・支援業務委託 ： 予算書作成支援等（システム入力は自前で実施） 

・基本計画策定 ： 

平成22年度 ： 移行事務（条例整備等）  
平成25年度 ： システム導入等 

2 



 (3) 資産評価方法 

下水道事業における移行事務の実例 【岡山県備前市②】 

3 

 

 
○職員体制は移行開始時から３名で増員はなし。当初は下水道課職員のみで移行事務開始。  
○公営企業法や企業会計についての職員研修の機会への積極的参加、コンサルの支援によりノウハウを蓄積。  
○企業会計に精通した職員配置は無かったが、財政・システムに精通した職員が配置され移行事務がスムーズ

に。  
○契約担当課等他課との協力体制構築で移行事務がスムーズに。 

 (2) 移行に必要となった体制 

 
○管渠については、台帳と資産の照合に要する資料散逸等の状況もあり、１工事１資産として延長のみ資産計上。  
○処理場は台帳があったことから、改築・更新の取替単位を基本に整理。耐用年数の異なる資産ごとに分類。  
○委託先から求められる法適化に必要なデータ・書類を準備できないケースあり（本作業の労力大）。不明資産の  
   評価等にあたっては、下水道協会発行の法適化の手引き等を参照したり、コンサルに相談するなどして対応。 



資料２

地方公営企業の会計規程（例）について

(平成24年10月19日総財公第98号自治財政局公営企業課長通知）



第
七
編

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

地
方
自
治

別表第二号（第十四条及び第十五条関係）（昭三八自省令三二全

改、昭四O自省令五・昭四二自省令ニ・昭四五自省令二三・昭四九自省令
－九・昭五O自省令五・昭五一自省令三＝7平－O自省令三八・平一三総

省令五六・平二四総省令六・一郎改正）

有形固定資産の耐用年数

建 種

物 類

のも造白ロクッ石造文はプれ造がん
トコ造ン鉄骨鉄筋

途，

造ン又タ

自ク鉄筋はiリ
同もリ I 

のl トコ 用

そ 倉庫工場又 病賢 細

の他 も り場の発のの宿寄 も
もののり をも電 も貧の

白も 愛障用 告む。の所 の

泊自宿
のの 用、 、

のも ののも ）用又は 停場用車 宿泊所用又
目

四 コ四 き産自一一一
六八 八一一 四 /¥ 九七

のも成樹塁の造合木走 るのルミ三厚がり肉（骨格材の金属造のも 売のルミ川三厚が広三骨格材議造のも
） 下以リ ） 下以日超をえリ

ド己 メ 11:. メメ
の｜ のI I 

限もト 限もト四ト

泊所用宿又
文は 場用聖 書用宿又 文は 場用望 宿書用又

一一 一一一
四五 四五七 O七二四 七 二 七九九二

第
七
編

地
方
自
治

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

五

四

一六九 四

変
電
所
用
、
発
電
所
用
、
停
車
場
周

又
は
車
庫
用
の
も
り

工
場
（
作
業
場
を
含
む
。
）
用
又
は

倉
庫
用
の
も
の

塩
素
そ
の
他
の
著
し
い
腐
食
性
を

有
す
る
液
体
又
は
気
体
白
影
響
を

直
接
全
面
的
に
受
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
白

倉
庫
事
業
の
倉
庫
用
の
も
の

冷
蔵
倉
庫
用
の
も
の

そ
白
他
白
も
の

そ
の
他

P
も
の

四 00 J¥ 

金
属
迭
の
も

の
（
骨
格
材

の
肉
厚
が
四

ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る

も
の
に
隈

る。）

事
務
所
用
む
も
り

住
宅
用
、
寄
宿
舎
局
、
宿
泊
所
用
文

は
教
習
所
用
の
も
の

変
電
所
用
、
発
電
所
用
、
停
車
場
用

又
は
車
庫
用
。
も
の

病
院
用
の
も
の

工
場
（
作
業
場
を
含
む
。
）
用
文
は

倉
庫
用
の
も
の

塩
素
そ
の
他
の
著
し
い
腐
食
性
を

有
す
る
液
体
又
は
気
体
。
影
響
を

直
接
全
面
的
に
受
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

倉
庫
事
業
の
倉
庫
用
の
も
巴

冷
蔵
倉
庫
用
の
も
の

そ
の
他
白
も
の

そ
の
他
の
も
の

A
〔
日
法
九
七
七
二
・
＝
口
⑩

四一一一九。

A〔日法九七七二二ニ〕⑩

J喜む（設備照明電設備信~· 簡易建物
造ル木骨

のそ
もル
のタ

他そのの 庫倉用のも場（業工作 車庫用文は所用変電、 病院用のも 所教習用は住用宅、 事務所用の

他 の作業場のも
もの

仮設及び もフで十
の をももの のを

のイセ 合の の
合むン童ン

グチ

白 ぷ又き メ

用文は 霊場用もき l
のト

は杉ル

五六 七 O 四七 五五 O ニ 五九 七

五

回

「地方公営企業法施行規則」（昭和27年総理府令第73号）別表第２号
資料３

908786
長方形

908786
長方形



第
七
編

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

地方自治

構築物

用町のも工業用童水道用又 いなのも区分によら及前掲ぴの外以ののも前掲ののも り書仕切可 備店筒量備設格納議知設題又は消火

機設備塁
設備はポ房、冷

設備びガス衛生設備及給排水文はイラ通風房、

l又暖

配水設備 浄水設備 導水設備 設取水備

そ主

他その白 簡易なも

エエ

zそのも 二tワッ冷警設備のと スレ
他し カベ

レ l
もの lタ
の タ l

の 下以のもト機（ 冷凍のの
も。

）の官出力、

0 六六0五00 四 0八 五三 ノ1 五七 五三 4 五

軌
道
用
の
も

の

ま
く
ら
木

木
製
の
も
り

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
町
も
白

金
属
製
の
も
白

分
岐
器

電
信
電
話
線
及
び
電
灯
電
力
線

信
号
機

送
配
電
線
及
び
き
電
線

電
車
線
及
び
第
三
軌
条

帰
線
ポ
ン
ド

電
線
支
持
物
（
電
柱
及
び
腕
木
を
除

く。）
木
柱
及
び
木
塔
（
腕
木
を
含
む
。
）

架
空
索
道
用
り
も
の

そ
の
他
白
も
の

鉄
柱
、
鉄
塔
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
及

び
コ
ン
ク
り
l
ト
塔
（
支
持
物
を
含

む
。
）
（
架
空
索
道
用
の
も
り
に
限

る。）
前
掲
以
外
の
も
り

線
路
設
備

軌
道
設
備

道
床

そ
の
他
り
も
の

土
工
設
備

橋
り
ょ
う

二四三三一二二
五 000  0 五 0o.八

四
0 

五一六
七六 O

第
七
編

地
方
自
治

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

。五五

鉄
道
用
又
は

も送発
の配電
電用
用文
のは

五
三
四
四

橋
り
ょ
う

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の

鉄
骨
造
の
も
り

木
造
り
も
の

配
水
管

配
水
管
附
属
設
備

え
ん
堤

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
文
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
も
の

れ
ん
が
造
文
は
石
造
の
も
の

土
造
の
も
の

貯
水
池

高
架
水
そ
う

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の

金
属
造
り
も
り

木
造
の
も
白

さ
く
井

電
信
電
話
線

そ
の
他

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
文
は
れ
ん
が
造

の
も
の

石
造
り
も
の

金
属
造
自
も
の

木
造
の
も
の

軌
条
及
び
そ
の
附
属
品

A

〔
日
法
九
七
七
二
・
三
〕
⑩

A

〔
日
法
九
七
七
二
・
二
百
⑩

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も

の鉄
骨
造
の
も
の

そ
り
他
の
も
り

ト
ン
ネ
ル

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も

のれ
ん
が
造
の
も
の

そ
の
他
り
も
の

そ
の
他
り
も
の

停
車
場
設
備

電
路
設
備

鉄
柱
、
鉄
塔
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

柱
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塔

踏
切
保
安
文
は
自
動
列
車
停
止

設
備

そ
の
他
り
も
mり

そ
の
他
の
も
の

水
力
発
電
用
り
も
の
（
貯
水
池
、
調

整
池
及
び
水
路
に
限
る
。
）

汽
力
発
電
用
の
も
の
（
岩
壁
、
さ
ん

橋
、
堤
防
、
防
波
堤
、
煙
突
、
そ
り

他
汽
力
発
電
用
の
も
の
を
い
う
。
）

送
電
用
申
も
白

地
中
電
線
路

塔
、
柱
、
が
い
子
、
送
電
線
、
地

線
及
び
添
加
電
話
線五

三
四
五

三四一四六
0 0八八 O

三四五八
0000 

三一一二凹
00000 

ノ、。一四五四
五 五 00 。一四五

五 00 
六
O

三
五

三
O一一一一一一一一四

五
四一一
O九二

五
七

四
五占ノ、



第
七
編

地
方
自
治

（地方公営企業法施行規則）

除Jく掲のものプントコ
徐Jをのく（前掲白も造りのもト コンクり造又ンタi鉄骨鉄筋

面議及
もロク造ン
のツリ文ク

の（前造タlはリ l鉄筋はトコを トコ l

そのへい波堤岸壁やく・
ピりアれコ

i路i飯i！喜fi聖！の

チもスんン

他の トさ及ら 他 ネ ょう ユのフ敷がク
りル l ァリ

のも Zン蝿んま池び 白も 焼書 マル又 l

ノレ ト石敷｝白主敷プト、ス 敷又

敷のも 木れは白もロ
ト
柱

自 由ツ

長ん 攻ク
防

四一三四 六0三0三五七五五0 ノ。、 一一一一 四五。
0五 0 0 三 O 五 五 00 0五二

草び機壁

用設備水工業用道水道用文は いのなも分区にらよ及前掲ぴの外以りのも前掲ののも Jのを除く（前掲Dも木造ののも J除く掲2白も宙りのも成樹望合

そ主
他そのい堤波壁岸橋より

他そのの ルレl井戸へ、橋つり、 鋼鉄製 鋳鉄製
のと
他 L
のて 。 トきう

設備 設備 のも 造木
のも 戸γんまぴ の もも

白 むの
も

i葬~~らり

五一
五四一0 ．一五五二九 O五五 O六五五 O五 五 O 五 。

第
七
編

地
方
自
治

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

五三四六

）く除2も錨掲のの金のも 除Jをのく前（掲のも土進ののも 除Jを。く前（掲のも石造ののも Jくを除りのも（前掲のもれ造がんの

そ他の へい 貯水池道壁防 Zそすii~·員
及ぴ摘t のス貯そうのの 『号

他のののも い
他。

。も 堤防 Z型 空襲
も用 もも （ は の

の i~i I 
りの のり
も ね
の上

げ

震橋 覇警者ヘト
を

' 、 ネン
除 防

二0一0 一五三O 二五五四 四0二0三0四0 五O三五五0 O四五二 七 五。

A
〔
日
法
九
七
七
二
二
己
⑩

A〔日法九七七二・三〕⑩

警用備場用語設工文は修連工 用設備理動車修自 設備架諸道は鋼索又 Jむ蓄z令；量信: 通 申皇備l室集中It列霊隔文 設備電事道業用変軌鉄道又は

由も動車自 作工場用

Z襲

u~11詰他
の

設備
木造ての金属造て 計量器の

もの
のも

の

一一 一一 一
四 九 。八七 五七 O八 O

五
三
四
七



第
七
編

地
方
自
治

（地方公営企業法施行規則）

（製はコ石油ガ石炭万r
除s（貯そをう用卸売設備石油化スガ液石油又は 縮処理設備然圧天ガス

業設備天然ガ

騒備品麗音
ンガスタ燃カ又内

備汽

備主設

白

を除く
指製ガF造設備去目 スス ス 設備書ピlはス文、 鉱 ） 

他そのの 掘設備さく 坑井設備

設備

。 。二五三 二八五 ノ占、 五 五

盤

船舶法 具蕗両及ぴそ他の 動車自

明

船鋼 そ ト転車自
そiのそ自 ロ

そーく二日 町
そ D 輪 J輪 ツ他の他のッ
のそ F貨習他又 又ト型車の他の他コ

。力ものの 他白ン りは ル動車自
もをのもも

のも 他り式プ動車 。も 三官聖且 三竺下以総襲零m 
りも

。有のの の
す のもの 輸の

るも のも 自も
の 動の

坦 をO
事ぃ・
をい六
除、六

四七 三五 六五四 三回 五五 0八.o五

第
七
編

地
方
自
治

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

五三四八

具運搬ぴ車両及

ないりも分区によら前掲ぴにり並外ののも及装置以び前掲機械白 給食用設備

グク

供喜備善業用ガ 合む）を発生帯備ス業用特官ヌf事又はガス設備リI 

ン

その主と
の そ製震ス他 L 他 。 導管

白品 産製て
白他
設備 のの

もも
りの

の
も
の

一 一一一一 一一ー
0 五 O五一三八 八七 九 七 五三三二

A

〔
日
法
九
七
七
二
・
三
〕
⑩

A〔日法九七七二二己⑩

工
具

（電気検査ぴ測定
舶そ

信る用受適をけ条九でりま条第十から号）第六四法律第十四年治三十二
の
他

又工エ具及 り
は具 船

そモそのそ船ひきし船木そ船ひきゅし鋼船 も昭和も昭和木船も和昭 も和昭
の l他の ゅ の 町田 町も総も総の
他タの他ん他ん 二二 二町トのト二
の lものせ の せ

十年前四以 年後十五以 十年前四以

：／ ：ノ

十五年後以
もポのも つ も て〉

数が 数ヵ三'7) I の 船 の

砂船及び
ト 及

び 千 千
砂 がこ P乙 ト ト

K進水し－ 

裂取船 採~ ま進水
進水し

ン ン

未満 上以し [, 

tこ tこ tこ の の 式己

ー
五 五四 八六五 二 O 七 ノ占、。 四 五

五
三
四
九



第
七
編

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

地方自治

ii 
長Jく掲げのるも他（項のに家庭用品むJ及び機器含を機器；スF家具電気 のもになよら前掲り

外以前掲
ぴベカツ属金製柱及

切削

打抜工具ぴ圧鍛工具及合Jをむ、型（ 型わ〈 付工具治具及取び ~すのをるも電子利用をのり 工

い分区
もも 具
のの

ベツモ接薬用 応接そ主ネツ事務
そそ金白 その金自のの

ドの セのとト机 他他ノ 他ノ

他の トツ他の量筈τし 事務椅

。。ズ のズ

のも主と ル もル
ものも の
のも町 ¥, 

の 子 て

の 及

量自び
キ 白
守・ も
ピ の ス金

八 八五 八五 四八三 ~ 

庫及金容器び 告器具板広看及び 機光学器 豪器華及び試喜、

ド ポ
そ主そ自模型看板 顕鏡微そ ぴカ 時野 喜設備そ イシテそ

ラ 鍛溶ン そジデ ンミレの
ムそ霊童接ベ のと他

他の望官映画メ
のタジ タリタ他

かむ 製 他しり 他ルタ I ィ。
ん他用白の の て も

震
、ののもも も金白
コもものの の 属

機器の 揖影機
の 他ンイ

シりの 製 。及ぴ タ
テ の
ナ も

り

写壁映そ
の
他

0八 六 五 O 一八五 五五 O 0六 六五 五

第
七
編

地
方
自
治

（
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
）

事
務
機
器
及

び
通
信
機
器

‘e 
医
療
機
器

五
三
五

O

児
童
用
机
及
び
い
す

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
、
テ
1
．フ

レ
コ

l
F
lそ
り
他
の
音
響
機
器

冷
房
用
又
は
暖
房
用
機
器

電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
洗
濯
機
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
又
は
ガ
ス
機

器カ
ー
テ
ン
、
座
ぶ
と
ん
、
寝
具
、
丹

前
そ
白
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
繊
維
製

ロ
叩食

事
又
は
ち
ゅ
う
房
用
品

陶
磁
器
製
又
は
ガ
ラ
ス
製
の
も
の

そ
の
他
の
・
も
の

そ
り
他
的
も
り

主
と
し
て
金
属
製
の
も
の

そ
の
他
の
も
D

謄
写
機
器
及
び
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

孔
版
印
刷
又
は
印
書
用
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

電
子
計
算
機

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

（
サ
ー
バ
ー
用
の
も
り
を
除

く。）
そ
の
他
の
も
の

複
写
機
、
計
算
機
（
電
子
計
算
機
を

除
く
。
）
、
金
銭
登
録
機
、
タ
イ
ム
レ

コ
ー
ダ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の

A
〔
日
法
九
七
七
二
・
三
〕
⑩

A

〔
日
法
九
七
七
二
二
ニ
〕
⑩

り
容
器

金
属
製
の
も
り

そ
の
他
の
も
の

金
庫手

さ
げ
金
庫

そ
の
他
の
も
の

消
毒
殺
菌
用
機
器

手
術
機
器

馳
液
透
析
又
は
血
し
ょ
う
交
換
用
機

ハ
バ
ー
ド
タ
ン
グ
そ
の
他
の
作
動
部

分
を
有
す
る
機
能
回
復
訓
練
機
器

調
剤
機
器

歯
科
診
療
用
ユ
ニ
ッ
ト

光
学
検
査
機
器

フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ

そ
の
他
の
も
り

そ
の
他
り
も
の

レ
ン
ト
ゲ
ン
そ
の
他
の
電
子
装
置

を
使
用
す
る
機
器

移
動
式
の
も
り
、
救
急
医
療
用

の
も
り
及
び
自
動
血
液
分
析
器

そ
り
他
の
も
の

そ
の
他
白
も
の

陶
磁
器
製
又
は
ガ
ラ
ス
製
の
も

の

五

五

五六五ノ、五二八五五三五四五。五五四七七六六八六六四



第
七
編

地
方
自
治

（地方公営企業法施行規則）

のよ掲分区りに前及びのも外以ののも年数にるよ前掲耐用のれらつ該資産当に産叩ちう、掲す前資る
外以前掲

なら い
のの

いも いてる定てめ もも
のの

その主と そ主その焼Fむ動自シlJむ映画
他し のと他 販ト、フ

そ白 主と

白五 議製て
他のしのも 売機及び磁気ルィ 他し
も議製て 申 ロテム

り五 番製ての 字動 I I 
の 7 7°';: 
も ~ 申書ラの の

の もレイ も
の コド 町

を lを
合 ド合

八五 五 O 五五 五 O
－~ 

注

とて
す償祝
る却白
。す表

る白
場上
合欄
のに

自害
年る
数構
は築
、物

そ文
れは
ぞ機
れ械
下及
欄 ぴ

語草
げを
るー
と体
おと
りし

構

築

物

又

は

機

械

及

び

装

置

耐
周
年
数

（年）

五三五二

減襲備び ち、 y道用jく 管害 水清文 ； 高重産官量
設電気備 文工は

り

もう

水配

五
ムノ、 八 J¥ 

二
取
得
価
額
が
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
有
形
固
定
資
産
申
全
部
又
は
特

定
の
一
部
を
一
括
し
て
償
却
す
る
場
合
白
耐
用
年
数
は
、
三
年
と
す

る。
三
耐
用
年
数
回
全
部
又
は
一
部
を
経
過
し
た
有
形
固
定
資
産
の
耐
周
年

数
は
、
そ
り
取
得
後
耐
用
可
能
と
見
積
ら
れ
る
年
数
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
見
積
年
数
に
よ
ら
ず
、
本
表
に
定
め
る
耐
周
年
数

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
本
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
有
形
固
定
資
産
の
耐
周
年
数
は
、
本
表

に
規
定
す
る
耐
用
年
数
に
準
じ
た
耐
用
年
数
又
は
減
価
償
却
資
産
の
耐

周
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
別
表

第
一
及
び
別
表
第
二
に
規
定
す
る
耐
用
年
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

A

〔
日
法
九
七
七
二
・
＝
口
⑮



ぴ装置機柚& 
具び車

構築物運両
搬及

建 種 j

物 類

別紙Z

パプ

i!i 冷借蔵用設冷氷凍製、
下水道ワJlν

ベシヨザド: 
の
も

>< は の
ノレ

単語
ののも又はプロれ埼んが

構造又用途j土

のるも 厚の肉のも
ツ

クリト1 ンクロ
造ク石造

その他の桔氷方ん誌

11r1~~ sm霊＇l1li
備設ヱ喜はさら のを レパイ

ツl

いJう二P たL＇そrラト、
~ ものツ

公衆権曹m もの魚場用X市用也瓦重は旅館用;_ “、

？号！
公目衆もの魚貫市そ積雪めるよで店旅賢用官用又旅館

細

の i11i君i主ii~；ののも 場用£は首しののも用テノレ守

はのもノF司レ
場用畜との 目

の 飲食店 の 飲食店

三00四0四三0三五五0三0五0 ) 玉三 四三 四 玉0
ーー一一 一一

三五O四 五四 O四玉四 五00 四
数を耐里

二五五

設惜属建鞠附

車設衆備
輔用世lテホレ

事測君
のも 互；憧擁ま

の

情設よけ日アケド: 
のもタ｛望木骨木骨

主量産主主 警if主警fz告f謡書のJ造除）をくレ そノタレ

の町も互合は簡畠木造
又は Jモレノ造レ

備襲設処理荷役設備器計量揖菌設備備設プポン
他その揖菅引 他そのカメラ そパア排砂菅

他のツス
チフ

の

事
設備のプヤlノアレヱ可搬式は

事
ラプト
ンラ
トンコ

トン

ヱはベヤ

他その主とL 公衆事周のも魚官一市用旅管尽 搭費公衆のも魚揺局市長用Zは旅錨用 公室楊用町も魚事用用旅費 栴公衆場用のも魚場周又市用文童層は雄館周ホ、

白書性
回 ヱ痛星手

の 場用是守の主J馬レ ののも 言Z場四しZののも4用レ はのもル局 ののも £場用輔は闘しののもノ用テレ、の

畜場用のと出 飲食店のも

の 堅店 周の 監店 の 献金店

0七五00 九 八三 九五 二O七 七玉 七六三 五
八王 三六 0 五八二 八0 0 六八八

「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について」（平成24年10月19日付総財公第99号）別紙２

908786
長方形



備ぴ品器具及

）〈げる福晶む）（ガ軍具

のもの長び機ス電

言A 項語信家器気書

野T

そ主育 事じくEカ氷 そ関
そ

のと装そも接 ゆ~I 措そ主そ接のそ冷時 主主の

他 L蹄温の霊用又 ~ 蔵の の客｛也の だ
とと他

のも企属て品 竃庫他t他業の他槽な
しし

ん 気式且のも のも用家具の付及
てて

の も そ び金てのものび 木金

戯時用る器その当

製のはのの持の属のものも陳 造属

のも 劇他も蔵製の の列
の製

の 置庶ののをスト の ？ もの
のも

の用除~ ~ の

)¥ 玉 八王六＝ 四 八五五八六 八七

高

そ類鳥魚類動物植物
そそそご
の主のの

他ののも

他と他他E
~i~i~ 

の
員具zま~ 
の ゃ

ん

八回二王 五O 五



［背景］ 

 通常、資産の評価は取得原価主義によるものであるが、戦後のインフレによる物価急騰を受け、資産価値の増大をもたらしので、資

産の原価を修正し、正しい減価償却を計算して、正確な損益計算を行うことができるように、時価に合うように資産の価値を調整する

ことが必要となった。 

○地方公営企業の資産の再評価に関する事項について、地方公営企業資産再評価規則（昭和２７年総理府令第７３号）で規定。 

 ・再評価の対象となる資産 

  昭和２７年３月３１日（再評価基準日）に有していた資産（預金、貯金、有価証券、原材料、製品等を除く） 

資産の再評価 

 地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため政令で定めるところにより、再評価しな

ければならない（地方公営企業法附則第２項）。   

【具体例】 

 ・法を適用する日 昭和４２年４月１日 

 ・取得価額 ２００万円 ・取得時期 昭和２１年 ・耐用年数 ４０年  ⇒・再評価倍数 １５ 

①再評価基準額の算出 

 資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた再評価倍数を（別表第１）

乗じて算出。 取得価額 ２００万円 ×再評価倍数 １５＝再評価基準額 ３０００万円 

②再評価額の算出 

 ①で算出した再評価基準額を基準として、昭和２７年４月１日から再評価日（法を適用する日【４２

年４月１日】）までの期間に応じて減価償却額を控除して、再評価日現在における再評価額を算出。 

 

 再評価基準額 ３０００万円-減価償却額* １０１２万円 ＝再評価額 １９８８万円 

  *減価償却額＝再評価基準額×９/１０×償却率×経過年数（Ｓ２７～Ｓ４２） 

（
再
評
価
額
の

）

200

万円

6年

減価償却額

1,012万円

99万円
新耐用年数
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再
評
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準
額
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取
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価
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3,000

万円
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残
存
価
額

5％

10％

資料４ 



不明資産の取扱い(マニュアル) 

Ⅲ 資産評価 
（１）［略］ 

（２）取得時期の把握 
① 原則 
 固定資産の取得時期は、原則として当該資産の所有権を取得した日の属する時期をいうものであり、具体的には次のとおりである。 
 ⅰ）～ⅲ） ［略］ 
② 取得時期の不明な資産の取扱い等 
 取得時期の不明な資産は、再評価基準日（昭和２７年３月３１日）以前に取得した資産については、再評価則第６条の規定により、次の
いずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすこととする。また、昭和２７年４月１日以降に取得した資産の取扱いについては特段

の定めがないが、再評価則の基準と同様に考えることが適当であるから、再評価則第６条に準じて、次のいずれか一に掲げる時期をその
取得の時期とみなすこととする。 
 ⅰ） 当該資産について最も古い記録がある時期 
 ⅱ）・ⅲ） ［略］ 
（３）取得価額の把握 

① 原則  固定資産の取得価額は、原則として次のとおりである。 
 ⅰ）～ⅲ） ［略］ 
② 取得後に改良又は撤去等があった場合  ［略］ 

③ 取得価額の不明な資産の取扱い 
 取得価額の不明な資産は、再評価基準日(昭和２７年３月３１日)以前に取得した資産については再評価則第７条により、次に掲げる金額
のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすこととする。 
 また、昭和２７年４月１日以降に取得した資産の取扱いについては特段の定めはないが、再評価則の基準と同様に考えることが適当で
あることから、再評価則第７条に準じて、次のⅰ）～ⅴ）に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得
価額とみなすこととする。 
 ⅰ） 当該資産について最も古い記録に記載された価額 

 ⅱ）～ⅴ） ［略］ 
④ 取得時期及び取得価額の不明な資産について 
 取得時期及び取得価額の不明な資産については、取得時期の不明な資産の取得時期の決定方法によりその取得時期を定めた後、取
得価額の不明な資産の取得価額の決定方法によりその取得価額を定めることとする。 

『簡易水道事業法適化マニュアル』 （平成１５年３月）   （抄） 

※ 『下水道事業における地方公営企業法適用マニュアル』（昭和６３年３月） においても同趣旨の記載あり 



（参考） 取得の時期等が不明な資産の取扱いについて   

（取得の時期の不明な資産）  

第六条  取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。  

一  当該資産について最も古い記録がある時期  

二  当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこ

れにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期  

三 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期  

 イ 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに

近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期 

 ロ 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基

準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期 

 ハ 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期 

 ニ 当該資産に表示されているその製作の時期 

 ホ 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期 

 ヘ 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期 

    ト 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期 

 

（取得価額の不明な資産）  

第七条  取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみな

すことができる。  

一  当該資産について最も古い記録に記載された価額  

二  当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得し

た当該資産に類似する他の資産の取得価額  

三  当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額  

四  当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以

内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額当

該資産に類似する資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数÷当該資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数  

五 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額  

 

（取得の時期及び取得価額の不明な資産）  

第八条  取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定め

なければならない。  

地方公営企業資産再評価規則 



 
 

「地方公営企業法の適用に関する実務研究会」開催要綱 

１ 趣旨目的 

地方公営企業会計制度について、総務省においては、資本制度の見直し、会計基

準の見直しを行い、公営企業を取り巻く環境が著しく変化する中において、引き続

き公営企業が住民サービスを安定的に提供するための環境整備を行ってきたとこ

ろである。そのように整備された会計制度をどの範囲の事業に適用させるべきか、

残された課題である財務適用範囲の拡大については、昨年度、総務省において「地

方公営企業法の適用に関する研究会」を開催し検討を行った。同研究会の報告書で

は、公営企業の有する施設の維持管理・更新等が喫緊の課題となっている中、特に

簡易水道事業、下水道事業については財務規定等の適用の必要性が高いと報告され

ている。また、固定資産情報の整備・台帳整備の手法を示すことを中心とした法適

用のマニュアルを整備する必要性についても触れられている。 

こうした報告等を踏まえ、財務規定等の適用を円滑かつ着実に推進するため、本

研究会では、地方公営企業法の財務規定等の適用に関する実務的な取扱いの整理を

行い、その内容を手引きとしてとりまとめる。 

 

２ 名称 

 本研究会は、「地方公営企業法の適用に関する実務研究会」（以下、「研究会」と

いう。）と称する。 

 

３ 構成員 

 別紙委員名簿のとおりとする。 
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４ 運営 

 (1) 研究会に、座長１人を置く。 

  (2) 座長は、研究会を招集し、主宰する。 

(3) 座長は、不在の場合など必要の都度、これを代行する者を指名することができ

る。 

(4) 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その

意見を聴取することができる。 

(5) 座長は、必要があると認めるときは、研究会を公開しないものとすることがで

きるが、その場合には、研究会終了後、必要に応じブリーフィングを行うこと

とする。 

(6) 研究会終了後、配付資料を公表する。また、速やかに研究会の議事概要を作成

し、これを公表する。 

(7) 上記要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が定める。 

 

５ 開催日程 

 平成２６年６月から開催する。 

 

６ その他 

本研究会の庶務は、自治財政局公営企業課において処理する。 



 

 

地方公営企業法の適用に関する実務研究会 委員名簿 

 

（敬称略、委員は五十音順） 

 

 

（座長） 

                

鈴木 豊    学校法人青山学院常任監事 

青山学院大学名誉教授 

 

 

   （委員） 

 

金子 靖    有限責任あずさ監査法人 パートナー  

公認会計士 

 

 

川崎 賢一   北海道勇払
ゆうふつ

郡
ぐん

安平
あ び ら

町
ちょう

水道課 参事 

                

                

小室 将雄   有限責任監査法人トーマツ パートナー 

公認会計士 

         

 

高橋 晶子   新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー  

公認会計士 

        

        

藤森 亨    岡山県備前市まちづくり部下水道課長 

 

 

 

 

（平成 27年１月現在） 

 

 



地方公営企業法の適用に関する実務研究会 検討経過

○ 第１回（平成26年６月17日）

・ 地方公営企業法の適用をめぐる現状と課題の整理（研究会にお

ける検討課題の整理）

・ 先行事例の発表（北海道勇払郡安平町（簡易水道事業）、岡山県

備前市（下水道事業））

○ 第２回（平成26年６月26日）

・ 固定資産情報の整備についての検討（台帳への記載項目・登録

単位、財源情報の取り扱い等）

・ 移行事務の全体像についての検討

○ 第３回（平成26年７月29日）

・ 中間的な論点整理（これまでの議論を踏まえた論点整理、検討）

○ 第４回（平成26年10月７日）

・ 「中間まとめ」の検討（中間報告書（案）の審議）、取りまとめ

○ 第５回（平成26年12月16日）

・ 報告書の検討（最終報告書（案）の審議）、取りまとめ
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